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今年度は3団体から3提案をいただき,厳正な審査を経て,平成27年

度事業として1団体の事業提案を採択しました。

どの団体も,自主事業で培ったノウハウを活かし,現代社会の課題を解

決していこうとの熱意が感じられる提案でした。しかし,自主事業との相

違点や協働で行う効果についての明確性が不十分であること,また,団体

のこれまでの実績から実現可能性が難しいという点で課題が残りました。

協働で実施することの意義・効果,事業内容の実現性等について団体・

担当課が十分に協議していくことにより,効果の高い協働事業が実現でき

ると考えます。

市は,協働事業に対する理解の促進に努め,国分寺市内における協働事

業の展開が広がることを期待します。市民活動団体の皆様におかれまして

は,今後とも協働事業に積極的に取り組んでいただけますことを望みます。

国分寺市協働事業審査会長 服部 篤子
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平成26年度募集提案型協働事業の結果報告

1.募集及び審査会等日程

1.募集

平成26年6月15日号市報及び市ホームページにて募集のお知ら

せを行った。

(1)募集及び応募期間

平成26年6月16日(月曜日)から7月15日(火曜日)

(2)担当課の割振り会議

平成26年7月25日(金曜日)

(3)提案団体と事業担当課の調整会議

平成26年8月1日(金曜日)から8月8日(金曜日)の間

2.審査会日程

第一次審査(書類審査)

日 時:平成26年8月20日(水)午前1時30分から
人
ヱゞ 場:市役所第1庁舎3階 第一・二委員会室

委 員:6名出席

事業名:①社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者のための

支援事業

②言語リハビリ事業

③『中高層集合住宅の防災対策の普及・促進』に関する基礎

的調査・研究事業(市内の中高層集合住宅の防災に係る実態

把握と課題に関する検討)

第二次審査(プレゼンテーション審査)

日 時:平成26年11月17日(月)午後2時から
ム
7x 場:市役所書庫棟1階会議室

委 員:6名出席

事業名:①社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者のための

支援事業

③『中高層集合住宅の防災対策の普及・促進』に関する基礎
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的調査・研究事業(市内の中高層集合住宅の防災に係る実態

把握と課題に関する検討)

2.審査経過

1.第一審査(書類審査)

3事業の提案があり,2事業を合格とした。

①審査結果一覧

.■不採択の理由

②言語リハビリ事業

難病患者の現状及びニーズは提案書類および別添資料等から一定の

理解はできる。しかしながら,本事業提案はすでに当該団体が補助事業

として実施しており,提案型協働事業として実施する上でこれまでの事

業との相違点や必要性,または成果等が明確とは言い難い。既存の難病

患者へのサービスが不十分であるという現場認識に基づいた提案であ

れば,リハビリ事業の対象者を増やすだけではなく,人材育成の視点や

さらなる事業展望,団体と行政との役割などの提案があることが望まし

い。
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事業名称 提案団体 担当課 提案予算額 得点 Δ不
目ロ

①

社会生活を営む上

での困難を有する

子ども・若者のため

の支援事業

雪どけ
子育て相

談室
963,529円 171点 A

口

② 言語リハビリ事業
国分寺難

病の会

障害者相

談室
944,300円 139点 否

③

『中高層集合住宅

の防災対策の普

及・促進』に関する

基礎的調査・研究事

業(市内の中高層集

合住宅の防災に係

る実態把握と課題

に関する検討)

NOP法人

くらしの

安全安心

サポータ

防災安全

課
561,587円 171点 A

口



②審査方法と審査基準

審査会が提出書類(別添「提案書類」を参照)について下記7項目

を1点～6点で評価し,168点(※1)以上獲得した提案を合格と

し↑こ。

く審査項目〉

く判断基準〉

6点:評価できる

5点:やや評価できる

4点:どちらかといえば評価できる

3点:どちらかといえば評価できない

2点:あまり評価できない

1点:評価できない

(※1)第一次審査合格点について

(合格点)=(出席委員人数)×(7項目)×(4点)

168 = 6人×7項目×4点=
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1 事業の目的

市民や地域の二-ズ,社会問題や地域課題等を踏ま

えたものであるか。また,市が関わる必要性が認めら

れるか。

2 独創性・先駆性
提案は独創的でかつ先駆性があり,今後の協働事業

のモデルとなり得るか。

3 実現可能性
実施体制,実施方法やスケジュールが具体的かつ合

理的で,実現可能性は高いか。

4 役割分担 団体と市との役割分担は明確かつ妥当か。

0 協働による効果
協働することで質の高いサービスが提供でき,ま

た,相乗効果・波及効果が期待できるか。

6 費用の妥当性
提案内容を実現するための妥当な経費見積もりと

なっているか。

7 事業遂行能力

団体には事業遂行上の問題を解決していくための

専門性及び経験が十分にあり,また市と一緒に事業を

検討し練り上げていく能力があると認められるか。



2.第二次審査(プレゼンテーション審査)

第一次審査で合格した2事業の選考を行い,?

①審査結果一覧

1事業の採択とした。

■不採択の理由

①社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者のための支援事業

提案書類およびプレゼンテーションの内容からは,団体の意欲や熱意

は伝わりました。しかしながら,団体の実績から考えますと,提案内容

や事業計画が広範囲にわたり,実現可能性に不安が残りました。また,

就労支援や地域参加に対する事業プログラムにおいて,自主事業で培っ

たノウハウが活かされていないという点で,採択には至りませんでした。

今後は,講演会や相談業務などの自主事業のさらなる充実を図り,ま

ずは,子どもたちを地域に引き出すための地域連携や関係づくり等の取

り組みに尽力されることを期待します。

■採択提案に対する付帯意見

③「『中高層集合住宅の防災対策の普及・促進』に関する基礎的調査・

研究事業(市内の中高層集合住宅の防災に係る実態把握と課題に関

する検討」

本事業は,防災対策だけでなく高齢者への対策に寄与でき得る重要な

ものであると言えます。実施内容がより効果的なものになるよう調査内

容や先進自治体の再検討を行ってください。また,先進自治体での調

査が国分寺市での調査項目に活かされるよう,A事業とB事業の順番の
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事業名称 提案団体 担当課 提案予算額 得点 Δ不
目ロ

①

社会生活を営む上

での困難を有する

子ども・若者のため

の支援事業

雪どけ
子育て相

談室
963,529円 112点 木

口

③

『中高層集合住宅

の防災対策の普

及・促進』に関する

基礎的調査・研究事

業(市内の中高層集

合住宅の防災に係

る実態把握と課題

に関する検討)

NOP法人

くらしの

安全安心

サポータ

防災安全

課
561,587円 128点 A

口



人れ替えをご検討願います。

以上のことを踏まえ,事業内容の見直しを行ったうえで事業を実施さ

れることを期待します。

②審査方法と審査基準

担当課同席のもと,審査会において提案団体によるプレゼンテーシ

ョン(10分以内)を行った後,質疑(10分以内)を行い第一次審査

と同一の審査項目について1点～4点で評価し,126点(※2)以上

を獲得した提案を合格とした。

く判断基準〉

4点:評価できる

3点:どちらかといえば評価できる

2点:どちらかといえば評価できない

1点:あまり評価できない

(※2)第二次審査合格点について

(合格点)≧(出席委員人数)×(7項目)×(3点)

126 ≧6人×7項目×3点
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3.審査会委員名簿

■第一次審査

(任期)第5期 H24.11.1～H26.10.31(1号委員のみ)

※会長 服部 篤子

※副会長 内藤 達也
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委員種別 氏名 職業など

識見を有するもの 服部 篤子 社会企業家研究ネットワークCAC代表

同上 塚本 一郎 明治大学経営学部教授

同上 藤枝 香織
一般社団法人ソーシャルコーディネー

トかながわ理事

政策部長 内藤 .達也

総務部長 本橋 信行

市民生活部長 水越 寿男



■第二次審査

(任期)第6期 H26.11.1～H28.10.31(1号委員のみ)

※会長 服部 篤子

※副会長 内藤 達也
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委員種別 氏名 職業など

識見を有するもの 服部 篤子 社会企業家研究ネットワークCAC代表

同上 林 大樹 一橋大学大学院社会学研究所教授

同上 藤枝 香織
一般社団法人ソーシャルコーディネー

トかながわ理事

1 政策部長 内藤 達也

: 総務部長 本橋 信行

市民生活部長 水越 寿男
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審査資料

(提案書類及び募集要項等)

【平成26年度第2・3回国分寺市協働事業審査会】
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提案型協働事業審査資料目次

提案書類

提案No.1 社会生活を営む上での困難を有する子ども・若

者のための支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

提案No. 2 言語リハビリ事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

提案No.3 『中高層集合住宅の防災対策の普及・促進』に

関する基礎的調査・研究事業(市内の中高層集

合住宅の防災に係る実態把握と課題に関する検

討)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

提案型協働事業募集要項(平成26年度集)・・・・・・・・・・・・・別添

※提案書類として以下のものを添付してあります。

①様式第1号(提案書)

②様式第2号-1及び様式第2号-2(企画書)

③様式第3号(提案事業収人予算書)

④様式第4号(団体概要書)

 定款・会則・規約

 平成26年度予算書関係書類及び平成25年度決算関係書類

※①～ について,補足資料を添付している場合があります。





提案書類
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樺式箒1号(市民活動団体提案事業〕

平成26年変募集国分寺市提案型堪働喜業「提案書j

ー
〆国分寺市"

、収受

平成26年8男8日

国分寺市長 井澤 邦夫 様

事務所の所在地 国分寺市泉町1-12-5

団体名 雪どけ
r噌■■■■

代表者氏名 伊藤由美子

次のとおり提案します。なお、会貴名簿・担当者連絡先を除き公開を承諾します。

1 提案享業名 社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者のための支援喜業

2 提案事業予算 963,529円

3 提案理由

ニート・引きこもりや発違障がい、不登校、いじめ、生活困窮、児童虐

待など、子どもや若者を取り巻く課題が多楳化・深刻化し、社会問題にな

っている。そこで、教育・福祉・保健・医療・雇用など、これまで各関係

機閤等により個別に行われてきた取り組みを地域でネットワニク化するこ

とにより、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子どもや若者への支

援推進を目的として、平成21年「子ども・若者育成支援推進法」が制定さ

れた。地方公共団体の責幕として、法第4条には「その区域内:こおける子

ども・若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と

定められている。圭た、法第15条には関係機関等による支援として「(前

略)子ども・若者育成支援に閏連する分野の事務に従事するものは、修学

及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であっ

て、社会生活を円滑に営む上での因難を有する子ども・若者に対する次に

掲げる支援を行うよう努めるものとする。一 社会生活を円滑に営むこと

ができるようにするために、閏係機関等の施設、子ども・若者の住居その

他の適切な場所において、必要な相談、助言又ぱ指導を行うこと。二 医

療及び療養を受けることを助けること。三 生活環壇を改善すること。四

修学圭たは就業を助けること。五 前号に掲げるもののほか、社会生活を

営むために必要な知識技能の習得を助けること。六 前各号に掲げるもの

のほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行う

こと。』と謳われている。しかし、制定以来、約5年が経過するが、国分寺

市内では、法が目指している取り組みが全く見えない。

-l-
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様式第2号-1(市民活動団体提案事業)

団体名 雪どけ

1 事業目的

(①解決する社会

問題,②事業の対

象,③何を実施する

か,④到達点 を記

入してください)

① 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援すること

で、引きこもりや不登校の数を減らす。

② 発達障がいやいじめ、虐待などを要因として、集団や社会とうまく関われ

ない状態にある子どもや若者(対象年齢は概ね15歳～34歳)。

③ 自宅以外にも安心して寛げる場を提供し、ありのままの本人を受容し、家

族以外にも頼れる人がいることを認識してもらうことなどにより、自己肯

定感の回復を目指す。さらには、就業に向けたスキルを身につけることに

より、社会に参加しようという意欲を引き出していく。

④ 引きこもり等、これまで地域に埋もれて顔の見えなかった人たちが、この

事業をきっかけに地域とのかかわりを持てること。また、この活動を通し

て傷ついた心を癒し、エンパワメント(本来持っている力を引き出してい

く)され、社会や地域に関わっていこうという意欲を持ってくれること。

社会へ出る一歩としての行動を起こしてくれること。

1.相談受付

セミナー・相談会実施

第1部:基調講演

第2部:相談会

※相談会・・・参加者の悩みや相談できる場を設け、関連する庁内各課(子

育て支援課、健康推進課、生活福祉課)相談支援や雇用などの関係機関

(障害者就労センター)、地域で活動している団体等が待機して、参加

者の悩みやニーズに合った相談(予約を含む)を受け付ける。また、ご

本人の希望もしくはご本人に合った支援へつないだり、他団体(別紙1)

の紹介をしたりする。

2 事業内容

(当該事業で具

体的に何を行う

か記人してくだ

さい。)

2.居場所の提供

毎週土曜日の午後、不登校・引きこもり等の困難をかかえている子ども・

若者が強制されず、自由に集まることのできる居場所を提供する。

居場所では以下のことを行う。

(1)学習支援・・・現・元教師、大学生らによる学習の支援を行う。 )

個別相談により、本人がどのような学習や活動をしたいと考えているのか

を聞き、希望に応じて行う。例えば、修学を希望する場合は大学進学や

高認試験合格の支援、就職を希望する場合は簿記・PCスキル等の指導が

可能である。なお、修学や就職以前に毎日通うことを目標にしたいという

希望がある場合は、他団体(別紙1)とつなげるなど、できる限り本人の
希望を実現させたい。

(2)地域の方々による講座・・・農業体験(東京都認定援農ボランティア

による畑作業の指導)、俳句、料理、羊毛体験など

※広報・・・年間を通じて実施。
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①市内公共施設にチラシを配架 ②民生委員定例会でチラシを配布

③ホームページによる広報

3.就業支援事業

(1)ICT講座「Word・Exce1・PowerPoint週1回2時間3カ月コース」

実施

就職に役立つ知識・技術を身に付けるため講座を開催し、受講者

のビジネスに必要な操作およびビジネス文書の作成等の技術修得を

目標とする。

※「Word a Exce1・PowerPoint週1回2時間3カ月コース」

講師:NP○法人シニアS○HO普及サロン三鷹

場所:三鷹産業プラザ(〒181-8525東京都三鷹市下連雀3-38-4)

*講師による講座の他にフォローアップ講座(無料)を開催し、

スタッフが復習をフォローする。

*希望者にはホームページ作成技術一般を、年間を通じて行われる

居場所にてスタッフが指導する。

*講師の方が本事業に賛同してくださり、協力関係を築いている

こと、また、10年以上の実績を持ち、子ともから高齢者まで幅

広い年齢層のICT技術獲得に寄与していることから、本NP○

法人に講座を依頼している。

(2)ビジネスマナー講座実施

年間を通じて行われる居場所で希望者を募り、ビジネスの現場で必要

なマナーを学ぶ機会を提供し、就労に向けての準備を行う。

(3)本人の状態や希望に応じて他団体(別紙1)の紹介等を行う。
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13 事業計画案

:(事業の実施ス

ケジュールを記

.人してください)

相談受付、居場所の提供、就業支援事業の年間を通して行う。

詳細は別紙3参照。
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その原因として、この法で定義されている「若者支援」を所管する担当

課がないことや、取り組みのために必須となる行政と地域の関係各機関や

事業者、NP○などとのネットワーク構築が実現に至っていないことが指

摘される。

これまで地域で活動してきた「雪どけ」は、関係機関や団体・専門的な

知識を有した方々との地域ネットワークを培ってきている。地域ネットワ

ークを基盤とした協働は、それぞれの得意分野を活かし、事業の効果を上

げていくことが大きなメリットである。そのため、「雪どけ」が構築したネ

ットワーク(別紙1)と行政とが連携・協働することで、社会生活を円滑

に営む上での困難を有する子ども・若者への支援を進めたい。このような

地域ぐるみの支援体制を構築することで、これまで具体的な手立てがなく、

孤独に不安と闘っていた当事者が、社会に参加することや、この先この社

会で生きていくことに対する希望を持つことができると考えるからであ

る。

不登校・ひきこもりの問題においては、その家族も出口のない暗いトン

ネルに留まっているかのような、希望の持てない鳥神状態に追い詰められ

ることが多い。さらに、家族のその不安が、家庭の中で当人を追いつめる

結果になることが多々ある。本人が希望を持って社会に参加しようという

意欲を持てば、家族にも出口が見え希望を取り戻すことができ、家庭の平

和にもつながり、本人め家庭における居場所も守られると考える。

以上のように、これまで培ってきた地域のネットワークを駆使し、困難

をかかえている子ども・若者、またその家族への具体的な支援を行うこと

ができるよう、協働事業への提案をする。

4 事業概要

(400字程度で記人

してください)

東京都の「ひきこもり等の若者支援プログラム」(別紙2)に沿って、対象

者を概ね15歳から34歳(ただし、対象者の状況や支援の体制等を踏ま

え、柔軟に対応する)として以下の事業を行う(なお、詳細は「事業内容」

参照)。

1.相談受付

都や市でも相談支援の取り組みを始めたことを視野に入れ、団体として

は、地域に埋もれた対象者を把握することを目的として、家族支援等の

セミナーを実施する。

2.居場所の提供

自宅や学校以外の安心できる居場所の提供をし、子ども・若者の自己肯

定感を醸成するための活動を実施する。

3.就業支援事業

社会参加に向け、能力と自信を向上させるための講座開講、社会体験 ゛

活動を実施する。また、当人の状態や希望に応じて主に多摩地域で活動し

ている他団体(別紙1)への紹介を行い、本人の社会参加を支援する。-



様式第2号-2(市民活動団体提案事業)

団体名 雪どけ
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4 事業の対象

(地域、対象者、対象

総人数等を具体的に)

国分寺市内在住の不登校・引きこもりなど、社会生活を営む上での困難を

有する子ども・若者。概ね15歳～34歳を対象とする。対象総人数は、

50人とする。

(内閣府調査によると平成24年時点での若年無業者数の総数は63万人

であり、総人口の0.005%が該当する。このデータをもとに、国分寺市人口

に置き換えて換算すると、国分寺市内の若年無業者の総数は約600人と推

計される。なお、国分寺市内の15～34歳人口は29,667人であるが、そ

のうちの約何割が無業者であるかは定かではない。)

5 事業の実施場所
・福祉センター、市内公共施設など

・農地(国分寺市戸倉3-7)

6 役割分担

(具体的に)

く提案団体が担う役割〉

・居場所事業運営

・家族支援セミナー等の実施

・就業支援事業実施

・チラシ等作成

・ホームページによる広報

・事業者等による就業訓練の場・雇用の開拓

〈市が担う役割〉

・場所確保

・市報・市ホームページ等による広報活動 ・チラシ配架

・障害者就労支援センター等と連携し、市内事業者等による雇用や

就業訓練の場の開拓

7 成果指標等

(事業成功のポイン

トや,目標)

8 市と協働する意

義及び必要性,協

働による相乗効果

・家族支援等セミナーの実施により、地域の方々に広く相談できる窓口が

あることを知っていただく。目標参加人数は50人としたい。さらに、

目標参加人数のうちの90%に対して社会参加のための支援を行うことを

目指ナ。

・家族支援等セミナーや土曜日の居場所事業等を通じて、アンケート等で

相談者から生の声を聞き、理解を深める。また、相談者数やアンケート

内容をデータ化するζとにより、国分寺市内の実態を把握し、今後国分

寺市としての事業展開に寄与する。

・主に多摩地域で活動している他団体とのネットワークを駆使し、当人

やそのご家族のためになる情報提供を行い、具体的に他団体(別紙1参

照)に紹介することで、当人の社会参加のきっかけを提供する。

発達障がいや引きこもり・不登校など、社会生活を営む上での困難を有

する子ども・若者は社会的な諌題となっている。市としても「子ども・若

者育成支援推進法」に規定された取り組みを含め、若年層への支援が求め

られているが、なかなか所管課が決まらない状態である。

しかしながら、厚生労働省は地域若者ステーションをNPO等に委託し、
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東京都は「若者社会参加応援事業」を行政主導ではなく、NP○法人等を

育成・サポートすることにより進めていることから、当事者として共感を

持つことができ、スキル(※)もある市民団体を主体とした取り組みに効

果が期待されていると考える。

これらのことから、本事業を市と協働することにより、単独の事業より

も広報力や信頼度が増し、相談者の増につながるという効果が期待できる。

さらに、これまで市としては現状把握や二-ズの把握が難しかった困難を

有する子ども・若者に対する事業を展開するための土台となるという相乗

効果が得られると考えられる。

※本事業に必要であると考えられるスキルは以下の通り。

①当事者として、本人の苦しさ・生きづらさを理解し共感できること。

また、ひきこもりの原因等、留意点、本人・家族への支援方法などの

経験に基づいた知識。

②これまで培ってきた他団体(別紙1)とのネットワーク。より専門性

が高く、当人の二-ズに合った団体を紹介できること。

③スタッフは、研修やセミナーへの参加;他団体見学等を行い、ネット

ワーク構築と知識向上に努めている。

これまでに参加した研修・セミナー・団体見学は以下の通り。

・東京都若者社会参加支援事業とことんNP○サポートプロジェクト

・子どもフォーラム講演会(小平市生活者ネット)

・子育て円卓会議(国分寺市)

・羽村ポコ・ア・ポコの親の会

・東久留米どじょっこの会進路学習会

・若者就労サポートネット会議(三鷹市)

・東京都若者社会参加応援事業ひきこもり支援セミナー

・NPO法人学びの広場見学(国分寺市)

・NP○法人フリースペースたまりば見学(川崎市)

・NP○法人青少年の居場所Kiitos見学(調布市)

※なお、スタッフが保有する資格は、保育士資格、小学校教諭一種免許

状、中学校・高等学校教諭一種免許状(家庭)、中学校・高等学校専修免許

状(英語)・中学校専修免許状(社会)、アロマセラピスト、簿記2級、英

検2級、情報処理技術者試験2種

9 事業実施後の展

開(事業終了後゛どの

ような展望があるか)

事業自体は単年度であるが、1年間の活動を実施することにより、行政側

にも、本団体にも、メリットがあると考えている。

行政側としては、第一に、本事業を行うことにより現状では実態把握さ

れていない、困難を有する子ども・若者の具体的な実態や二-ズを把握す

ることができる。第二に、本事業を通して得たデータを基に、今後展開が

必要とされる事業のための基礎情報とすることができる。

本団体としても、第一に市と協働することでこれまで情報を届けること

が難しかった、社会参加において困難を有する子ども・若者に対して、相

談できたり、情報提供してもらえたりする窓口があることを周知でき、相



談者の増が期待できる。第二に、本事業とのつながりを持った相談者の実

態を把握し、データ化することができる。第三に、これまで培ってきた多

摩地域で活動する他団体、(別紙1)とのネットワーク強化が期待できる。

第四に、本団体が市内に広く周知されることで、賛同者を幕る機会を得ら

れる。これらに加えて、一年間の本事業を通して一定の成果を出すことに

より、今後も協働事業として継続し、さらに、常時開設の本格的な事業と

して展開していくことを目指す。
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様式第3号

(市民活動団体提案事業)

団体名 雪どけ

提案事業収支予算書

(収人の部)

(支出の部)

1 区分

■讐
1 予算額

1

1

1 摘要
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区分 予算額 摘要

委託金 963,529円

合計 963,529円

居場所運営・学習支援 558,600円

@1,000(保育士免許有資格者)X3.5hx48日X1人

@1,125(IT技術者)x3、5hx48日X1人

@1,200(教員免許有資格者)X3.5hx48日X1人

@890x20hx1人チラシ作成・印刷その他事務 17,800円

2,報償費

1)講演会講師料 19,500円 @13,000xl.5h

2)工CT講座講師料 165,000円

@1l,000x15回

メイン講師1人 5,000

サブ講師2人 3,000/1人×2=6,000

3)ビジネスマナー講座講師科 2,400円 @1200x2h

3.賃料 65,000円

パソコンルーム:

@4,000xl5回

農地:5,000/年

4.消耗品費 19,816円

苗・肥料他 5,000

A4用紙 1,866

事務用消耗品 5,000

インク 7,950

*インクはHP製品

カラーセット4,320+BLACK￥1210x3=￥7,950

計19,816

5.交通費 11,220円
(1)工CT講座スタッフ引率費用

国分寺駅三鷹駅間往復
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340円×15回=5,100円

(2)他団体への紹介等の際の

スタッフ交通費

9人をl年間で2回、他団体

一への紹介等を行うと仮定。

国分寺駅立川駅(もしくは

三鷹駅)間

往復340円×9人×2回

=6,120円

6.教材費 10,000円 テキスト代等(学習支援用)

ボランティア保険

@300x22人
7.保険料

直接経費計

6,600円

875,936円

諸経費 87,593円

合計 963,529円



様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体概要書

※ 枠の大きさは、字数制限を表すものではありません。枠を広げて必要な事項を記入してください。

ただし、簡潔に分かりやすく記入してください。

l
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団体の名称 1 雪どけ

所在地 〒185-0024 国分寺市泉町1-12-5

設立年月日 平成23年7月

会員の状況

正会員数 7人(準会員19人)・

0団体

(内国分寺市民 正会員 7人

準会員19人)

年会費
正会員10,060円

準会員 O円

賛助会員数 3人

団体
年会費

個人3,000円

企業 10,000円

活動目的

不登校・引きこもりなど、社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者

たちが、自己肯定感を取り戻し、修学、進学、就職などにより、社会参加を

果たすことを目的とする。ひきこもりの裏には、いじめ・発達障がいの問題

が潜んでいることが多く、当事者の子ども・若者は心に深い傷を負っている。

当事者の気持ちに添った支援をすることで、上記目的は果たせると考えてい

る。その結果、地域の子ども・若者たちが希望を持って社会に参加する国分

寺市を目指す。

活動内容・活動実績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

場合には、委託事業

名、委託契約先名、

委託時期を記入して

下さい。)

居場所事業二平成23年度3回(延べ19人参加)、24午度6回(延べ

62人参加)、25隼度6回(延べ59人参加)、26年度17回(延べ15

6人参加)、本町・南町地域センター・福祉センターで居場所を開催してき

た。当初は主に当事者の親御さんのピアサポートの場として機能してきた。

結果、学校へ復帰できた実績もある。平成26年3月から、″中学生の広場゛

と合同で毎週土曜日午後に居場所を開催、学習支援、農業体験、俳句講座な

どを実施している(来年度、合併予定)。

講演会:平成25年7月には、NPO法人フリースペースたまりば理事長酉

野博之氏講演会『不登校の気持ち』を開催(後援:国分寺市教育委員会)。

56名の参加があり、感銘を受けた等々の感想をいただいた。

ホームページ http://neoplastn.co.jp/yukidoke/

担当者連絡先

昏名 、一 (役職)
住所 - I



雪どけ 舎則

(名称)

第1条この会は, 「雪どけ」と称する。

(事務所)

第2条この介の事務所は,国分寺市泉町1丁目12香5号に置く。
(目的)

第3条この会は,社会生活を営む上での困難を有する子とも・若者の自立ならび1こ
社会参加を支援する活動を行う。

(活動・喜業の種類)

第4条この会は,前条の目的を違成するために非営利活動を行い、次の事業を実施す
る。

(1)居揚所事某

(2)相談事業

(3)職業能力開発喜業

(4)就某支援事業

(5)働く環境をつくる事業

(6)その池心要な事業

(介員)

第5条この宍の介員は、次の3種類とする。會員はこの会則に従うものとする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

(2)賛助舎員は、この会の亨業を賛助するために入會した者とする。

(3)準會員は、当事者またはその保護者としてこの会に参加する者とする。また、この
宗の目的に賛同し何らかの協力をする者とする。

(入会)

第6条介員として人舎しようとする者は,入会申込書を代表に提出し、役員の承認を
得るものとする。

(宗費)

篇7条正介員と賛助介員は、以下に定める舎費を納入しなければならない。
(1)正舎員10,○○○円(年)

(2)賛助介員企業10,O○○円 個人3,○○○円

(退会)

第8条宗員は、退衾届を代表に提出し任意に退舎することができる。また、介員が、
次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。

(2)正会員が公費を2年以上納入しないとき。

(役員)

第9条この会に次の役員を置く。

(1)代表
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(2)監査役

(3)理事

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

苓1項に定める役員は,この会の活動の目的を充分に理解し、同意する者に限る。

第1項に定める役員は,正会員の中から選出し、正会員の2分の1以上の賛成を必

要とする。

(職務)

男10条代表は、この会を代表し、その后動を統括する。

監査役は、会の活動および財産の状況を監査する。

理事は担当部門の活動を遂行する。

(解任)

第11条役員が次の各号のいずれかに該当するときは,役員宗の議決により,これを

解任することができる。

(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(活動報告会)

第12条この会は介員を招葉し、活動報告会を年に1回開催するものとする。ただし、

必要があるときは臨時に開催できるものとする。

活動報告宗は、以下の事項について報告する。

(1)会則、喜業等の変更

(2)事業計画

(3)喜臭報告及び収支決算

(4)役員の選任又は解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要事項

(役員介)

第13条役員介は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。

(議事録)

第14条役員会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)

第15条代表は、毎事某年度終了後3か月以内に事某報告書、収支計算書を作成し、

監査を経て活動報告會において報告しなければならない。

(事業年度)

第16条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

この介則は、平成26年6月1日から施行する。

-12-



決算報告書

(第2期)

自 平成25午4月 1日

至 平成26年3月31日

学校へ行かない子どもたちのための会

電話 --

一 一
一

-一-
一 ー

一13-



貸借対照表

平成26年3月31日

学校へ行かない子どもたちのための会

現在

(単位: 円)

資産の部

【流動資産】

現金及 び預金

流動資産 ム
一 計

資産の部 ズ\
口 計

1?1?■ぺ1■1信阿■1??1

3,192

3,192
hb―・伊1t1甲

3,192
:====:====: 一

負債の部

負債の部 A
口 計 0

純資産の部

計
計

計
合
治

゛
計
)
一
o
J

産
び

=
1
正

d
=
3
I
=
れ

"
=
=
諷
,

・
?
駆
=

他
越
部

純
負

益
の
繰

判
そ

攬
利

主?:株し

??????h??????1-??

町1?■■■??1■評甲??1■1?1???ダ ―?????―

3,192

3,192
番??―阿1町■■1■■■■■■■t◆

3,192

ニ゛-う=:ゞ

3,192

3,192
??????甲―響-?1ク?赤??1?1????

3,192
-:::!-:

一14-



損益計算書

自 平成25手4月 1日
至 平成26年3月31日

学校へ行かない子どもたちのための会

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

営業損失金額
【営業外収益1

雑 収

営業外収益

【営業外費用】

雑 損 失

営業外費用合計

経常利益金額

税引前当期純利益金額

当期純利益金額

Zト
口

入・

計

?鴨I?町????1??町-????????◆1

73,359
番???I??1戸????1??????1甲???町??号?町■■■1?■■問?

1,500

(単位: 円)

70,155
???1町?1-?町戸1?―?ud■■会番噌■?1町■11μ―■■■ぺb1トリhA■■ぺ◆1■1阿沖■阿嗣■■?耐?

70,155

73,359

1,500
???雫坪??叫?I雫ド甲??ナ引呼帰〆ダ甲甲?叩

l,704
?hb?戸?1?

1,704

1,704
:======;コ:=2=====7;:=::jτ1

ー15-



販売費及び一般管理費内訳書

自
至

平成25年4月 l日
平成26年3月31日

学校へ行かない子どもたちのための会

通 信 費

消 費
事 費
新 費
支 料

雑 費

販売費及び一般管理費合計

耗
?
ゝ

務 消

図

報

品
゜
゛
1
書
ヨ

7,280

2,280

882

10,881

2,958

351000

10,874
1???岬・?喝内h～-レ??―?d?

(単位: 円)

-

70口ヌ「一
=;;7:;==.?;.竺;竺

-16-



雪どけ 平成25年度会計報告

自平成24年4月 1日至平成25年3月31日

(単位:円)
【収入の部】

社会福祉協議会助成金

講演会参加費

区―準箒0廟1」
[*イ=iドミ!町

1 1

石顛H嵐粂488、普通槓蘂罰6硲 1
20,品01 1

28,000 1@500x56人 1

Δ1,5001講演会終了後に不足していた金1翌 這
垣司 1

一

【支出の部】

上早の通り報告いたします
平成26年5月30日 会計 伊藤由美子

-上記の通り相違ありません

平成26年6月30日 会計監査 上野

ナ蒼

一17-

旅費交通費

通信費

消耗品費

事務用消耗品費

新聞図書費 
支払報酬料

雑費

次年度繰越金

7,280

2,280

882

10,881

2,958

現金1,192、普通預金2,000
 73,347

■
■



(収入の部)
一 -

(単位:円)

1

1

(支出の部)
ー

(単位:円)
-

?
?
;
?
?
I
1
?
叱
1
?
1
1

一18-

予算額 :二」 摘要

委託金 963,290

1 合計 1じ一- 963,529

区分 ″ 予算額 摘要

11.人件聳 “ -

d

居場所運営・学習支援 558,600

@1,000(保宵士免許有資格者)x3.5hx48日X1
人

@1,125(IT技術者)x3.5hx4゜8日X1人
@1,200(教員免許有資格者)x3.5hx48日X1人

1 チラシ作成・印刷その他事務 17,800
1 " “ - -"

@890x20hx1人

2.報償費

(1)講演会講師料 19,500 @13,000x1.5h

(2)ICT講座講師料 165,000 @11,000x15

1 (3)ビジネスマナー講座講師料 1 2,400 @1,200x2h

65,000

パソコンルーム:

@4,OOOxl5回
農地:5,000/年

:4.消耗品費 19,816

苗・肥料他5,000
A4用紙1,866
事務用消耗品5,000
インク 7,950
計19,816

■■引■

5.交通費 11,220

(1)JCT講座スタッフ引率費用
国分寺駅三鷹駅間往復
340円×15回=5,100円

(2)他団体への紹介等の際のスタッフ交通
費9人を1年間で2回、他団体への紹介等を
行うと仮定する。

国分寺駅立川駅,(もしくは三鷹駅)間
往復340円X9人×2回=6,120円

6.教材費 io,ooo テキスト等

17.保険料  6,600 ポランティア保険
@300x22人
,,., ... 1 ,-.  1

直接経費計 ・ 875,936

2諸経費 87,593

合計 963,529
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r
?
よ
1
1
1
喀
艮
l1東頁学芸大字教育宇5教貴

1分寺市白に3けるネットワーク

11名
L
r
1
1
自
■
甲
1
1
P
?
′
゛
l
?
?

多摩地域にお.けるネットワーク(他圀体)

NPO法人フリースペースたまり'l-i(川崎市)

・1986年活動開始

・居堤所開設

・本人・家族萼の相談・畏助活動

・保護者・教育閣係者・学生・吉長の学習と交流の機会および情報の提供・見信活罰

1NPO法人文化学習協同ネットワーク(三鷹市)
1974年活動閤始

○子ども支援

不登校児のための『フリースペースコスモ』

・放課後の勉強会『学習センター』

・発這障害の子どもたちの学習窒提『コスモアミークス』

・家から出られない子どもたちのための『おうちニスモ』

・科学好き集まれ『ガリレオ教呈』

○若者支援

・相談窓口『若者ザボートステーシミン』

・ベーカリー・農場での職業研修プログラム

・搗力企業の職楊体験を行う『若者ザボート就労ネット』

・家族を支える『家族セミナー』

○経済的困窮世帯の子ども・若者支援事業の取り組み進行中

1NPO法人育て上げネット(立川市)
・2004年活動開始(設立)?

・ジョブトレ:若者に提供する就労墓礎ロ11隷プログラム

・母聾の会『結』:母親めザボート

・教育事業:学校やコミュニティにおうかがいして展開する出張授業「Corinec t1 0nシリーズj1経済的に困

難を抱える子どもたちへ学習機会の提・共

(NPO法人シニアSOHO普及サ0ン三鷹(三鷹市)
・三鷹市へルブデスク:三贋市役所や外部施設会体を対象にパソコン閤連の遅用業瞥のザボ

ート

・ITルームメンテナンス:まらづくり三鷹のIT/レームのバソニン17篇のソフトウェア

のメンテナンスを担当

・学校CMS:三鷹市向の全小中学校および全5!のホームページ作成システムの逼月隻援

?
Ⅰ
i
I
I
―
h
?
?
■

1

1

1

j別紙1

臨床心運士 穏分寺市罠生委具・児童委具・凭皇委員 l1名 {
I 1

国分寺市民宝委員・児皇委具・凭皇委員 2名 {
1

NP○法人学びの広揚

]

さくら革の会 1 1
NPO法人ワーカーズ虱ぐるま 1 ゛ l

1



1

1高稜蔽員(現職)

??.??ヂ

果彷

・言脳シニア:退職後の○B同士が逢職後の交流や清転交換を図る

・学筏妾会推進(スクールニンジニルス):学皇の更今{])実蕩

・いきいきブラ不:三壇布貰餘者桂会看艶マッチング拮迄喜票

INP○・去人 青少手巳ニミ坊センヌー(逼生下)
・1977手活動開始

・重立のための生活:自立へ向けた一人ひとりにあった奈生活

・保護者相談:竿問約2'00伴の呉綾

・家庭訪問:弓1きこもっている方との信頼歯係を薬き、外へ出るたゐの÷坊けをする

・絖劣ま援票票:一人ひとり(こあった粍劣を見いだす

ボランティア

11名
11名 卒浣・学1
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I元教員(小・中・高校)

一22-

.,= 1 ～
ユエ 14名 呆示字云天子

ε
) .法政大学

-625- 1 1
冗回・牒敏貝 13名 I ・

東京都都認定提農ボランティア 11名 1
教員(現職) 11名 II

1 [

高校教員(現職) 11名
{

スタッフ(役員)

伊藤麿美子 1当票者、元SE1プログラミング知識、VlTEBデデイン控術、4乙知識

伊藤利奈 ヨ.タ

本間裕子 1当喜者・中高一買校教員(屍職)、

,中学校・高等学校教諭一種免許状(家烏)

上江福子 1当享者・保育士資格、アロマテラビスト
田鴫多嘉子 :当享者・元小学校教員、中学校・高等学校教諭一種免許状(家庭)

田中友子 当享者・国分寺市民生委員

首藤順一 当早者・画家

上野紀久子 )元教員(小・中・高校)



別紙2

ひきこもり等の若者支援プOグラム
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さまざまな要因によって社会的な参加の場面がせばまり、就労や就学などの自宅以外での生活の

場が長期にわたって失われた状態、いわゆる「ひきこもり」等の状態にある若者に対する支援に

おいては、様々な規模や活動内容を有する特定非営利活動法人(以下「NP○法人」といいます。)

が大きな役割を果たしてきたといわれでいます。

このような状況を受けて、東京都は、平成19年度に「若年者自立支援団体実態調査」を実施し、

ひきこもり等の状態にある若者への支援を含め、広く若者の自立支援に関する活動を行っている

都内のNPO法人を対象に、その活動状況と具体的な支援内容を把握しました。そして、都内の

NPO法人に限らず、広く全国の先進的な取組事例も踏まえ、ひきこもり等の状態にある若者や

そのご家族に対する効果的な支援策の検討を行いました。

こうした調査・検討の結果から、支援の現状と課題、解決の方向性について次のとおり整理しました。

酎「訪問相談」・「家族支iJの有効性
ひきこもり等の状態にある若者の中には、自宅から外へ出て行くことに抵抗を感じる人が多いこと

から、施設において相談や支援を行うだけでは、支援に結びつけることは困難であると考えられます。

したがって、相談員が自宅等を訪問し、相談に応じながら信頼関係を構築して支援機関の紹介や外出の

促し、さらに若者本人が外出する意欲を持った際の付き添いなどを行う「訪問相談」や、若者本人と直接

接触を持つことが困難な場合に、家族を対象としたセミナーや交流会などを行い、家族を通じて本人

への支援を行う「家族支援」は、効果が期待される支援形態であるといえます。

ロ必ずしも「就労・就学」を前提としない支援の必要性
ひきこもり等の状態にある若者には、数年にわたり家族以外との対人関係を失っている場合や

生活リズムを崩している場合、あるいはいじめなどが要因で自己肯定感や生きていくこと自体の意欲を

極度に喪失している場合や、社会に参加することへの自信を失っている場合が多く見られます。

このような場合には、必ずしも目的を「就労・就学」に限らず、ボランティアや共同作業を通じて社会に参加

する自信と能力を醸成することや、自宅以外の居場所や役割を提供して安心感を与え、自己の存在や

生きていくこと自体への肯定感を醸成することを目的とした多様な取組を広げていく必要があります。

頬公的相談機関や自治体との連携
ひきこもり等の状態にある若者への支援に当たっては、国、東京都及び区市町村で様々な相談支援を

行っている、福祉・精神保健・教育・労働分野等の各公的相談機関とNPO法人との連携を密にし、ひき

こもり等の状態にある若者の状況に応じて、互いに適切な支援先を紹介し合えるようなネットワークを

構築することが必要です。
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以上のような課題の整理等を踏まえ、効果的な支援策として作成したものが、「ひきこもり等の

若年者支援プログラム」です。

東京都は、平成20年度からNP○法人との協働により、「ひきこもり等の若年者支援プログラム」

による支援事業を開始しました。これは、ひきこもり等の状態にある若者の自立支援を図ると

ともに、NPO法人による実施状況を検証することにより、「ひきこもり等の若年者支援プログラム」

を効果的なものとして確立することを目的とした事業です。

平成22年度までの約3年間にわたる事業の実施を通じ、様々な課題への対応策や支援プログラム

のあり方について専門家を含めた検討会において検討を重ね、多様なNPO法人が実施可能な

「ひきこもり等の若者支援プOグラム」(以下「本支援プログラム」と言います。)を確立しました。

1,『ひきこもり勧若轡§0i→咎さ?4龜立までの経線j
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平成23年度～ 公表・広くNPO法人において活用
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本支援プ嵩グラ△の位置付け
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,NPO法人は、それぞれの手法に基づき様々な支援の取組を行っているため、各NPO法人の

自主性や創意工夫を尊重することで、より高い効果が期待できます。したがって、本支援プログ

ラムでは、NP○法人の取組内容を詳細に定めるのではなく、NP○法人が実施する取組に

関する「枠組み」として、目指ずべき方向性や概括的な手段・方法等を提示する内容になっています。

本支援プロクラムは、園]訪問間L9・I提zH副さ宅以外の屠場苧の拮供困輯a社会

参加への準備支援の3種類のプログラムで構成されていま′す。NPO法人が本支援プログラム

を実施する場合には、規模に応じて、また特性を活かして、複数の種類のプログラムを組み

合わせて実施することも可能です。

]本支援プログラムは、国や地方公共団体、民間団体等が実施している、既存の他の若者自立

支援の枠組(相談機関、就労・就学支援機関等)と連携することを前提に活用することを想定

しています。

?甲1?-1?τ??レ???べ?uu?へ?町Lノ1町??町?―号????????

.[ 本支援プ0グラム活用における留意事項
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本支援プログラムの確立に至るまでの検討内容を踏まえ、本支援プログラムを活用する場合の

留意点を以下のとおり示します。
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本支援プログラムの活用者(実施主体)は、主としてNP○法人とします。

丁丁:- ,′二;6ラ: 二一=: ″二″ :゛ I 〒2 、..二、 .′:゛ ,′:゛゜:゛ :1゛2′ i[)l“

本支援プログラムの対象者(ひきこもり等の状態にある若者)は、15歳(義務教育終了後)から概ね

34歳までを想定しています。ただし、対象者の状況や支援の体制等を踏まえ、柔軟に対応することを

妨げるものではありません。
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ひきこもり等の状態にある若者への支援に当たっては、支援が困難なケースの検討や、見立て、支援計

画の作成、検証・見直し等の場面において、医師や臨床心理士等の専門職による関与が必要となる

可能性があることから、次のとおり整理しました。

支援が困難なケースの検討については、複数の支援員等で実施すること、可能であれば臨床心理士等

の専門職を含めて実施することが望ましいこと。

見立てや支援計画の作成、検証・見直しに当たっては、疾病や障害の有無を中心に、必要に応じて

医師等の専門職から意見を聴取すること。
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ひきこもり等の状態にある若者への支援においては、現にひきこもり等の状態にある若者やひきこ

もり等の経験を有する者、あるいはその家族等、当事者性の高い者が支援に携わる可能性があるこ

とから、次のとおり整理しました。

1支援プログラム万ΣⅠ肪間袷談・I1の支援貝には、本支援プロクラム?三夏からⅡ券釦までの
支援の対象となるひきこもり等の状態にある若者を含めないこと。

■1当事者性の高い者が支援員となる場合には、当事者性に捉われない適切な支援を行えるよう、能力 .

向上及びケアを実施すること。

?2i?4い
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一
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ひきこもり等の状態にある若者への支援につなげるとともに、家族の心理的負担を軽減し、社会的に

孤立することを防ぐため、個別面接や学習会、親同士の交流会を開催するなど、家族に対する支援

についても充実を図る内容となっています。

???f

5??終わりに
??????―吻番内＾-～1d～―・

リH塾1-?リレ?ν?へ―吋▼へ―Hdyレ【論

東京都では、ひきこもり等の状態にある若者やそのご家族を対象とし才、「ひきこもり等の

若年者支援プログラム」による支援事業を実施した際、併せて、ひきこもり等の状態にある若者

やご家族を支援するNP○法人の組織体力の維持・向上を図るため、支援員や代表者といった

方々を対象に、セミナーや研修会、情報交換会等を実施しました。NP○法人においては、この

ような機会を活力ル、常に支援の技術や団体運営スキルの向上、ノウハウの共有や人材育成に

努めることが大切です。

東京都における検証の結果、確立したこの「ひきこもり等の若者支援プOグラム」を、広くひきこ

もり等の若者やそのご家族を支援しているNPO法人の皆様に活用していただければ幸いです。

11 1? ■??1?吃?

?＾ 中? ??甲也
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ひきこもり等の若者支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)は、ひきこもり等の状態に

ある若者及びその家族を対象に、適切かつ効果的な支援を実施することにより、ひきこもり等の

若者の自立支援を図ることを目的とする。
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支援プOグラhの概要
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ひきこもり等の状態にある若者及びその家族を対象として体系的・連続的な支援を行う

ナこめ0プ0クラム

?4-l1シ、イ?ゞ.七J二?J)4c1-=〕!c?t岬具5J7ざ?J.??t吟叫?hャっd5Nn?し?

ゼピ

否Ⅰ1訪問相談・支援

)窓宅等を訪閏しての外出に向),ナた動き力きけの実施

自宅等を訪問して相談やカウンセリング、情報提供等の働きかけを行うとともに、

必要に応じて外出への付′き添いを行い、自宅から外へ出ることへの支援を行う。

あわせて家族を対象とした個別面接や親同士の交流会等を行い、

家族を通じた本人への一働きかけ(間接的支援)を行う。

三仲飽日M宅以外の居場所の提供

・)会宅以夕゛1・の安心できる屠場所の提供、含已肯定感を蓼成するための活動の実施

自宅以外に安心できる居場所(フリースペース)を提供するとともに、

各種活動を行い、自己の存在や生きていくこと自体への肯定感を醸成する。

通所型支援を中心とする。

Nm社会参加への準備支援

0社会参加に向げ、能力と自信を向上させるための社会体験活動の実施

ボランティアなどの社会体験活動を通じて、生活習慣の改善や

コミュニケーション能力の向上を図り、

自分が社会において役立つ存在であるという自信を向上させる。

通所型支援を中心とする。
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各支援プOグラムの内容
1??1←

≦ψ?扉yノ!コ4t1胃みノ5?『1?1～ζ7J?!??課シリ鴛ダ??りトト?aり四J1t??sイ1rイつ～フ?リ?ク5?7;r
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?支援プログラムNo.l～No.3は、必ずしも対象者がこの順番で段階的に進むべきことを表す

ものではない。対象者の状況、希望等にあわせ、どの支援プログラムから、またどのような順番

で利用することも可能である。

[I訪問相談・支援退―

つ亘宅尋を註間しての,外忠.(こ向5ナた"愛きか(サの実施

課主な対象

ひきこもり等の状態にある若者で、まれに近所に買い物に行く程度の外出を除き、

自宅から外に出ることが困難な者及びその家族

囚支援の二擺

本人が自宅から外出できるようになる。

また、本人が適切な支援機関での支援を受けられるようになる。

家族が本人の状況に応じた適切な対応を理解し、実践できるようになる。

鵡支畳内容

支援内容は、原則として次のとおりとする。

0相談窓口の開設

本人や家族が電話や来所により相談し、

訪問相談・支援についての情報提供等を受けるための相談窓口を開設する。

0対象者の把握

ホームページやチラシ等での広報により、訪問相談・支援についての周知を図り、

本人や家族からの申込みや問い合わせを通じて、対象者を把握する。

なお、本人自らが直接支援を求めることは難しいため、あわせて次のような取組を行う。

(ア)家族向けのセミナーや説明会の開催

参加した家族からの相談を通じて、対象者(本人)を把握する。

(イ)他の支援機関等からの紹介

他の支援機関等からの紹介を受け、対象者を把握する。

また、把握した対象者が支援を受けられるよう、必要な働きかけ等を行う。
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0事前面接(いわゆる「見立て」の実施、支援計画書・同意書の作歳)

電話等による問い合わせを受けた後に、本人や家族との事前面接を行い、生活状況等を確認した上で、

対象者の状況に応じた支援の目標・期間・内容等を記載した「支援計画書」を作成する。

また、支援を開始する前に、事業の趣旨や目標、支援の概要や有効性、費用負担、

対象者や支援員に事故があった場合の対処方法、支援中止の条件、

個人情報の取扱方法等を説明し、「同意書」の提出により承諾を得る。

なお、事前面接の結果、障害や疾患の程度により当該団体では支援が困難と判断された場合は、

適切な他の支援機関等を紹介するなど、必要な協力を行う。

O訪問相談・カウンセリング・情報提供等の実施

「支援計画書」に基づき、対象者の自宅等を訪問し、相談に応じるとともに、

必要に応じてカウンセリングや情報提供等を行う二

また、訪問に限らず、手紙、電話、メールなどの手段も活用して対象者からの相談に応じる。

相談やカウンセリング等を通じて、対象者との信頼関係を構築した上で、外出に向けた働きかけを行う。

なお、相談やカウンセリング等の際には、対象者の生活状況等を継続的に把握する。

0外出への付き添い支援の実施

対象者との信頼関係を構築した上で、本人に外出への意欲が見られるときは、

本人の意思を尊重しつつ、必要に応じて外出への付き添いを行う。
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O適切な他の支援機関等の紹介・誘導

自宅から外に出ることができるようになった本人に対して、

本人の状況や希望に応じて適切な他の支援機関等の紹介・誘導を行う。

また、他の支援機関等への誘導後も、必要に応じて支援が円滑に開始されているかどうかを把握し、

誘導した支援機関等との調整や、改めて他の支援機関等の紹介を行うなどの支援を行う。

0複数の支援員等による検討

担当する支援員だけでは支援が困難と考えられる場合には、支援の内容や経過等を踏まえ、

今後の支援継続の適否、支援を継続する場合の支援方針や支援方法、

適切な他の支援機関等との連携の必要性及びその方法などについて、複数の支援員等により検討を行う。

検討に当たっては、可能な限り臨床心理士などの専門職を含めることが望ましい。

 定期的な「支援計画書」の検証と見直し

=定期間ごとに複数の支援員等で「支援計画書」の目標・期間・内容等を検証し、必要に応じて見直しを行う。

0家族との信頼関係の構築

支援開始後、できるだけ早い段階において、

(可能であれば本人を含めて)家族と支援員とが落ち着いて話し合う機会を確保し、

「支援計画書」に記載した支援の目標・期間・内容等について丁寧に説明を行い、

その後の円滑な支援の実施に向けて、家族との信頼関係を構築する。

支援を行っている間は、家族に対して随時状況を報告するとともに、

家族の協力を得て、本人への間接的支援を行えるような関係を維持する。
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)家族を対象とした支提

家族が本人の状況を正しく理解するとともに、本人への望ましい接し方を習得できるようにするため、

家族を対象とした個別面接や学習会等を定期的に開催し、必要な情報提供を行う。

また、家族の心理的な負担を軽減し、社会的な孤立を防止するため、

親同士で互いに情報を交換しつつ想いを共有する交流会等を定期的に開催し、必要な支援を行う。
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員=設・大な施冫{、α乙゛・司

本支援プログラムの実施に当たって、必要な施設・人員等は次のとおりとする。

○相談窓口の確保

対象者や他の支援機関等との連絡を常時行うことを可能とするため、

電話及び来所による相談窓口を確保し運営する。

0適切な支援員の確保

支援は、ひきこもり等の状態にある若者に対する訪問相談・支援の経験を有する者や

臨床心理士などの専門知識を有する者、あるいはこれらの者から

適切な研修指導を受けた者(支援プログラムNo.lからNo.3までの対象となる者(本人)を除く。)が行う。

特に、事前面接の際には、対象者の状況を確認し、支援の適否の判断を行う必要があることから、

そのような判断能力を有した支援員を確保する。

また、自宅等を訪問して行う相談やカウンセリング、情報提供等及び外出への付き添い支援は、

原則として2名以上の支援員で行う。

鯖享,5シ昇尤・ら,つ言具鵬l

見立てや「支援計画書」の作成並びに検証及び見直し等を行うに当たり、

必要に応じて医師などの専門職から障害や疾病の程度及び支援方法等についての専門的な意見を聴取する。

その結果、当該団体では支援が困難と判断された場合は、

他の適切な支援機関を紹介するなど、必要な協力を行う。

また、本人に主治医がいる場合は、支援プログラムによる支援を受けることの適否について、

本人や家族を通じて若しくは本人又は家族の了解を得て主治医の意見を聞く。

惺I交考果検言正

家族向けセミナー・説明会等の参加者数、訪問した対象者数及び

支援計画書に記載した支援の目標に対する達成状況等を踏まえ、効果検証を行い、必要に応じて改善する。
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?行=11白宅以外の居場所の提供

)当宅以外の安心できる層楊所の提供、当已貴宣悪を詐,護するための活動の実施

嬶主な対象

ひきこもり等の状態にある若者で、自宅以外に居場所がなく、

自己の存在や生きていくこと自体に自信を失っている者及びその家族

叢支提の呂標

本人が、自分のペースで、自宅以外の安心できる居場所に通えるようになるとともに、

居場所での各種活動を通じて、自己の存在や生きていくこと自体への肯定感が醸成される。

家族が本人の状況に応じた適切な対応を理解し、実践できるようになる。

罰支提内客

支援内容は、原則として次のとおりとする。

0居場所の開設

随時来所可能な居場所となる施設(フリースペース)を開設する。

\
?
?
?

0対象者の把握

ホームページやチラシ等での広報により、居場所や活動内容についての周知を図り、

本人や家族からの申込みや問い合わせを通じて、対象者を把握する。

なお、本人自らが直接支援を求めることは難しい場合があるため、あわせて次のような取組を行う。

(ア)家族向けのセミナーや説明会の開催

参加した家族からの相談を通じて、対象者(本人)を把握する。

(イ)他の支揺機関等からの紹介

他の支援機関等からの紹介を受け、対象者を把握する。

また、把握した対象者が支援を受けられるよう、必要な働きかけ等を行う。

O事前面接(いわゆる「見立て」の実施、支援計画書・同意書の作成)

電話等による問い合わせを受けた後に、本人や家族との事前面接を行い、生活状況等を確認した上で、

対象者の状況に応じた支援の目標・期間・内容等を記載した「支援計画書」を作成する。

また、支援を開始する前に、事業の趣旨や目標、支援の概要や有効性、費用負担、

対象者や支援員に事故があった場合の対処方法、支援中止の条件、

個人情報の取扱方法等を説明し、「同意書」の提出により承諾を得る。

なお、事前面接の結果、障害や疾患の程度により当該団体では支援が困難と判断された場合は、

適切な他の支援機関等を紹介するなど、必要な協力を行う。
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③居場所での各種活動の実施

「支援計画書」に基づき、居場所への来所を促すとともに、随時実施する各種活動への参加や、

イベント等の企画及び実施を働きかける。活動内容は、支援プログラムの趣旨に沿って、

自己の存在や生きていくこと自体への肯定感の醸成が期待されるものとする。

.また、基本的に活動は居場所において行うこととするが、参加している対象者(本人)の状況に応じて、

短期間の宿泊や他の支援団体の活動への体験参加など、居場所以外での活動を行うことも可能とする。

活動例

O居場所の来所者同士での自由な会話

Oグループでの作業(食事、レクリエーション、スポーツ等)
O短期間の自然キャンプ

?
F
一

0適切な他の支援機関等の紹介・誘導

支援を通じて、自己の存在や生きていくこと自体への肯定感を醸成できた本人に対して、

本人の状況や希望に応じて適切な他の支援機関等の紹介・誘導を行う。

また、他の支援機関等への誘導後も、必要に応じて支援が円滑に開始されているかどうかを把握し、

誘導した支援機関等との調整や、改めて他の支援機関等の紹介を行うなどの必要な支援を行う。

0複数の支援員等による検討

担当する支援員だけでは支援が困難と考えられる場合には、支援の内容や経過等を踏まえ、

今後の支援継続の適否、支援を継続する場合の支援方針や支援方法、

適切な他の支援機関等との連携の必要性及びその方法などについて、複数の支援員等により検討を行う。

検討に当たっては、可能な限り臨床心理土などの専門職を含めることが望ましい。

0定期的な「支援計画書」の検証と見直し

一定期間ごとに複数の支援員等で「支援計画書」の目標・期間・内容等を検証し、必要に応じて見直しを行う。

 家族との信頼関係の構築

支援開始後、できるだけ早い段階において、

本人及び家族と支援員とが落ち着いて話し合う機会を確保し、

「支援計画書」に記載した支援の目標・期間・内容等について丁寧に説明を行い、

その後の円滑な支援の実施に向けて、家族との信頼関係を構築する。

支援を行っている間は、家族に対して随時状況を報告するとともに、

家族の協力を得て、本人への間接的支援を行えるような関係を維持する。
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0家族を対象とした支援

家族が本人の状況を正しく理解するとともに、本人への望ましい接し方を習得できるようにするため、

家族を対象とした個別面接や学習会等を定期的に開催し、必要な情報提供を行う。

また、家族の心理的な負担を軽減し、社会的な孤立を防止するため、

親同士で互いに情報を交換しつつ想いを共有する交流会等を定期的に開催し、必要な支援を行うよう努める。
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Iこ・≧・要な正設・大畳等

本支援プログラムの実施に当たって、必要な施設・人員等は次のとおりとする。

O居場所の確保

随時通うことのできる居場所となる施設(フリースペース)を確保する。

0相談窓口の確保

対象者や他の支援機関等との連絡を常時行うことを可能とするため、

電話及び来所による相談窓口を、確保し運営する。

0適切な支援員の確保

支援は、ひきこもり等の状態にある若者に対する支援の経験を有する者や

臨床心理士などの専門知識を有する者、あるいばこれらの者から適切な研修指導を受けた者が行う。

特に、事前面接の際には、対象者の状況を確認し、支援の適否の判断を行う必要があることから、

そのような判断能力を有した支援貝を確保する。
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0耳rヨ踏から○意見1瓢

見立てや「支援計画書」の作成並びに検証及び見直し等を行うに当たり、

必要に応じて医師などの専門職から障害や疾病の程度及び支援方法等についての

専門的な意見を聴取する。

その結果、当該団体では支援が困難と判断された場合は、

他の適切な支援機関を紹介するなど、必要な協力を行う。

また、本人に主治医がいる場合は、支援プログラムによる支援を受けることの適否について、

本人や家族を通じて若しくは本人又は家族の了解を得て主治医の意見を聞く。

態効果検証

家族向けセミナー・説明会等の参加者数、居場所への来所者数、

各種活動に参加した人数及び支援計画書に記載した支援の目標に対する達成状況等を踏まえ、

効果検証を行い、必要に応じて改善する。
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男填1社会参加への準傭叉援

〕吐会参加に向け、能力と自信を向上さぜるための社会体験活動の実施

0主な対象

ひきこもり等の状態にある若者で、生活習慣が確立できていない者や

コミュニケーション能力が不足している者、社会の中で自分の役割を見出せない者など、

社会に参加するためのきっかけや自信を失っている者及びその家族

目支援の目標

本人が、定期的に自宅以外の活動拠点に通えるようになるとともに、

ボランティアなどの社会体験活動等を通じて、社会に参加するための能力と自信が向上する。

必ずしも就労・就学を前提とするものではない。

家族が本人の状況に応じた適切な対応を理解し、実践できるようになる。
?
-

ミ
:
\
?

F

-

?
1
?
?
τ
中
ぐ

田支援内容

支援内容は、原則として次のとおりとする。

0活動拠点の關設

定期的に来所し、各種社会体験活動に参加するための情報提供や研修等を受けることが可能な
活動拠点となる施設を開設する。

0対象者の把握

ホームペニジやチラシ等での広報により、活動拠点や活動内容についての周知を図り、

本人や家族からの申込みや問い合わせを通じて、対象者を把握する。

なお、本人自らが直接支援を求めることは難しい場合があるため、あわせて次のような取組を行う。

(ア)家族向けのセミナーや説明会の開催

参加した家族からの相談を通じて、対象者(本人)を把握する。

(イ)他の支援機関等からの紹介

他の支援機関等からの紹介を受け、対象者を把握する。

また、把握した対象者が支援を受けられるよう、必要な働きかけ等を行う。

0享前面接(いわゆる「見立て」の実施、支援計画書・同意書の作成)

電話等による問い合わせを受けた後に、本人や家族との事前面接を行い、生活状況等を確認した上で、

対象者の状況に応じた支援の目標・期間・内容等を記載した「支援計画書コを作成する。

また、支援を開始する前に、事業の趣旨や目標、支援の概要や有効゛性、費用負担、

対象者や支援員に事故があった場合の対処方法、支援中止の条件、

個人情報の取扱方法等を説明し、「同意書」の提出により承諾を得る。

なお、事前面接の結果、障害や疾患の程度により当該団体では支援が困難と判断された場合は、

適切な他の支援機関等を紹介するなど、必要な協力を行う。
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0社会体験活動の実施

「支援計画書」に基づき、活動拠点への来所を促すとともに、随時実施する社会体験活動への参加を働きかける。

活動内容は、支援プログラムの趣旨に沿って、周囲から感謝される経験を積むことができ、共同作業を通じて、

生活習慣の改善やコミュニケーション能力の向上が期待されるものとする。

また、当該支援団体が単独で行う活動だけでなく、可能な限り他の支援団体や、商店街・自治会などの地域社会と

連携して社会体験活動を実施する。

なお、基本的に活動は通所により行うものとするが、参加している対象者(本人)の状況に応じて、

短期間の宿泊などを行うことも可能とする。

活動例

Oボランティア活動

(地域清掃、公園等における花壇・植物の手入れ、高齢者・障害者・子供等の

支援事業への参加、商店街・自治会のイベントへの協力等)

9短期間の合宿(宿泊を伴うボランテイア活動等)

0遮切な他の支援機関等の紹介・誘導

支援を通じて、社会に参加するための能力と自信を向上させることができた本人に対して・

本人の状況や希望に応じて適切な他の支援機関等の紹介・誘導を行う。

また、他の支援機関等への誘導後も、必要に応じて支援が円滑に開始されているかどうかを把握し、

誘導した支援機関等との調整や、改めて他の支援機関等の紹介を行うなどの必要な支援を行う。

;ミ

[F]複数の支援員等による検討

担当する支援員だけでは支援が困難と考えられる場合には、支援の内容や経過等を踏まえ、

今後の支援継続の適否、支援を継続する場合の支援方針や支援方法、

適切な他の支援機関等との連携の必要性及びその方法などについて、複数の支援員等により検討を行う。

検討に当たっては、可能な限り臨床心理士などの専門職を含めることが望ましい。

0定期的な「支援計画書」の検証と見直し

一定期間ごとに複数の支援員等で「支援計画書」の目標・期間・内容等を検証し、必要に応じて見直しを行う。

0家族との信頼関係の構築

支援開始後、できるだけ早い段階において、

本人及び家族と支援貝とが落ち着いて話し合う機会を確保し、

「支援計画書」に記載した支援の目標・期間・内容等について丁寧に説明を行い、

その後の円滑な支援の実施に向けて、家族との信頼関係を構築する。

支援を行っている間は、家族に対して随時状況を報告するとともに、

家族の協力を得て、本人への間接的支援を行えるような関係を維持する。

0家族を対象とした支援

家族が本人の状況を正しく理解するとともに、本人への望ましい接し方を習得できるようにするため、

家族を対象とした個別面接や学習会等を定期的に開催し、必要な情報提供を行う。

また、家族の心理的な負担を軽減し、社会的な孤立を防止するため、

親同士で互いに情報を交換しつつ想いを共有する交流会等を定期的に開催し、必要な支援を行うよう努める。
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罰必要な施設・人員等

本支援プログラムの実施に当たって、必要な施設・人員等は次のとおりとする。

O活動拠点の確保

定期的に集合し、情報提供や研修等を受けられる活動拠点となる施設を確保する。

0相談窓ロの確保

対象者や他の支援機関等との連絡を常時行うことを可能とするため、

電話及び来所による相談窓口を確保し運営する。

0適切な支援貝の確保

支援は、ひきこもり等の状態にある若者に対する支援の経験を有する者や

臨床心理士などの専門知識を有する者、あるいはこれらの者から適切な研修指導を受けた者が行う。

特に、事前面接の際には、対象者の状況を確認し、支援の適否の判断を行う必要があることから、

そのような判断能力を有した支援員を確保する。

田専門職からの意見聴取?・,

見立てや「支援計画書」の作成並びに検証及び見直し等を行うに当たり、

必要に応じて医師などの専門職から障害や疾病の程度及び支援方法等についての

専門的な意見を聴取する。

その結果、当該団体では支援が困難と判断された場合は、

他の適切な支援機関を紹介するなど、必要な協力を行う。

また、本人に主治医がいる場合は、支援プログラムによる支援を受けることの適否について、

本人や家族を通じて若しくは本人又は家族の了解を得て主治医の意見を聞く。
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0効果検証

家族向けセミナー・説明会等の参加者数、活動拠点への来所者数、社会体験活動に参加した人数、

支援計画書に記載した支援の目標に対する達成状況等を踏まえ、

効果検証を行い、必要に応じて改善する。
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各支援プログラムの実施に当たっては、以下の事項に留意する。
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(1)個人情報の取扱い等を記載した書面の作成,

支援の申し込みを受ける際には、

必要とする個人情報の範囲や取扱方法を記載した書面により内容の説明と確認を行う。

(2)個人情報の適切な管理

個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために

必要かつ適切な措置を講じる。

また、支援員等に対して個人情報の適切な取扱いに関する研修等を実施するとともに、

個人情報の安全管理を図るための監督を行う。

(3)個人情報の守秘義務・目的外利用の禁止

個人情報等の守秘義務として、支援プログラムの実施を通じて知り得た個人情報等について、

他者への漏えいや目的外の利用を禁止する。支援プログラムの実施終了後も同様とする。

(4)他の支援機関等に紹介する際の個人情報の適切な取扱い

他の支援機関等に対象者を紹介する際には、

対象者から情報を提供することについての同意を得るなど、個人情報を適切に取り扱う。

特に、「支援記録票」の内容を提供する際には、その取扱いに十分注意する。

(5)他の支援機関等から情報提供を受ける際の個人情報保護法令の遵守

他の支援機関等を通じて対象者の紹介を受ける際は、

それぞれの機関が、対象者から情報を提供することについての承諾を得ているかの確認を行う。
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対象者の状況や対応の経過等について記録するための「支援記録票」を作成し、

個々の対象者ごとに実施した支援内容や経過等を記録する。

「支援記録票」は適切に保管し、円滑に支援を行うために支援団体において活用する。
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支援プログラムの実施に当たっては、支援を受ける対象者及び

支援を行う支援員の安全を確保するための具体的な安全対策を講じる。

また、対象者及び支援員が損害を受けた場合又は対象者及び支援員が物的・人的な損害を与えた場合にも

適切に対応できるよう保険等に加入するとともに、緊急時の連絡対応体制を整備する。
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支援を開始するに当たり対象者の状況を把握する、いわゆる「見立て」の際又は支援の過程において、

対象者が他の支援機関等(各公的相談機関、地域における医療機関、支援団体など)の利用が

適切であると判断された場合は、支援プログラムの実施と並行して、

又はより適切なサービスを受けられるよう、他の支援機関等との協力体制を構築する。
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喜業計自案
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社具支畏事婁

◇王CT講座寡集開始

:

h
ト
ト
1
1
E
1
1
1
V

◇JCT講座実施

「①八%rdの基.礎知識

.i②文字の入力

③文章の作成(1)

④文章の作成(2)

? 文章の編集

 使利な機諾、一表現カアソプ

 ゛ビジネス文書の呈礎知識

③Excそlの呈礎知識、データの入力

?.②表の作成

.9数式の入力

 グラフの作成、複数シートの操作

ゝJ-@パワーポイントの墓.礁知識

j
?
j
セ
?
l
―
?
1
工
?
―
竪
屯
1
會
?
?
屯
?
琴

①農薗体験、学晋支援

②農画体験、学習支援

③長園体験、学晋支゜這、俳句教宜

こ2農園体験、学習支援

0農菌俸験、学晋支這

〔2農国体蓑、学習支垂

③で農罵体験、学冒支違

一43-
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曇場所の提供

※仁週土暖日

1◇家族隻簑等のセミナー実施[゛L皐園零験、学普ズ援ず
屯
も
訃
句
―
1
響
■
6
も
1
自
I
I
■
l
▼

◇・桟談受付 ②農園・本襞、学冒宣這、羊毛体験

※居堤所にて受(テ付{ナる 1③.農園俸験、学晋宣援

r
フ
吃
t
■
ダ

?よ「星置体験、学冒ま歪、沸句数宗

①農冒本駐、学冒宣畏

②景園牛験、字冒支援

◎農圃体験、宇晋支畏

?;ヱ}套園体敦、宇冒宣畏

S・農皇倖験、字冒文這

エ烏園俸涜、学冒宣援

G・農園体験,学習宣援

・②烏園津験、学晋支揺、俳句教室

O農国倖験、学冒宣援

(工)農園俸読(ジャガイモ収穫)、

料浬教宗、学冒支径

②島国体験、学習支援

③農国・本蓑、学冒支援

0・烏画体験.、学晋主撞

①農園体験、学晋支径、羊毛本験

②農園体験、学冒支援

③景画体験、字習支援、俳句体験

0農国体験、学習支這

 農国体験、学冒支援

◇必要に応じてスタッフ;こよる

パソニン揚作の指導開始

0具園体験、学冒支援

②農圃俸験、学晋支援

③.農園体験、学冒文畏

④農薗体験、学冒支援

付受・談・和
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1月

2.屠

3月
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{α垂遅体験、学冒支援

I11号-41レ-I11ト争μ hへ?1-h1甲hr{?、d

ド3′葦改塵萩・子゛工又宏
?
1
1
1
1
1
1
1
〒

C:・農亙・本監、学当支蓮、俳乞教室

②套長俸酸、学冒支畏

・ご)農園津験、学冒支揺、判・這数宗

④長園体験、字冒支援

C;套画体敦、学晋ま畏

②農身俸験、字晋支遺

③農園体蓑、学晋支畏

・:i・農国津験、学冒支援

①農園本訣、学雪支援、羊壬惇験

②農園体駿、字晋支畏

 套画体駿、学習隻歪、俳句獣宗

0農匠体験、学晋支援

①農園体験、学冒ま援

②農園体義、字晋宣這

③具園体駿、学冒支提

C〉,臭園俸験(橿まき)、学冒宣提

支乍0シ・5シ一テゼ
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〈〉ビジネスマナー講座希望音善集告始

\
t

◇ビジネスマナー講座呉施

1
1
!
l
?
?
t
l
[
L
I

※居場所の提供については、農園体験は農地で、その他は公共施設で行われる。

※居場所で行われる学冒支援は個則相談に主り、本人の希望に応じて行う。

※なお、岩堤所で行われる活動は提供されるが、弦制されるものではない。

体調不臭等で活動に参加できない湯合(よ、個別の学冒の支緩を行ったり、話し.相手になったりして、本人の

楳子を見守る。

-44-
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不登校のお話 ～何が大切か～ くなるかもしれません。朝のテレビ番絹から「行ってらっしゃい」と

〈この活動を始めるきっかけになったお話〉 いう声が聞こえてきます。隣近所からも「行ってきま～す」と聞こえ

☆小学校1年生の男の子との出舎い。彼は目にし1っぱい涙を溜めて訴 1 て8ます・ま0めな子1よそ0声を聞きながら・ “゜あ一・私って蜘つぱ
えました。「ぼく、もうおとなになれない。」 この切なレ゛)絶望感、 IF)ダゝfe子" “俺9て゛?ダメなんだ" “みAi)21'#w うや') r朝学校ゞ
『周り。みんな1は,年生、3年生ヶと進級.、いく、ずもと階段を。1行・てJ舎社へ行ってそれ勾゛人間の当たり前の道なの1こ、′(自分は)
ぼってぃく、でも僕は一段目の階段を踏み外じちゃった1そう思ってlmU起きて(,ゝる015・家:E出るtlすらできなt,ゝ" 怠1j8/-uだよ′
しまった6歳の子には、その先に道が見えなかったのです。不登校のドズiRんだ'“ ゜“ssiiVvだよ" ゛“生きてlilるaNa!-u てaゝんだよ"
問題は、今この学校に行けなくても、この先(こ進路が%-Nつ道・学ぶlそうや-yて゛自5'*RめKltS<hiです. そうすると体1よ“ちよ北待
道・生きて行く道がはっきりと見えていればこんなに苦しまないのにl':) て, こ'n以上j!U57C6本当1Jtll7)'JnてLまう'゛と判iしてl SOS
多く。場合、一・・学校に行かなくなったら大変だよ・・という8ッセ-ジIを出します。つまり、起きられない体を作るんです。昼夜逆転の基本
だけが、本人や親御さんの元に届けられることにあります。本人や親1的なゝ'71m ズムをfhた'51;J27年間0) 中1'l とも7: ち75' ら学UまL7C・
御さんは真っ暗な中に落とし込められたような気持ちになってしまうlycillt r U夜逆車zi゜゛"ts)lt7゛だ1と5ゝうC とThす・C れ以上・自分
のです。これが、不登校。難しさです。彼もランドセノレを買ってもらl(7)心7)tffltlて(tl<のをE<-ため1.:、朝起きられない体を作ってぃく、
って、学校へ行くのを本当に楽しみにしてぃたのですが、やっと学校lそうすることでそれ以上自分を貴めなしゝようCこ丁るのです・朝起ぎて
が始まったゴールデンウィーク明けに、入学から僅か一ケ月ちょっとlしま0たら・まじめな子ほど学校"↑テ1ブな5゛自分を責める力゛らです・
で行けなくなりました。行。うと思う。{ユ、行かなきゃと思う。(。、 l起きられない体を作ることで心を守るんです。そのここも、とこか頭
とぅL/(.も体が動力、ず、玄関を出ようと。て体b,動かなくなりました。lの片隅に入れておいてください。生活リズムの改善と称して、ただ朝
..不登校の入り口で、頭と体、どっちをとります力、... l起こしさえずればいいの力\朝起きた後～何をするのかちどぅいう道

ます、不登校。Aaatユいるご家庭。お母さんおッ.ん、頭と体とlがみえているというのか。ただ、「起きなさい」と言われる、それだ
っちをとるかという、判断材料・目安を手に入れてください。脳は、 けで苦しんでいく子ともたちがいまず。もしかしたら、″今は起さら

どぅにかTtlばごまかせるかもしれません。行かなきゃね、行く,きlれない体なんだよな゛″ということを受け入れていくことが・本当はお
だよね、そう思うことはできます。しかし、家。玄関を出ようとし-cl父さんお母さんが考えている(望んでいる・社介復帰゛の)早道なの
体が動かない、足が動かない、腹痛・頭痛が止まない、こうなったら1かもLhなt,sov:V力l゛rrr'4B D 頃, ';Pi:x: さんお'I さAi I'ff そ(') C とC Q
もうこれは体がS○Sを上げてぃる、限界に来てぃるということです。!竺竺b) 7 b' N"a安(DΣ!゜.4=h7.cl?188)T,ゞ゜111868
その時は体むしかありません。体が3っSをあげた呟5l断ε辷z竺ε」<7b?竺顯・?〒'6A=lt背e5奇(F〒!ゝ雫めて・ 1もう何週間

も学校に行っていないのだから、お父さんからも話してくださいよ」
まず休ませるというのが最初の目安でず。

。ウう-41よ、5んどい事件、す。中門ヮ,よ。ウ。ヨ、お,.,le言いtLe艷す6 t 竺矛% 13' fl lZ 向か5ゝました・ rいい加滅にL/
ゎ。エ,いや(.。いまれよい。3ウ1よヮ(ユ羞竺μJW%LRDfl3'こんな学校゛も行けない子ともに胃てて・お前が甘やかすからだ・
111よゎ1ユ、え.おヵ、67,え(。7っゎ..颯門(,IRM、?ml臀雫お!の!いだ」と妻!なじ!ました・妻は夫から責められただけ
.イ51い、6、アエ,」エいエも,1.1,ξ士、)(し菖1Yは竺シたプす・=゛〒竺0〒0竺竺す・ 1550孫1学
ンをや。エい、も誰も文句を言ゎなliSR晶, Pf:ii6W1よ呉竺,a .J ,l+9A='71j竺t,l竺/ur. 80')mlb%!tlAie. ab'6の血13'汚れた」ひと
の時、お母さんは娘(こ約束をさせます。?1明昌は蕃≧-r);D. - Q Si'S= I .' 1. ffi '、〒285maffi!A"b'o,.シ[M 'e5Al 雫w'a (7) 33 嫁さAi L 浴U
ん休んでぃるのだから、学校へ行くあよ」。-faal“t rBflElltft91.:言1 '. 'm'2竺旨゛・.t=a7雫さgt〒M(Dfh7J7ツゝと切れ・ 1そこ
く」と言ってしまいます。だけど朝にな誌竺晶これ?ム二門!竺二l1二こ今▽1タ゛・.!!夕゛〒!銅1青竺51冑.′竺1デ竺冑t'(t'l'?:T7)l・も
り返します。おヮさ～は、?とぅとぅゎ(。1r具al。や8い、一あa2lういいですよ・わかりましたよ」 そして娘には・ 「あんたもつらい
は、どtlだけ約蘂を蟲ったら気が済竺の;レ(い1!品且乙a警1]一品=巴ラ)?〒亨゛野6こ二01二?サ竺!閏〒0?ゝ竺な5ゝ・一緒に
の夜約束したばかりなのに、また4をっくらけ?Z}lzal, 1'M$λIチ今冒〒-5J eli15}y.芦-)aBLrLalまLe・一方娘は・
」8ゎ」,8o,よ,1,品いエ、5孔士晶忌蘂≧1〒?クタ゛〒〒〒プ賢よ〒5つ!!±561″″

とうとうたまりかねて王あ～あ、私どこで子育て失敗しちゃったのが
ることがでさません。

じら」とつぶやいたその言葉を聞き漏らしていませんでした。「えっ。
・・・昼夜逆転にも意味がある・・・・・・・・・・.・・・・

こ二竺讐二よjiユ夫K会晶.い8エい。8ッヤーッ。5」お母さク、こ何て夛ったのアどこア失敗!?アったのかしらというこ
朝起きられない・昼夜逆転・・を、頑なr';l'nRだ・'t:L妃一「tffiUIt:ft,.竺i7C)?↑〒竺!γ,.〒?Aa6t'Cf16-9ゝな子?私
ズヵ51ゎおいあい」と.ゎムJ1。!i!-っム月訊晶,;竺ゴ竺クか礒竺ツデ!゛ほこ夕゛竺二勺T!1.ラ!)?年ヨ6107“ツチ
。エ、、,エ6,,ズあ。1れがイ登、あ漏晶品ム門5βjラ罰エ',17J')1,ご二,旨まで!!竺・,界冒竺9〒冑!1竺夕゛91竺・-↑゜ゝ竺ミと

?4二」にこの母娘、一命は缶りとめ竺とたゾ年前に私は彼女に合うことかで表がありましたが、そうすると朝起きられない子は「ますそこ
:-45-:ました。彼女はその後、東京の某私立大学の大学院を卒業して、法

二=責r腎皆竺?テ=ごこ?二8〒6でツ゛0だ1許竺士≧1=;;;1(二≧;l
l

「あの時、死なないで良かったね」と
があるということをどうか知ってください。まじめな子ほど、動けなl二71:
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f登校ってなに〉 できるかどうかが実は大きなことなので丁。子ともだぢはいま、さ
ごもそも不登校って、学校の自分のクラスの中に居場所が見つからな

まざまな形で生さづらさを抱えていまず。文科省が発表している問
ただそれだけの話です。それなのに、よってたかって本人そして親

ざんが責められます。その結果無理心中のような悲しい事件はわたし
題行動調査(毎年9月発表)によれば、小学校で起きている塞力行

為は過去最多です。対教師暴力は15%くら(il5学校の壁に穴聞け
司りてこの数年の間にも起きているんです。誰も私・俺の苦しさをわ

た、ガラス割ったなどの器物損壊は24%くらい、合わせても4割く
)てくれない辛さに耐えかねて、子ともが壁に穴をあけ、親を殴ると

らいです。残りの6割は対生徒間塞力です。生徒同士が、体を傷付
フた家庭内蘂力で苦しんでいる家庭もあります。不登校の問題は、こ

け、心を傷付け合っている社会なんです。これはとても深刻なデー
よ命の問題だということです。たかが学校に行けないだけの話です。

タです。親は学校さえ行ってくれれば安心だと思っている。でも実
コτわざわざ自分の子ともを、お腹を痛めて苦しんで、ここまで育てて

際には、安心であるはすの学校で、子ともたち同士が体を傷付け心
と子どもの品を断とうなんて思うものかと、みなそう忠いまず。冷静

を傷付け合っているのです。これは、いじめに代表されます。
旨えれば、誰もがそう思うはすのことなのに、′その原点がわからなく

・・・大津の事件・・・・」・・・・・・・・・・・・・゛・・・
)てしまうほど追いつめられてしまうことがある。命にかがわる問題 一昨年、大津でいじめ自死がおこりました。いじめによる自死
Dだということを頭の中にしっかりと入れておいてください。でない が昨年大きく報道されて以来、もう一回再調査がありました。文
だかだか学校1こ行けないぐらし)のことだと、思ってしまいます。今 科省は去年の今頃、いじめは減ってきていますと発表していまし

交(こ行っていない子は、文科省の発表で全国、小中高で17万4千人で
た。年間約7万件くらいですと。ところが大津の事件報道後、去

高校中退を入れると22万人を超えています。これだけたくさんの子1年49から9月に行った再調査の結果が秋口に出ました。僅か半
らたちが、学校に行けないでいます。最新データよると、一神奈川県は

年間で14万件です。それでも氷山の一角でしよう。今学校で起

αの中学生29人に一人が不登校です。川崎市内の中学校だと、多い学 きているいじめは、半年で14万件。その中で、品にかかわるよ

C一校に40人くらいいま▼。それくらい、不登校の子はいるんです。 うな重篤ないじめ事件というのが、かなり多く発表されました。
・・じゃあ、学校に行ってさえいれば安心なの?・・・

}きこもりのデータは、内閣府の発表で70万人です,: DVDのレンタ

ンヨップくらい行ける、コンビニくらい行ける、でも基本的に、家族

tとコミュニケーションとらない、家から・部屋から出られない、そ

Aった人たらが沢山います。そのひきこもり親和群も入れると、1関

(と内閣府が発表しています。「不登校の延長でひきこもって、一生

二出られなくなったら・・」親御さんは不安ばかり持っています。そ

?)うことはほとんどありません。不登校の時期にどういう関わりをし

){こかかっているのです。不登校って、そのこと自体は決じてダメな

そうこうしている間に、つい最近またおきました。この一週間の

間に、いじめ自死の報道がありました。神奈川県でも今年4月に

も、中学生が自死しています。相変わらす、いじめによって命が

絶たれてしまった事件は減らないのです。なのに、学校{こ行かな

くなった、行けなくなったと言?て子ともを頁めるんです。「そ

れくらい頑張らなかったら」 「学校くらい行けなかったら」 「会

社くらい行けなかったらどうするの」 「この先とうなるの」

・・・川崎の事件・・・・・門・・・・・・・・・・・・・

川崎でも悲しい事件が起きました。3牢前の6月中学3年生の男の

=じゃない。だけど“ダメ"っていうメッセージばかり浴びせてしま 子が修学旅行から帰った翌日に、トイレに立てこもって硫化水素を

コτちです。確かに何割かはいるかもしれません。それは大体、親御さ 発生させて亡くなりましたウ彼の遺書は全国に報道されました。

二責め続けられた子たぢです。「だらしない」 「情けない」 「学校も 『友達のいじめをとめられなかった1と普いてありました。友達の

コ1ないで何やってんだ」 ・・・それを言われ続けて、自己否定を続け いじめをとめられなかった、彼はこんなこと見逃してちゃいけない ・

,1た時間が長いぶんだけ、ひきこもると思ってくだざい。5年間言い と、し1じめに立ち向かし1ました。し力\し、その結果、矛先は彼に向

ゴていたら、5年間引き込もる、その後まで長引きます。 かっていきまず。トントンと肩をたたがれ振り向きざま{こ殴られる

゜プ?i4'N工今i4.(7)lt↑fl校(D期間中をどうu過するかです゜ 1一人に後ろから羽交し\絞めにされJ残りのS人がズボンをおろし、
神〒が<rl竺ギJ ト7PもLtlな(il。そこまでの転換ができるといいのI l<l)"i竺73ffi'g.-W門BDd?1'l品竺Q)阜b<-J?T4=Q-um8λ:屈
すが、?簡単グ竺ではやりませんね。長く相談を受けてきた私の実感 l.っ、、5よ概と蒜竺己た゛座(与でゎ力(ります某ね.*-}tW*緘7
しては、学校を休むことすらできないまま、親が望むいい高校に入り

生徒の前で、自分の一番大事なところを曝される。とうとう力尽き

い大学に入り、いい会社に入り、それからプッーンと糸が切れた様に ト、51よアえ、蹴ユいら,綽さないと4人。名前を遺書にffiHUをa'i
1けなくなっている人、こちらの相談の方が多いです。子ともが不登校

を絶ちました。この少年のお父さんと、先月一緒に対談ずる機舎が
なって悲劇だと今はお考えかもしれませんが、では何とか学校に戻っ

ありました。息子さんが亡くなられてからたまりばの20年記念フエ
;ら安全か?学校1こ行き続けていてくれたら安心か?そんな話でもあり

:せん。きも(iS-ウザい・消えろ・死ねと言われ続け、ストレスをため
スティパル1こ、初めて来てくださいました。彼は勇気をもって、N

日Kにメールを送り、それが先々月くらいにEテレの香組でとり上げ
!拷ま自己杏定を繰り返す。それでもなんとか親に心配をかけないよう

られました。『なんでこんなにつらかったのに、父さんに言ってく
、いい子を演じながら他人が羨やむようないい会社に入って、何かの

れなかったの?母さんに言ってくれなかったの? そしてテレビを

iっかけで外に出られなくなったり、動けなくなってしまった時が本当 1蒜抗1-3竺門z(7)竺さん、教えてくださ(,15私は息子を門≧しま己
lっらいです。30代、40代になって家から出られす、壁に穴を開けた lパ。.。tLffiはitえ難い悲しみ、時間が止まってしまいます。普
}、親を殴ったりしなきややってられない子ともの切なさ。親が了O代

=なった頃に子ともから殴られる、罵声を浴びせられるそのっらさ。そ
段から話ができていると思っていたのに、どうして?それを私はす

っと舎えています』
,な親子をどれほど見てきたことか。だからどうか、学校に行くとか行

・・・子ともたちは家では何も言わない・..
～ないとか、そんなことで頁めないでください。無理に引きずり出して その後、いじめに間する対談をしていても、この番組の反響をみ.

シいいことはありません。出るタイミングは自分の中で徐々に用意さ;-40-:も、ゎかってきたのは、親に心配をかけられないと思う子どもた,[.
:いきます。あとはきっかけだけ。その辺の親の焦りを取り除くことが l'5(7)%fflλTff. 浮晶1-jCJ-やbs&、g品某〒?t門';肛、lμ'0':



らの姿です。親に心配かけたくないんです。そして、いじめられていiつたのです。彼らのメツセージは私にはこう響きました。″あんたも

ことを受け入れたくないブライドもありまず「こんなのいじめじゃね1父さんや母さん、そして先生たちと一緒。結局、私のままでいいと思

よ。どうということねえよ」と思いこもうとして人に言えない。さら1つていないでしよ?変わんなきやいけない?″後碩部をハンマーで殴

多くの子は゛言っても無駄だ"と思っています。゛言ったってどう77Iられたような画撃が走りました。わかつているようで、何も子ともた
わけじゃない" ゛へ夕に言えばもっとひどいこと{こなる" ゛親に言っ1ちの気持ちを受け止めるこ午ができていなかった。そこで「何かをじ
先生に伝わって、その挙切、それがみんなの前でいわれてもっとひど1なきや1,Ⅵブないとがを決めるのをやめよう」 「何もしないことも保障

目に台うかもしれない″ ゛お願いだからそっとしておいて"。公開対iしよう」っていうので始まったのがfたまりば』なんです。

で発表されだ中にも、スクールヒエラルキーやスクールカーストの話1...そして、『子とも夢パーク1へ...........・

ありました。それは、学校の中のいじめっ子をピラミッドの頂点にた1 校長舎からも教育委員宗からもバッシングの嵐を受けていた私たち

えたカーストのことです。強い影響力を持つ子ともに対して、先生もIが、90年代後半文科省の調査を受けること1こなりました=こんない

の子ともの影響下に入ってしまうという現象のことです。発達障言なIい加減なことをやっていて、子どもが学校に戻れるようになるのが、

の背累がある子に対して、理解のない先生が「またおまえ動き回って1社会に出られるようになるのか。挑発的な調査の依頼でしたが、迷っ

魔だな、いい加減(こしろ、何回言ったらわかるのか。ほかの子の迷惑Iた挙切、受けてみる9とにしました。結果は私たちが想像しないもの
舎えムさいjと言うて尋の子をb七る。「先生を困らせている、情けな1でした。最初のアパートで過ごした子どもたちが、7,8竿経ってどう

奴。そんな奴は消えてもらっていい」と、その子がいじめの対象にな1なっていったかというを、ほぼ9割がたが高校など学校周辺に進学して

まず。ましてそれが教室の中で実権を持った子が頂点となってのこと1いました。高校に行っている?、或いは大検予備校に通フている等だっ
?と、先生はその状況の中でその支配下に巻き込まれます。みんなでそIたんです。その時、私たちは愕然として、゛なんと生きにくい社介な

)子をターゲットとするいじめがクラスの中にはびこります。そういう1んだろう。不登校したあと(こ、やっぱり高校とか1こ行かなきゃ生?きて
1で品を落とずところまで追い込まれる子ともたちもいるのです。今年1いけないってことなのか?、、と、ちょっと暗い,気持ち{こなりかけたんで

)3月、最薪の警察庁の発表では宍年一年間に亡くなった小中高校生は1す。でも、子ともたちは、「アルノSイトしようと思っても、高校とが
36人です。毎日、日本のどこかで1人子ともたちが自ら命を絶ってい1高卒以上って書いてあるからアルパイトも出来ないし、小学校・中学

二す。大学生・専修学校生まで入れると971人の命が去年1年間に絶た1校と学校行っていないから、高校で一度学園生活っていうのをやって

しました。毎日2人か3人が日本のどこかで命を絶っています。 1みたいんだ、ただそれだけさ」というのです。?″そうか、何も強制さ

・・学校に行かない理由は説明できない・・・・・・・・・・ れずに思い切り遊んだ後に、彼らはそういう風に舎えるようになるん

もう一っ、親御さんたらに伝えたいことは、子ともが学校に行かない1だ“ということCこ気づかされま.した。そこからです、国も県も市も挙
!由を説明できると思わないでほしいということです。ここも大きな親1げて・"居ifflPftに何qゝaがある-.″! 二とQりまLた, そtlまで適
)酷違いです。27年間子ともたちと出会った中で、自分が学校にhけな1心指導教室を作って・早く学校に戻そうとどれだけやっても・なかな
)理由を明確1こ話せるという子はほとんどいませんでした。だいぶ経っ1か教室にすら来てくれないし、元気にもならない。家からも出られな
:、もう彼らが成人してから、かって不登校をしてぃた子たちと飲みに1い。ところが『たまりば』みたいないい加減なことをやっているとこ
1つエ話す。と力、あります。子ともたら1はみんな。,(.,あんときさ-1ろで、どうして子ともたちが元気になるんだろう。居楊所に鍵がある。
jやhiにこういったけどさ一、でもあの理由って、別に、あれが学校にlそこで施策の方向が大きく?変pりま5た・そし1私たち0ような取り
テけなかった理由じゃ一ないんだよなあ」といし\ます。その時は、僕にI組みが評価され始めたんです・私も甲定10委員中て関わ9たJll崎市
慕曳門ったら分かってもらえるか、親にどぅ言ったら分かっ壱もらえる1子とも権利条例p12000年12月(こ議合を通過します。その後すぐに
)\スクールカウンセラーにどう言ったら分かってもらえるカ\、っまり12ml年FTffl、市長の口から「.子と-fs'@パ-/;t」ffl想が発iさtl、夢
1手を見て、言葉を選んで、仕方なく言葉を紡いで言っていたのだとい1パークづくりへと入っていきまV・[e)取りaaはi h政eの4
5ことです。これは、親を苦しませない、?悲しませない、「あ、そうなi働事業"と形をRえる<-とlZ8VJ まL7C・
〕か」と了解してもらえる理由を深しているだけなのかもしれないのてI -,4iユ;;゛2、憲だ五;弊i'A-

「。実は本人も分からない。だから、苦しいのです。 1 ・ご・・・゜x{b′―,2ヤ,一・・r?′・f'}z・駅']'

0居揚所づくり豊 1 2001年(こ川崎市子ども権利条例を施行し、子ともの人間としての
首・子ともたちのありのままを認める・・・・・・゜・・・・・1大切な権利を7つ1こ位置づけ、これに基づいて出来たのが『子とも夢
たまりばを始めるとき、6畳と4畳半のアパートを借りました。その 1バーク月です。その中{二白本で初めての公設民営の『刀一スペニス

5畳間にゃってきた子ともたちが最初(こしたことは、6畳間の押入れを 1えんAがあります。ここでは利用料を取らず、経済の垣根を越えるこ
印ブて、天井板を外して始めた天井裏掃除でした。2週間後、子どもた1とを実現しました。生活が困窮している家庭の子ともたらでも安心し
5力\ら「いいよ」と言われて中を見ることになりました。その時、ろうlて通ってくることができます。またあらゆる障がいに対して゛、受け入
芒くの光に照らされて(今考えると梁の上でろうそくを灯していたのだIれ咎しています。発達障がいや知的・精神的な障がいをかかえている
む1ら本当は危ないことですが)子ともたちがピースをして「ここが私た1人たちも通って来られるように、権利保障の基にできあがった揚所で
らの居揚所よ」と言ったんです。″えっ。何、ソレ?゛キラキラと目1す。非行傾向の子ともや茶髪・金髪゛のままでも来ることができます。
翫輝かせている少女たらでした。僕は、それまで、勉強余もやりました、1あらゆる子ともたちに対して、一方的に排踪することなく、大人たち
阻談1こものりました、アスレチック{こ行ったり、カラオケに行フたり、1は関わり続けようと、党悟を決めている揚所で丁。

そしてついに私は居場所まで士(1毎日ごはんを作って食べる子ともだちといろんなことをやりました。

:二47-えんの毎日は暮らしの揚です。ご飯を作ったり、勉強している子が=:究:7yア゜8;二=冑:=二:=;二π1山卒ハ了・・ド0よ"どドヤ踊で(ilだら 子どもたちが天井夷1こ宣てこもlし)だり 楽罷を滴奉したり、絵をかいたりモノ-j<り'!L7J)、バソ

ν?

-))、一:・j冫ゼ・デご洋灸ど瞑÷
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ンやったり、本を読んだりしていまY0ゲームも禁止していません。Iたら、元気を回復していくのは早いのです。こうして過ごしてぃる

うじてゲームだけでコミュニケーションをとる子たらがいるのです。Iうちに、その子たちがびっくりするほどどんどん巣立って行きます。
白いものにであったら、ゲームから離れます。自分は何やっているんI不登校をしている時間にだって意味がある。それを否定しないでね。

ろうと責めちゃう時、辛うじてゲームで自分を紛らわぜて、ゲームがIワひきこもり支援のゴール

を繋ぐツールになった子は多分膨大な数で存在しまず。存分にゃった1 神奈川県胃少年間題協議介の委員をしていた峙、神奈川県知事と

に不思議とゲームだけの生活から抜けるタイミングが来ます。私た5I一緒のその介議で、ある答申を出し芋した。ひきこもり支援のゴー
基本理念は、「自己肯定感を育むんだ、生きているだけで祝福される」lルは何か? 罷近では“就労に結び付けなきゃ"という圧力が強ま

す。勉強したいと思った時がその子にとってのスタートの時期なんでI りつつありますが、私たらの協議會が当時出した答えは、「ヘルプ
。「お前、今勉強やっていなかったら、絶対将来ないから」などと脅1がだぜること」、「助けて」が言えるように育てよう、でした。就

をかけてしまうのが一番よくない。子ともは追いっめられて焦るだけ1労をゴールに晧えるとハードルが一気に上がります。そうすると、

す。今更やっても間に合わなし)っていう気にされてしまいます。本人Iそれができないことで、また子ともを追い詰めることになります。

欲がでてくるまで待てば、いくらでも間に合し)ますし、早道です。そlせめて「助けて」が言える子に冑てよう、本当に生きるすべが無か

をフリースペースで実行していくには、「美味しいね」でっながる毎i ったら;生活保護というセーフティーネットはあるのですから。

。10時半に集まってきた人たらが、自分たちでメニュー決めて、買い10『すげ一!A に出会う
しに行き、畑で収穫し、自分たらで作った味噌や梅干しをも使って作

ひらせんと呼ばれている科学の先生が毎月来て教えてくれます。

んです。ご飯作ってし1ると結構発見があるし、子ともたちはホワイト
このひらせんとの出会いがきっかけで、アメリカの国立癌センター

ースやカレーをソースやルーから本格的に作ります。本当に“すっげ
の研究員になった子もいまず。学びの揚は学校だけではありません。

! ″ です。ご飯作って食べるって、実は、暮らしを取り戻すという
毎年開かれる「たまりばフエスティパル」の準備は、企画から進行

とですごい大事なことです。学校へは行けなくても、暮らしを取り戻
プログラム・チケット作りの裏月から、脚本・大道具作り、そして

ことが大事、下手に勉強させようとして潰さないでください。.
本番の歌やダンスや芝居の出演、楽器の演奏など、すべて子ともが

やっています。自分たちで作り出していく体験を通じてびっくりす
巣立っていく子どもたち

;;1ぽみ漏哀::.ソコ′;ジャーキーの帝王・・と呼ばれた彼は中学か1元デ?二5尺)二?ぜ竺2=、2デ:=8二:讐二!亡告ご
『えん月ヘー年間派遣されてきて研修します。韓国の国技である武

,学校へは行かず、燻製作りや楽器の演奏に時間を費やしました。その
術のテコンドーで世界選手権3位の腕前を持つコンちゃんという体

ヒ定時制高校に行き、今年の轡に4年制大学を卒業しました。「そんな
育の先生が来て、子どもたちの人気者になりました。「こんな先生

:しい事ばかりしていていいのか、みんなが勉強している時に!」と言
がいるんだったら高校に行ってみようかな一」って高校受験する子

(声が聞こえてさそうですね。そこが逆なのです。やってみたいことに
が増えるようになったんです。・その次に来たカンちゃんと呼ばれた

:ことん挑戦する環境というのが大事なんですね。また、ある子は仲間
英語の先生は、みんなに囲碁の面白さを教えてくれました。それま

で高校に行くときには、「俺、やっぱ行かない」と言って、数年後、高
で毎日のようにゲームをやっていた子ともたらが囲碁{こ夢中になり

}(高卒程度認定試験)を取りました。いざ受かると不思議なほど「大
ました。囲碁6段のブロの方にひとりで3人の子どもを相手に同時に

艷へ行ってみようかな」と言い出す子が多いものです。それは、やらさ
対局していただいたんです。対局後、全部流して最初から碁石を置

していないからです。高認くらい取りなさいと強制されて受けてもダメ

;証晶1iSJ土冠晶墨g;Z烹只;具;蒜具ユ蒜1y?雫士一ご憑勘1県ラてク偏!宙!!゛
な?がら、3人分全部を再現して見せたのです。子ともたちはあっけ

に結局みんな取れていますJけっして成績優秀な子ばかりが集まったわ
にとられて二 「すげ一!」の連発。世の中、「すげ一」に出会うって

〒費!竺ご勿,竺フ叩?でで!!3プ竺:.竺奇デ野゜芒〒ラタ・i 尖門石硯:?具竺只戻書?7-'7 ';'-'謀ド*'-'具1竺へ(;:":几丁雫
2めなければ道はいろいろあります。今、僕は早稲田大学で授業を持っ

ためには『子どものいのらを真ん中Aにおいて、おとなが柔軟な考
:いるのですが、″ポッチ飯"といって、一人でご飯食べていると「あ

え方を取り入れていくことが求められているのだと思います
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平成25年7月14日

於:市立いずみホール

講演衾

不登校の気持ち
講師:西野博之氏

～生きづらさを抱えた子ともたち～

NP○法人フリースペースたまりば理事長・精神保健福祉士

川崎市子とも夢パーク所長・フリースペースえん代表

不登校のお話 ～何が大切か～

′くこの活動を始めるきっかけになったお話〉

☆きっかけは小学校1年生の男の子との出介いでした。彼は目にいっぱい涙を溜めて訴えましだ。「ぼく、

もうおとなになれない。」この切ない絶望感、『局りのみんなは2年生、3年生へと進級していく、ずっ

と階段をのぼっていく、でも僕は一段目の階段を踏み外しらやった』そう思ってしまった6歳の子には、

その先に道が見えなかったのです。不登校の問題は、今この学校に行けなくても、この先に進路が、育

つ道・学t5<道・生きて行く道がはっきりと見えていればこんなに苦しまないの(こ、多くの揚合、′学校に

行かなくなったら大変だよ″゛というメッセージだけが、本人や親御さんの元に届けられること(こありま

す。本人や親御さんは真っ暗な中に落とし込められたような気持ちになってしまうのです。これが、不

登校の難しさです。彼もランドセルを買ってもらって、学校へ行くのを本当に楽しみ1こしていたのです

が、やっと学校の始まったゴールデンウィーク明けに、入学から僅か一ケ月ちょっとで行けなくなりま

した。行こうと思うのに、行かなきやと思うの1こ、どうしても体が動かず、玄関を出ようとして体が動

かなくなりました。

・・・不登校の入り口で、頭と体、どっちをとりますか・・・・・・・・曹?・・・・・・・・・・・

まず、不登校の入り口にいるご家庭のお母さんお父さん、頭と体どっちをとるかという、判断材料・

目安を手に入れてください。脳は、どうにかすればごまかせるかもしれません。行かなきゃね、行

くべきだよね、行こうね、そう思うことはできます。しかし、家の玄関を出ようとして、体が動かない、

足が動かない、腹痛・頭痛が止まない、こうなったらもうこれは体がS○Sを上げている、限界に来てぃ

るということです。その時は休むしかありません。そのことが学校社舎の中ではなかなか伝わりにくぃ

のです。頭から来たのか、体から来たのか判断して、体がS○Sをあげたと判断したときは、まず休ま

せるというのが最初の目安です。

☆もう一件は、しんどい事件です。中学校2年生の女の子が、お母さんの無理心中に巻き込まれました。

彼女は夜になると、元気になります。夜は誰(こでも平等だからです。学校に行かなくても良い時間、テ

レビを見ていても、アニメを見ていても漫画を読んでいても、パソコンをやっていても誰も文句を言わ

ない時間、だから夜は元気です。その時、お母さんは娘に約束をさせます。「明日は行くわよね。ずいr5ゞ

ん休んでいるのだから、学校へ行くのよ」。彼女は「明日は学校に行く。」と言ってしまいます。だけど

朝になると起きられない、それを繰り返します。お母さんは、とうとう頭にきて「冗談じゃない、あな

たは、どれだけ約束を破ったら気が済むの?いい加減にしなさい。昨日の夜約束したばかりなのjこ、ま

た嘘をつくわけ?ズルだね、ズル休み。」と言って娘をなじります。娘は泣いて、どうしても市団から出

てくることができません。
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・・・昼夜逆転にも意味がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここもまた一つ、手に入れてほしい親御さんへのメッセージとして、朝起きられない“昼夜逆転“を、

頑なに“問題だ"として、「生活リズムを立てなおしなさい」と言わないことです。ついこの間も文科雀

の発表で、「生活リズムの乱れが不登校の原因の2番目だ」という発表がありましたが、そうすると朝起

きられない子は「まずそこを改善するように」と言われるでしよう。でも、起きられないことにも意味

があるということをどうか知ってください。まじめな子ほど、動けなくなるかもしれません。それは何

故でしようか?朝のテレビ番組から「行ってらっしゃい。」という声が聞こえてきます。隣近所からも「行

ってきま～す。」と聞こえてきます。まじめな子はその声を聞きながら、″あ一、払ってやっぱりダメな

子"゜“俺って、ダメなんだ"みんなはこうやって朝学校へ行って、会社へ行ってそれが人間の当たり前

の道なのに、(自分は)朝起きているのに、家を出ることすらできない″″怠けなんだよ゛″′ズルなんだ゜゛

“弱いんだよ"“生きている価値なんてないんだよ“そうやって、自分を責めていくんです。そうすると

体は“ちょっと待って、これ以上責めたら本当に心が壊れてしまう゛と判断して、SOSを出します。つ・

まり、起きられない体を作るんです。昼夜逆転の基本的なメカニズムを、私たちは27年間の中で子と

もたちから学びました。それは「昼夜逆転が“ヘルプ"だ」ということです。これ以上、自分の心が壊

れていくのを防ぐために、朝起きられない体を作っていく、そうすることでそれ以上自分を責めないよ

う1こするのです。朝起きてしまったら、まじめな子ほど学校へ行けない自分を責めるからです。起きら

れない体を作ることで心を守るんです。そのことも、どこか頭の片隅に入れておいてください。生活リ

ズムの改善と称して、ただ朝起こしさえすればいいのか、朝起きた後、何をするのか、どういう道がみ

えているというのか。ただ、「起きなさい。」と言われる、それだけで苦しんでいく子ともだちがいます。

もしかしたら、″今は起きられない体なんだよな"ということを受け入れていくことが、本当はお父さん

お母さんが考えている(望んでいる)、(社会復帰への)早遵なのかもしれないのですが、最初の頃、お

父さんお母さんはそのことになかなか気が付かないのです。

そんないきさつで、彼女は朝起きられなくなりました。お母さんは、とうとう、夫に救いを求めて、「あ

なたも何か言ってちょうだいよ。もう、何週間も学校に行っていないのだから、お父さんからも話して

下さいよ」と言いました。妻としては夫が話をつけてくれると思っていたのに、夫の矛先は妻に向かい

ました。「いい加減1こしろ、パカ野郎。情けないなあ、学校へも行けない子ともに育てて。お前が甘やか

すからこんなだらしない子になったんだ。全部お前のせいだ。」と、妻をなじりました。妻が責めらたん

です。それどころか、妻は夫から責められただけではなかったのです。二十数年前の日本の状況です。

お姑さんからお嫁さんへのパッシングが起きました。「孫が学校へ行けない?!冗談じゃない。うちの孫

が学校へ行けないなんて。嫁の血が悪いんだ。我が家の血が汚れた。」 ひどい言葉ですよね。耳を疑う

様な言葉を、このおじいちゃんおばあちゃん(舅・お姑さん)からお嫁さん(お母さん)に浴びせられ

ました。とうとうお母さんは緊張の糸がブツンと切れ、「そこまで言うんですか。娘が学校へ行けないの

は全部私のせいですか。もういいですよ。わかりましたよ。」。そして娘には、「あんたもつらいけど、お

母さんももうここまで言われたら生きていたくない。二緒に死んじゃおう。」というメッセージを出して

しまいました。一方娘は、お母さんが市団を引きはがして何とか学校へ行かせようとしていた時、とう

とうたまりかねて「あ～あ、私どこで子育て失敗しちゃったのかしら」とつぶやいた、その言葉を聞き

漏らしていませんでした。「えっ。お母さん、今何て言ったの?どこで失敗しちゃったのかしらというこ

とは、私って、失敗作なの? お母さんを困らせてし1るダメな子?私なんか生まれてこないほうがよかっ
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たのね。」というところにスイッチが入ってしまいました。彼女は泣き続けるしかない、お母さんはお姑

さんから酷いことを言われて生きて行く望みを絶たれ、そして無理心中をはかりました。幸いなことに
この母娘、命はとりとめました。

数年前に私は彼女に合うことができました。彼女はその後、東京の某私立大学の大学院を卒業して、

法律の専門家になっていました。「あの時、死なないで良かったね。」と、再会を祝いました。

く不登校ってなに?〉

そもそも不登校って、学校の自分のクラスの中に居揚所が見つからない、ただそれだけの話です。た

ったそれだけの話なのに、よってたかって本人、そして親御さんが責められます。その結果無理心中の

ような悲しい事件は、わたしの周りでこの数年の間にも起きているんです。一方、誰も全く私・俺の苦

しさをわかってくれない辛さに耐えかねて、子ともが壁]こ穴をあけ、親を殴るといった家庭内暴力で苦

しんでいる家庭もあります。冒頭でお話しておきたいのは、不登校の問題は、これは命の問題だという

ことです。たかが学校1こ行けないだけの話です。誰がわざわざ自分の子ともを、お腹を痛めて苦しんで、

ここまで育ててきた子ともの命を断とうなんて思うものかと、みなそう思います。冷静に者えれば、誰

もがそう思うはすのことなのに、その原点がわからなくなってしまうほど追いつめられてしまうことが

ある。命にかかわる問題なのだということを頭の中にしっかりと入れておいてください。そうでないと、

単にたかだか学校に行けないぐらいのことだと、思ってしまいます。今、学校1こ行っていない子は、文

科省の発表で全国、小中高で17万4干人です。高校中退を入れると22万人を超えています。これだ

けたくさんの子ともたちが、学校1こ行けないでいます。私たちが活動している神奈川県は、最新データ

によると公立の中学生29人に一人が不登校です。川崎市内の中学校だと、多い学校で一校に40人く
らいいます。それぐらい、不登校の子はいるんです。

・・・じゃあ、学校に行ってさえいれば安必なの?というところを者えてみましょう・・・・・・・・

ひきこもりのデータは、内閣府の発表で70万人です。DVDのレンタルショップくらい行ける、コン

ビニくらい行ける、でも基本的に、家族以外とコミュニケーションとらない、家から出られない、部屋

から出られない、そういった人たちが沢山います。そういったひきこもり親和群も入れると、155万人
と内閣府が発表しています。「不登校の延長でこのままひきこもって、このまま一生外に出られなくなっ

たら、どうなるんですか。」、親御さんは不安ばかり持っています。不登校のままずっと外に出られなく

なるということはほとんどありません。それは不登校の時期にどういう関わりをしたかにかかっていて

いるのです。不登校って、そのこと自体は決してダメなことじゃない。だけど“ダメ"っていうメッセ

ージばかり浴びせてしまいがちです。このままずっと外に出られなくなっちゃうんじゃないか、そう不

安に思うからです。確かに何割かはいるかもしれません。それは大体、親御さんに責め続けられた子た

ちです。「だらしない。」「情けない。」「学校も行かないで何やってんだ。」・・それを言われ続けて、自己

否定を続けていた時間が長いぶんだけ、ひきこもると思ってください。5年間言い続けていたら、5年
間引き込もる、その後まで長引きます。

・・・不登校で大事なのは、不登校の期間中をどう経過するかということなんです・・・・・・・・・

神様がくれたギフトかもしれない。そこまでの転換ができるといいのですが、それは簡単なことでは

ありませんね。本人が一番つらくて、苦しんでいるのです。長く相談を受けてきた私の実感としては、、

学校を体むことすらできないまま行き続けて、親が望υいい高校に入り、いい大学に入り、いい会社に

入り、それからブツーンと糸が切れた様に動けなくなっている人、こちらの相談の方が多いですね。子
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どもが学校1こ行かなくなってしまって悲劇だと、今は思っているかもしれませんが、では何とか学校に

戻ったら安全か?では学校1こ行き続けていてくれたら安必か?そんな話でもありません。学校に行き続

けている間1こ、「きもい」「ウザい」「消えろ」「死ね」と言われ続け、ストレスをためだまま、自己否定

を繰り返す。それでもなんとか親に心配をかけないように、いい子を演じながら高校・大学に行き、他

人から羨まれるようないい介社に入ってから、何かのきっかけで、外1こ出られなくなったり、動けなく

なってしまったときが本当jこつらいですね。30代、40代になって家から出られす、壁1こ穴を開けたり、

親を殴ったりしなきゃやってられない子ともの切なさ。親が70代になった頃に子ともから殴られる、

罵声を浴びせられるそのつらさ。そんな親子をどれほど見てきたことか。だからどうか、学校に行くと

か行かないとか、そんなことで責めないことです。学校復帰をチラつかせて、早く学校へ行ってほレい

と迫らないでください。無理に引きずり出してもいいことはありません。出るタイミングは自分の中で

徐々に用意されていきます。あとはきっかけだけ。そこら辺の親の焦りをどう取り踪けられるかが、実
は大きなことなのです。

子ともだちはいま、様Rな形で生きづらさを抱えています。文科省が発表している問題行動調査(毎

年9月に文科省が発表)によれば、文科省がデータをとり始めて以来、小学校で起きている暴力行為は

過去最多です。対教師暴力、これは15%くらい、学校の壁に穴開けた、ガラス割ったたなとの器物損

壊、これは24%くらい、合わせても4割くらいです。残りの6割は対生徒間暴力です。生徒同士が、

体を傷付け、心を傷付け合っている社会なんです。これはとても深刻なデータですね。親は学校さえ行

ってくれれば安心だと思っている、でも実際jこは、安必であるはずの学校で、子ともたち同士が体を傷

付け心を傷付け合っているのです。これは、いじめ1こ代表されます。

・・・大津の事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一昨年、大津でいじめ自死がおこりました。いじめによる自死が昨年大きく報道されて以来、もう一回

再調査がありました。文科省は去年の今頃、いじめは減ってきていますと発表していました。年間約7

万件くらいですと。ところが大津の事件報道後、去年4月から9月に行った再調査の結果が秋口に出ま

した。僅か半年間で14万件です。それでも氷山の一角でしょう。今学校で起きているいじめは、半年

で14万件。その中で、命にかかわるような重篤ないじめ事件というのが、かなり多く発表されました。

そうこうしている間に、つい最近またおきました。この一週間の間に、いじめ自死の報道がありました。

神奈川県でも今年4月にも、中学生が自死しています。相変わらず、いじめによって命が絶たれてしま

った事件は減らないのです。なのに、学校に行かなくなった、行けなくなったと言って子ともを責める

んです。「それくらい頑張らなかったら。」「学校くらい行けなかったら。」「会社くらい行けなかったらど
うするの。」「この先とうなるの。」

・・・川崎の事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

川崎でも悲しい事件が起きました。3年前の6月、中学3年生の男の子が、修学旅行から帰った翌日

に、トイレに立てこもって硫化水素を発生させて亡くなりました。彼の遺書は全国に報道されました。『友

達のいじめをとめられなかった。1と書いてありました。友達のいじめをとめられなかった、彼はこんな

こと見逃してちゃいけないと、いじめに立ち閲かいました。しかし、その結果、矛先は彼に向かってい

きます。トントンと肩をたたかれ振り向きさまに殴られる。一人に後ろから羽交い絞めにされ、残りの3

人がズポンをおろし、パンツをおろす。i'ffliW期の中学生の男の子が、下半身を曝される屈辱って、ちよ

っと想像しただけでわかりますよね。女子生徒や男子生徒の前で、自分の一番大事なところを曝される。

5

-53-



とうとう力尽きて、彼は死んでもこいつら許さないと4人の名前を遺書に記して命を絶ちました。この

少年のお父さんと、先月一緒に対談する機衾がありました。息子さんが亡くなられてからたまりばの20

年記念フエスティパルに、知人に連れられてはじめて来てくださいました。一彼は勇気をもって、N円Kに

メールを送ったそうです。それが先々月くらいにEテレの香組でとり上がられました。「なんでこんなに

つらかったのに、父さんに言ってくれなかったの?母さんにいってくれなかったの? そしてテレビを

見ている思轡期の皆さん、教えてください、私は息子を亡くしました。この悲しみは耐え難い悲しみで

す。時間が止まってしまいます。蛮段から話ができていると思っていたのに、どうして父さん母さんに、

『こんなに辛い、悲しい、苦しい』と言ってくれなかったのか、それを私はずっと者えています。」

・・・子ともたちは家では何も言わない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後いじめに関する対談をしていても、この番組の反響をみても、わかってきたのは、親に心配を
かけられないと思う子ともたちの気持ちです。「助けて、辛いよ、苦しいよ。」と言えない子ともたちの

姿です。親に心配かけたくないんです。そして、いじめられているということを、受け入れたくない、

自分のブライドもあります。「冗談qやない、こんなのいじめじやねえよ。とうということねえよ。」と
思いこもうとして、ひとに言えない。さらに多くの子は、″言っても無駄だ“と思っています。″言っ

たってどうなるわけじゃない" ゛へ夕に言えばもっとひどいことになる“ ゛親に言って先生に伝わって、

その挙句、それがみんなの前でいわれてもっとひどい目に台うかもしれない" ゛お願いだからそっとし

ておいて"。公開対談で発表された中にも、スクールヒエラルキーやスクールカーストの話がありまし

た。それは、学校の中のいじめっ子をピラミッドの頂点にたとえたカーストのことです。強い影響力を

持つ子ともに対して、先生もその子ともの影響下に入ってしまうという現象のことです。発達障害など

の背景がある子に対して、理解のない先生が「またおまえ動き回って、邪魔だな、いい加減にしろ、何

回言ったらわかるのか。ほかの子の迷惑を者えなさい。」と言ってその子を叱る。そうすると、正しくま

じめにいようと思っている生徒たちが、「先生を困らせている、情けない奴。そんな奴は消えてもらって

いい。」と、その子がいじめの対象になります。ましてそれが、教室の中で実権を持った子が「正しい子」

のr5sりをして頂点となってのことだと、先生はその状況の中でその支配下に巻き込まれます。みんなで

その子をターゲットとするいじめがクラスの中にはびこります。そういう中で命を落とすところまで追
い込まれる子ともたちもいるのです。

今年の3月、最新の警察庁の発表では、去年一年間に亡くなった小中高校生は336人です。毎日、日

本のどこかで1人、子ともたちが自ら命を絶っています。大学生・専修学校生まで入れると、971人の

命が去年1年間に絶たれました。毎日2人か3人が、日本のどこかで廟を絶っています。

・・・学校に行かない理由は説明できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もう一つ、親御さんたちに伝えたいことは、子ともが学校に行かない理由を説明できると思わないで

ほしいということです。ここも大きな親の勘違いです。27年間子ともだちと出介った中で、自分が学校

1こ行けない理由を明確に話せるという子はほとんどいませんでした。だいぶ経って、もう彼らが成人し

てから、かつて不登校をしていた子たちと飲みに行って話すことがあります。子ともたちはみんな口R

に「あんときさ一、西やん1ここういったけどさ一、でもあの理由って、別に、あれが学校に行けなかっ

た理由じゃ一ないんだよなあ。」といいます。その時は、僕にどう言ったら分かってもらえるか、親にど

う言ったら分かつてもらえるか、スクールカウンセラーにどう言ったら分かってもらえるか、つまり相

手を見てJ言葉を選んで、仕方なく言葉を紡いで言っていたのだということです。これは、親を苦しま
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ぜない、悲しませない、「あ、そうなのか。」と了解してもらえる理由を探しているだけなのかもしれな

いのです。実は本人も分からない。だから、苦しいのです。

く居揚所づくり〉

・・・子ともたちのありのままを認める・・・・・・・・・?・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・

たまりばを始めるときに、6畳と4畳半のアパートを借りました。その6畳間にやってきた子ともた

らが最初にしたことは、6畳間の押入れを開けて、天井板を外して始めた天井裏掃除でした。2週間後、

子ともたちから「いいよ」と言われて中を見ることになりました。その時、ろうそくの光1こ照らされて

(今者えると梁の上でろうそくを灯していたのだから本当は危ないことですが)子ともたちがピースを

して「ここが私たちの居揚所よ。」と言ったんです。″えっ。何、ソレ?" キラキラと目を輝かせている

少女だちでした。

僕は、それまで、たまりばを始める前に、5年くらい色Rな形で不登校の子ともと関わっていました。

だまりばを始める直前は、移動型で一年間、東京近辺をいろいろまわりながら、公民館借りたり、囲碁

道揚の一部屋を借りたり、教会の一部屋借りたりと貸してくれるところをまわって、みんなで集まって

いました。皆さんの善意に甘えて、毎日、集まれる揚所を変えていました。勉強会もやりました、相談

にものりました、体がなまらないようにアスレチックに行ったり、カラオケに行ったり、子ともたちと

いろんなことをやりました。そしてついに私は居揚所まで借りてあげたわけです。みんなから惑謝の嵐

だと思っていました。若気の至りで、″ドウよ"とドヤ顔でいたら、子ともたちが天井裏に立てこもった

のです。彼らのメッセージは、私にはこう響きました。″あんたも、父さんや母さん、そして先生たち

と一緒。結局、私のままでいいと思っていないでしょ?変わんなきゃいけない・・・?“そんな風にが

んばって変わりなよっていうメッセージばかりが伝わってくるよって。後頭部をハンマーで殴られたよ

うな衝撃が走りました。わかっているようで、何も子ともたちの気持ちを受け止めることができていな

かった。そこで「じや一プログラムのような、何かをじなきやいけないとかを決めるのをやめよう。」“「何

もしないことも保障しよう」っていうので始まったのが『たまりば』なんです。

・・・そして、『子とも夢パーク』へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子ともと毎日昼食を作って食べ、多摩川の河原で遊びながら過ごす様子を見聞きして、校長会からも

教育委員会からもパッシングの嵐を受けていた私たちが、90年代後半文科省の調査を受けることにな

りました。こんないい加減なことをやっていて、子ともが学校に戻れるようになるのか、社会1こ出られ

るようになるのか。挑発的な調査の依頼でしたが、迷った挙句、受けてみることにしました。結果は私

たちが想像しないものでした。最初のアパートで過こした子ともたちが、7,8年経ってどうなっていっ

たかというと、ほぼ9割がたが高校など学校周辺に進学していました。高校に行っている、或いは大検

予備校に通っている等だったんです。その時、私たちは愕然として、゛なんと生きにくい社会なんだろ

う。不登校したあとに、やっぱり高校とかに行かなきゃ生きて行けないってことなのか?、、と、ちょっと

暗い気持ちになりかけたんです。でも、子ともたちは、「アルパイトしようと思っても、高校とか高卒以

上って書いてあるからアルパイトも出来ないし、小学校・中学校と学校行っていないから、高校で一度

学園生活っていうのをやってみたいんだ、ただそれだけさ。」というのです。″そうか、何も強制されず

1こ思い切り遊んだ後1こ、彼らはそういう風に者えるようになるんだ“ということに気づかされました。

そこからです、国も県も市も挙げて、″居揚所に何か鍵がある・・・! “どなりました。
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それまで適応指導教室を作って、早く学校に戻そうとどれだけやっても、なかなか教室にすら来てくれ

ないし、元気にもならない。家からも出られない。ところが『たまりば』みたいないい加減なことをや

っているところで、どうして子ともたちが元気になるんだろう。居揚所に鍵がある。そこで施策の方向

が大きく変わりました。そして私たちのような取り組みが評価され始めたんです。私も策定に委員とし

て関わった川崎市子とも権利条例が2000年12月に議會を通過します。その後すぐに2001年新春、

市長の口から「子とも夢パーク」構想が発表され、夢パークづくりへと入っていきます。私たちの取り

組みは、行政との協働事業へと形を変えることになりました。

○えんって、こんなところです

2001年に川崎市子とも権利条例を施行し、子ともの人間としての大切な権利を7っに位置づけ、こ

れに基づいて出来たのが、『子とも夢パーク』です。その中に日本で初めての公設民営の『フリースペー

スえん』があります。

ここでは利泪料を取らす、経済の垣根を越えることを実現しました。生活が困窮している家庭の子と

もたちでも安心して通ってくφことができます。またあらゆる障がいに対して、受け入れをしています。

発達障がいや知的・精神的な障がいをかかえている人たちも通って来られるように、権利保障の基にで

きあがった揚所です。非行傾向の子ともや茶髪・金髪のままでも来ることができます。あらゆる子とも

たちに対して、一方的に排除することなく、大人たちは関わり続けようと、覚悟を決めている揚所です。

ワ毎日ごはんを作って食べる

えんは暮らしの揚です。ご飯を作ったり、勉強したり、楽器を演奏したり、絵を描いたり、モノづく

りをしたり、パソコンやったり、本を読んだりしています。ゲームも禁止していません。なぜなら、ゲ

ームでようやく人とコミュニケーションをどっている子ともたちがいるからです。「学校にも行かず、自

分は何をやっているんだろう」と自己否定を重ねているときに、辛うじてゲームで自分を紛らわせで、

過剰に自分を責めることから逃れている子ともたちがいます。ゲームが命を繋ぐツールになった子は、

実は相当たくさんいるのではないでしょうか。ゲームを思う存分にやった後に、不思議とゲームだけの

生活から抜けるタイミングが来ることがあります。それは、自分の中1こ欲が出てきた時です。ゲームも

面白いけどJ"こんなことやってみようかな"“やった方がいいかな"と思うものが見えてきて、この俺

でも大丈夫、私でもきっとなんとかなるという感情が広がってきたら、ゲームじゃないものにも手を出

すようになるものです。だからずっとゲームづけで一生過ごしてしまうのではないかなどと心配しなく

ていいのです。

私たちの基本理念は、「自己肯定感を育むこと、生きているだけで祝福される、そんな場の実現」です。

「ふつうとか、あたりまえ」といった、世間一般の物差しを持ち込まない。それが持ち込まれると、子

ともはとんとん元気を失います。その子が勉強したいと自分で思った時がその子にとっての取り組みの

始まりなのです。「いま勉強やっていなかったら、君には将来は無いから。」なとと脅しをかけてしまう

のが一番よくありません。そのことで子ともは追いつめられて焦るだけです。今さらやっても間に合わ

ないという気持ちにさせられてしまいます。本人に欲がでてくるまで待てば、いくらでも間にあうので

す。

フリースペースでは「美味しいね」でみんながつながることを大事にしています。10時半に集まって
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きた人たちが、自分たちでメニューを決めて、買い出しに行き、畑で収穫し、自分たちで作った味噌な

とも使って食事を作ります。子ともたちは、ホワイトソースやカレーも既成のルーなどを使わすに本格

的に作ったりもします。「すっげ一うまいI」「作ってくれた人ありがとう」と言う声が飛び交います。

感謝される体験から、自己肯定感を獲得していきます。そしてみんなとっても元気になっていくのです。
ご飯をつくって食べるって、暮らしを取り戻すということなんですね。学校へは行けなくても、暮らし

を取り戻すということがとても大事なんだということを学んできました。下手に勉強の遅れを気にしす
ぎて、子ともを潰さないでくださいね。

○巣立っていく子ともたち

燻製作りが得意で“ビーフジャーキーの帝王"と呼ばれた男の子がいます。彼は中学から学校へは行

かず、燻製作りや楽器の演奏に時間を費やしました。その後定時制高校に行き、今年の春に4年制大学

を卒業しました。「そんな楽しい事ばかりしていていいのが、みんなが勉強している時に1」と言う声が

聞こえてきそうですね。そこが逆なのです。やってみたいこと1ことことん挑戦する環境というのが大事

なんですね。また、ある子は仲間が高校1こ行くときには、「俺、やっぱ行かない」と言って、数年後、高

認(高卒程度認定試験)を取りました。いざ高認をとると、不思議なほど「大学へ行ってみようかな」

と言い出す子が多いものです。それは、やらされていないからです。高認くらい取りなさいとか言われ

て(強制されて受けてもダメかもしれない。今まで私たちが関わった子たらの中で、受験を希望した子

は、結局みんな取れています。けっして成績優秀な子ばかりが集まったわけではありません。取り組み

方次第なのです。大学入試もA○入試など、自分め得意なもので勝負するとか、様Rな入試の方法があ
ります。自分が気になる新聞記事を30日分くらいだったかな?それをノートに貼って、自分の考えを

書いて大学に提出するといった課題をこなして、大学1こ行った子もいます。諦めなければ道はいろいろ
あります。

今、僕は早稲田大学で授業を持っているのですが、″ボッチ飯"といって、一人でご飯食べていると、

「あの子きもい、友達いないの?」って思われるのが心配で、大学のトイレにたてこもってご飯を食べ

ているという子だちがいます。食べるということにも緊張を伴う時代なんですね。だから私たちは、一

緒に作って食べる仲間がいるというのは大事なことだなあと思っているのです。食事をするとき、一人

じゃないんだという実感、それが元気になるポイントのひとつなのです。

゛ケガと弁当、自分持ち"。やりたいこと1こ挑戦できる。夢パークでは、禁止の置板をできるだけ立

てずに、やってみたいことに挑戦できるプレーパークづくりに取り組んでいます。子ともたちが自信を

奪われていったのは、やりたいことに挑戦できる環境を失くしたことが大きいです。自分の力の限界ぎ

りぎりで挑戦してできたときの達成感を味わえるような遊び環境はありません。また安心して失敗でき

る環境と言うのも大切です。失敗を越えて行く力を育むと同時に、できないことを受け入れていく力も

大事なんです。その点、遊びが持っている力は捨てたものではありません。「み～なが勉強している間に
外に出て遊んでいるって、なにごと?」なとと言ったりすると、どんどんひきこもりの子をつくること

になります。「せっかく時間があるんだから、いろいろ行きたいところへ行っちゃおうよ。」って遊びに

行くのはいいことです。そこまでいくと子ともは、″自分はだめじゃない。悪い事しているんじゃない"
と思えできます。そうしたら、元気を回復していくのは早いのです。
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こうして過ごしているうち1こ、その子だちがびっくりするほどどんどん巣立って行きます。不登校を

している時間にだって意味がある。その意味ある時間を否定しないでね、と言いたい。
ワひきこもり支援のゴール

神奈川県青少年問題協議会の委員をしていた時、神奈川県知事と一緒のその会議で、ある答申を出し

ました。ひきこもり支援のゴールは何か? 最近では“就労に結び付けなきゃ゛という圧力が強まりつ

つありますが、私だちの協議宗が当時出した答えは、「ヘルプがだせること』、「助けて」が言えるように

育てよう、でした。就労をゴールに据えるとハードルが一気に上がります。そうすると、それができな

いことで、また子ともを追い詰めることになります。せめて「助けて」が言える子に育てよう、本当Iこ

生きるすべが無かったら、生活保護というセーフティーネットはあるのですから。

ワ『すげ一!』に出会う

"ひらせん"と呼ばれている科学の先生が毎月『えん』1こ来て、教えてくれます。このひらせんとの

出會いがきつかけで、アメリカの国立の癌センターの研究員になった子もいます。例えば科学って面白

い・生物って面白いと、その面白さを伝えてくれる人と出会えたら、その人の先にはいろいろな道が広

がります。だから、出舎いのチャンスを奪わないでください。学びの揚は学校だけではありません。不
登校の間を、ダメで暗い時間にしないでください。

毎年開かれる「たまりばフエスティバル」の準備は、企翫から進行、プログラム作り、チケット作り

の裏方から、脚本・大道具作り、そして本番の歌やダンスや芝居の出演、楽器の演臭など、すべて子と

もがやっています。こういう自分たちで作り出していく体験を通じて、子ともがびっくりするほど成長
していくんですね。

また、学校.(県教育委員舎)からは先生が『えん』ヘー年間派遣されてきて研修します。ある年は韓

国の国技である武術のテコンドーで世界選手権3泣の腕前を持つコンちゃんという体育の先生が来て、

子ともたちの人気者になりました。テコンドーをはじめ、いろんなことをして、思いっきり遊びました。

そうしたら「こんな先生がいるんだったら高校に行ってみようかな一」って高校受験する子が増えるよ

うになったんです。その次に来たカンちゃんと呼ばれた英語の先生は、みんなに囲碁の面白さを教えて

くれました。すると子ともたちの間で囲碁ブームが巻き起こり、それまでほとんど毎日のようにゲーム

をやっていた子ともたちが囲碁に夢中になりました。そして囲碁6段のプロを連れてきてもらって、ひ

とりで3人の子ともを相手に同時に対局していただいたんです。対局後、全部流して最初から碁石を置

いていきました。「で、君、この17手目のこの石がね」などと言いながら、3人分全部を再現して見せ

-たのです。子ともたちはあっけにとられて、「すげ一!」。の連発。 世の中、・「すげ一」1こ出舎うって大事

ですね。子ともたちのワクワク・ドキドキ、好奇心を育υ。そのためには『子とものいのちを真ん中川こ

おいて、おとなが柔軟な者え方を取り入れていくことが求められているのだと思います。

もゝ
?;.

j゛i至ε

1 曜ロ
零コ4

1.よζ屹

1叶ク1

4騙ご

プレーパーク冒険遊び場
10
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西野博之氏 講演会『不登校の気持ち～生きづらさを抱えた子どもたち～』 H25.7.14
アングート感想よとめ

○子どもたちを変えるのではなく、まず大人たち、親が変わらなければいけないんだなと
強く感じました。不条理な社会生活で自分を見つけ出すことができにくい子どもたち、

大人が多いことに驚きました。それと同時に自分のやりたいことを見つければ、自然と
動き出すんだなと思いました。色々なきっかけの楊が酉野先生の活動なんだと感動しま
した。とにかく信じてあげることが一番大事なんだと思いました。自分ちそうですが、
不登校やひきこも゛りの子どもたちが大きく羽ばたける堤所が国分寺でもできればなと思
います。微力ながら協力できることがあれば色々とさせて頂きたいと思います。本田ま
あ゛りがとうございました。

○初めは“命゜゜の大切さ、重さを感じるお話から入り、少し胸が熱ぐなり、苦しい部分が
ありました。川崎市のフリースペースの、のびのびと好きなことをして過ごす子どもた
ちの姿を見ると、自分がこれまでしてきた息子への教育や育て方がどこか間違っていた
と改めて気づぎ、もう20歳になってしまいま“したが、今後の参考になりました。この
ような会を開催するには大変なエネルギーを要したと思います。参加できたこと感謝し
てお.ります。

○百野先生のお話とても感動しました。『だれもが生きているだけで祝福される』・『子ども
の命を真ん中におき、子どもの命の方へ制度やしくみを引き嵜せたい』・・・7年前に息
子が、そして今年娘が不登校となり、我が子の命に思いを寄せることで、世間一般の価
値観をそぎ落としてきました。子どもたちが教えてくれた大切なこと、現実社会の波と
のギャップに思い苦しんでいましたが、今日のお話を聞いて、勇気と希望が湧いてきま
した。不登校の子どもたちからのメッセージは今の生きづらい世の中を変えていく力を
持っ才いますね。国分寺での居場所もそのひとつになると信じています。′頑張ってくだ
さいワ

○とても?とてもステキなお話で幸せな気持ちになりました。長男(21歳)にADHDが
あり、10歳の時学校でいじめられ、中3までうまく学校へ通えませんでした。今高1
の娘には学習障害がありますが、長男の時のこどを踏まえ、勉強が苦手なだけな子とし
て育てたつもりです。途中いじめを受けたこともあるようですが、自己肯定感を失わず
にこられたのか、乗り切れたようです。いじめを受けたことで、立場の弱い子への思い
やりも持つこともでき、人生の中で無駄なことは何もないんだなアと思いました。そして、
ちょっとだけそんな娘に頑張って育てた自分もほめてあげたい・・と思いました。本当
にありがとうございました。

○いのちをもう一度考え直して、子どもたちとの関わりを、考え直したいと思いました。西
野先生(=も体調の悪い中、ありがとうございました。

○大変勉強になりました。ありがとうございました。ああ親なんか(私のことです)ろく
なもんじゃない!『何もしない』フリースペースというお話でしたが、プログラムがいっ
ぱいでお話を伺ってお腹いっぱいという感じがしました。うちの子は休みつつ学校に通
っています。保護者としてのんびりみているりもりでしたが、スキルを身につけるこの
ようなスペースに行った方がよいのか、私はかえってじやまかもとか心が?ゆれました。
こういう風にあせる自分に反省しています。人生はゆっくり?といっても、やっぱり親は
′あせります1 1大切なのは本人の考えなのにねと思いました。
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西゛野博之氏 講演会『不登校の気持ち～生きづらさを抱えた子どもたち～』 H25.7.I4
っ、 .L- 1 っ貴÷ロニレ 1 ・1
ノ / ソ 1゛4亡R゛ノ゜G\ス(一 びノ

○今日は言うところの学級崩壊に陥ったクラスの中で、今日言うところの発違障害の子ど
もたちが何かとうまくふるまえない、そんな状況の中でクラスの混乱の元凶と戟たちか
ら我が子が名指しされたのをきっかけに、担任、校長、教育委員会と交渉を持ち、その
結果我が子を小学校に通わせないことが最善と判断して子どもを不登校にさせたのが
1996年。以来17年、今日の主催者の方゜々のお話、西野さんのお話を伺って、世の中変
わっていないという思いと、まんざら捨てたものではないという思いと、相反する感想
を持ちました,預達障害の診断を受けている息子は今、ある社会福祉法人でアルバイト
をしています。『ひらせん』は国分寺でも月1回教室を開いていますよ。有料ですが。我
が子が今でも通っています。

○心に響く言葉、フレー〆がたくさんありました。『何もしないを保障する』大切だと感じ
ました。同時に多くの大人にとってはとても難しいことだと思いました。西野さんのよ
うな子どもの最善の利益を考えることのできる大人をひとりずつでも増やして辻会をか
えていくことができるといいなというより、していかないと未来がないかもしれないと
思いました。

○夢パークのようなところがあるのはとてもよいと思う。もっと近くにあればいいのにな
と思いました。学校に行かせようとするばかりがいいのではないと思いました。

○西野先生の子どもたちへの想いが伝わ゛り、感激しました。.子どもたちを理解したいとい
う強い気持ち、困難が起こっても寄り添って行く、そんな覚悟を感じました。そういう
大人と出会えた子どもは幸せだなというか、そうなっていかないといけない、少しずっ
でも。不登校でなくても、子育てに迷い、不安のある人にとって.も、とても響くお話だ
ったと思います。こういう機会を作っていただきありがとうございました。西野先生が
お元気で、ご活躍されることを願っております。

○感銘を受けました。どの人も排除しない、人権を守る、暴力を排除する、あたりに。
○とてもわかりやすく、そうだったのか、このままでもいいのかなと思え、居揚所もある

のかと安心できました。大享なのは命だということも改めて思いました。
○学校へ行くより、楽しそうで有意義なスペースでした。不登校でなくても通わせてみた

くなるようでした。

○親として、不登校の子どもを抱えたとき、親としてどう対応していくべきか、親の立揚
をよく理解できました。今後こうした家庭を抱えた方に接するときの参考になりました。

○生々しいエピソブドが繰り返されると、さすがに頭の中が白々としてくる。しかし、「ど
うかつぶさないでください」「わかった」?「そんな毎町「あっ、いいよ」に。確かに触発
力はある。

○わが子にとてもあっていそうな揚所で(私が望んでいるような場所)、すごくいいと思い
ました。言ってはいけないと思いながら、袢り言のように言っていたこと(まるで恨み
言のような・.・・)ひどい親と思いながら、考えが頭から離れない。今日のお話を聞い
て少しでも止めていけるようがんばります。

○とても感動しました。

○遺児(親を亡くした子どもたち)を支える団体で働いています。不登校のお子さんも多
く、今回受講してみました。自分の子どもも遺児です。
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西野博之氏 講演会『不登校の気持ち～生きづらさを抱えた子どもたち～』 H25.7.i4
J/グーjへ,{嵌思王とめ

☆不号校を否定しない☆不登校の理由を話せない→とても勉強になりました。
゛自分の子育てに関しても「ダメだし」をついついしてしまい、今回改めて反省しました。
大人も子どもも居楊所づくりの霊要性を強く感じました。
○とても子ども.たちの気持ちがよくわかりました。

○とてもわかりやすく理解できた。ザポーターとして、そのような子どもや大人の人に
どんな心がまえで接したらよいのかわかりませんでしたが、少し理解できたように思い
ます。川崎だけでなく国分寺にも、そして全国にこのような居場所が増えていけばと思

?いました。まずは国分寺にを皆の合言葉にして、協力してできたらなと思います。一人
の力では無理なことも皆でなら。

○不豊校や引きこもりの方々と長年向き合ってこられた講師のお話は、経験に裏打ちされ
た説得力のあるもので、また真撃に向き合ってこられたお人柄が伝わり、とても感動し
ました。何かお困りの方のお手伝いでもしたいと思いますが、本気でどこまで関われる
か自問すると不安も感じます。

○実践を伴ったお話だったので、共感しながら伺いました。人聞て複雑な、ものなのですね。
自分を見つめ、目的がつかめたとき、.あんなに明るく笑い、素晴らしい力を発揮できる
のですね。

?
?
?
?
―
i
"
?
?
?

※参加者数:56名(主催者側役員を含む)
うち 当事者親

当喜者親、親の会主催者

サポーター

当事者親、サポーター

議員

当享者

当事者、ボランテイア志望

居場所主催者

入クー)リソーシャルワーカー

不明
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霊どげ

1申学生のひろぱラ

園

色々な事情で学校へ行かれなくなってしまった子ともたち

生きづらさを抱えたあなた

そん話あな辷0辷史0会1喀。

行きたくても学校を見ただけでお腹が痛くなってしまう。

′てi?:″ξ・・″?、.
・・゛.?、.″::,?,,′

本当は行かなくちやと思うのに行けない。だから行かない。
゛tJ

““渭校へは行っているけれどいつも不安を抱えている。

ヘ出ることができず、辛い思いで家にいることが多い。etc ・―・

静 いろいろな思いをしている人たちと出会える揚です。

ぜひ来てみてください。

壕 臭
會!中

ξlン{[丼蕉 !一
1?

1,ζ;

I?]・.「?・]・てJ二』
中?中

・,17:00

' yllll*i=.
警こんなことをしています

教師による学習支援

フリマ体験

畑体験(無農薬栽培・持ち帰り可)

PC講座(予定)

そ0猛ま々灯ん亀まPΦ0Kんべここ
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鳴.町
゛
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1
゛ 1呆言菫者(フ)方へ

お子さんがある日突然学校へiテけなくなってしまった・・・

学校へ行かせなくては将来が心配。

でも今は学校へ行ける状態ではない。

きっと、親子で辛い思いをざれていることでしよう。

今は、お子さんの心をやすませてみてはいかがでしょうか。

お子さんの心が癒えたら

きつと自分から1可かをしたくなるでしよう。

今は、一緒にお子さんを見守りましょう。

[株]00親の會を開催しています

不霊校になってしまう子ともは年々増えてきているとはいえ

クラスで1～2名と言ったところでしよう。

誰かに相談したくても、自分と同じ立場にいる人でなければ

なかなか言えません。

結局は自分で背負ってしまい、自分も辛くなってしまう。

そんな時は、同じ思いをしている親同士励ましあえたら嬉しいですね。
気持ちをシエアしてみませんか。

*九本
豪
彰

雪どけ

代表 伊藤由美子
連絡先:〒185-○024 国分寺市泉町1-12-5

8 090-6023-5812

FAX○42-320-3153

日Ph甘p://neoplasm.co.jp/yukidoke/
E-mail:yukidoke.321 8@gmail.6om

不登校や引きこもりや生きづらさを抱えた子ともたち、

若者だちのために活動しています。居場所開催、学習・

進学を支援しています。

一

中学生のひろば

一
一

一 - -

ネ

一64-



様式第1号(市民活動団体提案事業)

平成26年度募集国分寺市提案型協働事業「提案書」

国分寺市

、収受

1
.
E
I

平成 26 年 7月 15日

国分寺市長

井澤 邦夫 様

事務所の所在地 国分寺市本町1-7-11 稲垣方

団 体 名 国分寺難病の会

代表者氏名 稲垣 恵美子

次のとおり提案します。なお、会員名簿・担当者連絡先を除き、公開を承諾します。

1 提案事業名 I言語リハビリ事業

2 提案事業予算 944,300円

これまで言語リハビリは国分寺市障害者センターの事業でおこなわ

れてきたが、制度上の理由で廃止された。その後、当会による自主事

業として市の補助金を受けながら「言語リハビリ教室」を行ってきた

(月2回だけ)が、財政の確保・事務機能の問題で運営困難な状態に

置かれてきた。

しかし、難病患者は根治治療法もなく進行する障害に苦しみながら

も前向きに生きようとしており、言語訓練を途切れなく行うことが障

害進行を遅らせ・改善するために残された唯一の方法である。特に、

進行性脳・神経難病患者が遭遇する呼吸・嘆下・誤嘆の防止にも言語

リハビリは効果的である。難病患者にとって、本事業を途切れなく継

続実施していただくことが最大の懸案であり、提案理由でもある。

本事業は国分寺市に居住する国分寺難病者及びその他周辺領域の類

似患者(高次脳機能障害者、脳血管障害者等)も対象とし、言語聴覚

士による「自由会話」「体操」「文書音読」という一連の流れを持つプ

ログラム及び呼吸、嘆下、誤嘆訓練指導等を行う。

●「自由会話」 とは、各自の発言を引き出すことを目的とした導入プ
4 事業概要

i4。こ;≦i-C-記入1二てて士功勇゜
●「体操」 とは、楽しみの要素を取り入れながら行われる難病患者等

してください)
の障害特性を考慮した自宅でも簡単に実施できる体操である。

●「文書音読」は、一番時間をかけて行われる文章を声に出して読み

上げて行う発声訓練である。本事業の継続発展・質的向上により、難

病患者等の障害の進行を遅らせ・改善することに資すると思われる。

●「呼吸」および「唖ミ＾話凍」とは障害により嘆下や誤嘆を併発しや

3 提案理由

■



すい。そのため顔や首の筋肉の緊張を解いたり、鍛えたりすることで、

嘆下、誤嘆予防を目的にする。

今回、行政との協働事業として新しく 「言語リハビリ事業」に取り

組むことによりリハビリ本来の効果が期待できる。また、行政と市民

団体としての繋がりを強め、難病患者等にとっての福祉サービスの充

実につながるものと確信する。
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様式第2号-1(市民活動団体提案事業)

団体名 国分寺難病の会

1 事業目的

(①解決する社会

問題,②事業の対

象,③何を実施す

るか,④到達点

を記入してくださ

い)

2 事業内容

(当該事業で具

体的に何を行う

か記入してくだ

さい。)

週1回(月曜日を予定)、2時間、言語聴覚士による言語リハビリプロ

グラム(自由会話・体操・文書音読、その他概要は以下を参照)の実施。

●自由会話:各自の発言を引き出すことを目的。会話の内容は、皆が興

味あるもので、家族のこと、病気のこと、障害者のケア、障害の経験談、

政治のこと等多岐にわたっている。

●文書音読:新聞や本の中から、言語訓練に役立つ文章を取り上げ発声

訓練。音読するものは『外郎売り』のような古典から、新聞のコラム欄

等多岐にわたる。途中、読み方、意味、感想等を必要に応じ議論。

●体操:呼吸体操、口(舌)の体操、首の体操。頭を使うように、後出

しじやんけん、数字の引き算の結果を大きな声で言う等。

●この他30分程度個人対応として嘱下予防、咀喝について、口腔衛生

の指導。

●ボランティアの配置:受講者は病状の進行によりさまざまなサポート

が必要である。そうした方のために看護師およびボランティアが付添介

助をしている

①車椅子から椅子、椅子から車椅子への移動のサポート

②プリントなどをめくる際のサポート

③落とした物や取れない物を取っていただく

④移動の介助・見守り(車椅子・歩行器・自力歩行)

 エレベーターの乗り降りの介助・見守り

 トイレの介助・見守り

3 事業計画案

(事業の実施ス

yジュールを記

kしてください)

1ページの表を貼り付ける
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平成26年度「言語リハビリ教室」実施予定表

日程:毎週月曜日

時間:午前10時～12時

場所:国分寺市障害者センター 多目的室

講師:言語聴覚士(加藤久美先生・松井育世先生)

内容:自由会話・・・各自の発言を引き出すことを目的。会話の内容は、皆が興味あるもので、家

族のこと、病気のこと、障害者のケア、障害の経験談、政治のこと等多岐に

わたっている。

発音練習・・・発話明瞭度の改善、発話量・声量の増強

文章音読・・・新聞や本の中から、言語訓練に役立つ文章を取り上げ発声訓練。音読する

詩朗読 のは『外郎売り」のような古典から、新聞のコラム欄等多岐にわたる。途中、

読み方、意味、感想等を必要に応じ議論。

呼吸体操・・・呼吸体操、口(舌)の体操、首の体操。頭を使うように、後出しじゃんけん、

数字の引き算の結果を大きな声で言う等。

その他・・・・司燕下予防、咀曝について、口腔衛生などの指導

ボランティア付添有り

①車椅子から椅子、椅子から車椅子への移動のサポート

②プリントなどをめくる際のサポート

③落とした物や取れない物を取っていただく

④移動の介助・見守り(車椅子・歩行器・自力歩行)

 エレベーターの乗り降りの介助・見守り

 トイレの介助・見守り

休講(祝日・障害者センター休館・年末年始休み)

44回実施予定

-68-

平成26年4月 6 13 20 27

5月 4休講 11 18 25

6月 1 8 15 22 29

7月 6 13 20休講 27

8月 3 10 17 24 31

9月 7 14 21休講 28

10月 5 12休講 19休講 26

11月 2 9

14

16 23休講 30

12月 7 21 28休講

平成27年1月 4休講 11 18 25

2月 1 8 15 22

3月 1 8 15 22 30



様式第2号-2(市民活動団体提案事業)

団体名 国分寺難病の会

4 事業の対象

(地域、対象者、対象

総人数等を具体的に)

5 事業の実施場所

6 役割分担

(具体的に)

7 成果指標等

(事業成功のポイン

トや,目標)

国分寺市に居住する国分寺市内の難病患者及びその他周辺領域の類

似患者(高次脳機能障害者、脳血管障害者等)をも対象とする。

●国分寺市内に神経系難病者は262名。また、脳血管障害(脳梗

塞と脳出血、クモ膜下出血に代表される脳の病気)や高次脳機能障害

者(交通事故や脳卒中などの後で、それが原因となって、対人関係に

問題がしようじたり、生活への適応が難しくなる障害)となり言語リ

ハビリが必要となられる方も増加している。

●市内の言語リハビリ対応施設は数施設しかなく、今後言語リハビ

リへの期待は高い。

●現時点で言語リハビリ教室の参加者は10名程度であるが、市報掲

載、難病の会会報での呼びかけ等で15名程度を目標としている。

国分寺市障害者センター 多目的室

*当センターは車椅子対応のバリアフリー及び障害者トイレ常設。

く提案団体が担う役割〉

講師との折衝。 参加者募集。 ボランティア確保。 資料準備。 会

楊設営。 見学・相談対応。 年間計画作成。 実施報告書作成。 各

種連絡通知。 受講者へのアンケート調査・集計。会報の発行。

*作成した各種(案)について両者協議の上内容の確認。

く市が担う役割〉

言語リハビリ事業(言語リハビリプログラムを含む)の準備から実

施・次年度に向けた取り組みへの定期協議。 参加者募集を市報掲載

で周知。 会場確保。

*作成した各種(案)について両者協議の上内容の確認。

会話はコミュニケーションで最も重要な手段であるが難病患者及び

その他周辺領域の類似患者(高次脳機能障害者、脳血管障害者等)の

多くは言語障害に悩まされている。

●言語リハビリの効果はコミュニケーション及び言語・構音機能改

善、介護者らとの対人関係、本人や家族のストレス改善、言語以外の

認知機能改善、社会生活の拡大、摂食・嘆下障害など多岐にわたる。

●嘆下障害は、誤嘆性肺炎の原因のひとつであり、また、低栄養状態

となり寝たきり、褥癒などの要因となり、入院、施設入所の誘因とな

っているものと思われる。嘆下障害に対する言語聴覚士によるリハビ

リテーションにより誤嘱性肺炎防止結果により入院治療の必要性の

減少、寝たきりにならずにすごせる在宅期間の延長がはがれるものと

思われる。

●機能的に明らかな改善は見られずとも日常生活上の留意点などで

能力的には改善が認められ、また、家族との会話の頻度も増加し、本

人の発話量も増加したことは成果と評価できる。

●本事業の途切れないjぺ二及び指導により受講者自身の生活・人生の-69-
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質(QOL)の向上に繋がることを目標とする。

●本事業に関わり受講者介助支援をおこなうボランティアの協力は、

受講者の理解を深めると共に、ボランティア育成にも繋がる。

●受講者の二-ズに合った公共サービスの提案可能に繋がる。

8 市と協働する意

義及び必要性,協

働による相乗効果

難病患者、高次脳機能障害者等は、「福祉の谷間」に位置づけられて

おり、福祉サービスも皆無に等しい。そうした現状の中で、市と協働

する事業の展開は難病患者にとって

●難病者が社会的な使命を実現する機会が増え、会活動の活発化につ

ながる。

●協働による活動によって、難病者に対する行政・市民の理解や評

価が高まる機会となる。

●協働事業の展開により難病者自身の社会貢献や自己実現の意欲を

生かす機会が拡大し、その連携により生きがいの発見など心の豊かさ

の向上に繋がる。

●行政がもつ情報や組織を活用することにより、より質の高い活動

を展開することが可能となる。

以上のように、この事業展開は福祉サービス向上の具体的一歩になる

と同時に、難病患者にとっても市政の前向きな方向性に信頼と安心が

得られる相乗効果が生まれる。

9 事業実施後の展

開(事業終了後どの

ような展望があるか)

国分寺市地域福祉計画の中に難病対策が含まれているが、具体的な方

策はできていない。

―今回のこの提案により行政が難病患者への理解を深め、

●効率的な役割分担を通じて、行政の役割・サービスのあり方が変化

していくことにより、行政規模の適正化が図られ、

●また難病対策が公的に認められ、本事業が今後定期的に開催される

ことにより国分寺市の福祉事業に定着することを望みます。

毎週1回の途切れのないリハビリは平成24年度に実施された計画

査定に係わるアンケート調査の中で示された「福祉サービスを利用し

て家庭で生活したい」という難病患者の希望の実現(現策定中の国分

寺市地域福祉計画に言語リハビリが盛り込まれる)につながると思わ

れる。



様式第3号

(市民活動団体提案事業)

団体名 国分寺難病Q会

提案事業収支予算書

(収入の部)

(支出の部)

-71-

区分 予算額 摘要

委託金 944,300円

944,300円

区分 予算額 摘要

(人件費) 423,640円

講座企画890円X3HX2人×6回=32,040円

講座運営890円X3HX2人×44回=234,960円

講座記録・報告890円X2HX2人×44回=

156,640円

(報償費) 396,000円
講師謝礼(アドバイザー料を含む)

44回xgooo円=396,000円

(通信費) 6,000円 通信費500円×12ケ月=6,000円

(消耗品費) 17,470円

事務用品費

A3・10枚×44回=583円

カートリッジ3本×5,629円=16,887円

(保険料) 20,800円
ボランティア保険2名×500円=1,000円

行事用保険15名×44回×30円=19,800円

直接経費合計 863,910円

(諸経費) 80,390円

合計 944,300円



様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体概要書

※枠の大きさは、字数制限を表すものではありません。枠を広げて必要な事項を記入してください。

ただし、簡潔に分かりやすく記入してください。

1

団体の名称

(フリカ゛ナ) コクブンジナンビョウノカイ

国分寺難病の会

所在地

〒185 -0012

国分寺市本町1-7-11 稲垣方

設立年月日 平成4年 9月

会員の状況

正会員数 84 人・

団体

(内国分寺市民74人)

年会費 1200円

賛助会員数 人

団体
年会費

活動目的

国分寺市に住む難病患者とその家族、′難病者を支える市民が集ま

り、交流や学習の揚、講演会等を通して互いに理解を深め親睦を図

りながら、難病患者の医療と福祉の向上に努めることを目的として

活動を行っている。

また、難病患者も社会の一構成員として社会参加し、社会的役割

と社会的貢献を行っていくことをも目的として様々な活動を行っ

ている。

活動内容・活動実績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

場合には、委託事業

名、委託契約先名、

委託時期を記入して

下さい。)

1.『であいの場』定例会の開催。2.会報『であい』の発行。

3.学習会・講演会の開催。

4.地域交流・親睦を深める活動「笑いと歌の会」開催。

グループメール「ほのぼの」を通しての交流活動。

6.自主事業「言語リハビリ教室」の開催。

7.国分寺障害者団体連絡協議会(国障連)行事(市の委託事業:

春のバスハイク、秋の運動会参加)への参加、協力。

8.社会福祉法人(万葉の里)の運営協力、国分寺障害者センタ

ー事業への参加。

9.東京難病団体連絡協議会加盟。

ホームページ

担当者連絡先

氏名 ■■■■■■■■瞳 (役職)■―l■■園
住所 ■■■■■■■■■■■■
』呻11騙醐■1画]鳴1 FAX 左に同じ
Eメーノレ■I■■ⅡSⅢlⅢ■晶ム竺1■■■■―I■■



国分寺難病の会 会則

(名称と事務所l

第1条 この会は「国分寺難病の会」 と称し、事務所を会長宅に置く

【目的と構成】

第2条 この会は、国分寺市に住む難病(特殊疾病)者(児)とその家族及び難病

者を支える市民により構成し、難病者やその家族とかかわり、交流を

図りながら市内難病者の医療と福祉をすすめることを目的とする

【事業】

第3条 この会は、目的達成のために次の事業を行う

(1)学習会・講演会

(2)交流・親睦を深める活動

(3)会報「であい」の発行

(4)社会福祉法人「万葉の里」及び関係団体に協力

(5)その他目的達成のための活動

【役員】

第4条 この会に、次の役員をおく
ム会長 1名

副会長 2名

ム
ズズ

広 報 若干名

相談役 若干名

【役員の選出と任期】

第5条 役員は総会で選出し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない

なお、欠員により選出された役員は、前任者の残任期間とする

一11-
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【会議】

第6条 1、総会は年1回、年度始めに開催する

2、役員会は総会に次ぐ議決機関で、会長が随時招集する

【会計】

第7条 1、この会の運営費は、会費、補助金、助成金、寄付金等により賄う

2、会費は、年会費とし1世帯1,200円、団体1口1,000円とする

3、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第8条 この会は、政治及び宗教活動をしてはならない

【慶弔規定】

会員等の祝い金、見舞金、弔慰金などは役員会で決める

【附則】

*この会則は、1992年9月27日より発足施行する

*1993年4月18日に一部改定

*1995年5月7日に一部改定

*2003年5月10日に一部改定

* 2004年5月15日に一部改定

*2012年5月13日に一部改定

* 2012年8月4日に一部改定

-12-
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1977年12月3日第三種郵便物認可(毎月l8回1.2.3.5.6,7の日発行)2014年5月26日発行通巻5732号 1
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《お気軽に相談できる場として

基幹相談支援センターをご利用ください》

戸,1

鉋

国分寺市障害者基幹相談支援センター
かとうだ

河東田 博

皆様、はじめまして。この4月に赴任してまいりました河東田と申します。今後皆様と

の関係を持つことになりましたので、よろしくお願い致します。

(1)どの法律の、どの条項に基づき基幹相談支援センターが国分寺にできたのか

基幹相談支援センターは、障害者自立支援法改正に伴い、2012年度予算で制度化された

機関で、2013年4月1日から施行された「障害者総合支援法」第77条の2に明記された

「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関」です。国分寺市では、2012年4月1

日から国分寺市障害者センターに設置されました。

(2)その狙い・目的は何か

障害者総合支援法は、「共生」「地域」「意思決定」「権利擁護」を目的として作られた法

律です。一人ひとりの思いや願いの実現と言ってもよいかもしれません。国分寺市では、

市内に暮らす障害者一人ひとりの思いや願いの具体化を計画相談支援を通じて生かそうと

考えました。その中核的な役割を担っているのが基幹相談支援センターで、「総合的・専

門的な相談支援」「地域の相談支援体制の強化」「地域移行・地域定着を促進するための体

制整備」「権利擁護及び虐待防止」という役割を担っています。また、一般の相談支援事業

所とは異なる「より専門性の高い相談」「支援機関が困難を感じる相談」「支援機関の対象

から外れ適切なサービスにつないでいくことが必要と思われる相談(総合相談)」を扱うこ

とになっています。

(3)どのような人が租決できるのか

「障害」のある人に関わる相談なら誰でも相談できます。身内にいる・親戚にいる・近

所にいる障害のある人、障害のある友達の、そして、もちろん障害のある人自身からのど

んな相談にも応じます。障害のある子どもを保育園に通わせたい、専門家のいる児童発達

支援センターに通わせたい、働いてお金を得たい、作業所に通わせたい、家を出てアパー

I 6、ゞ、1 -っo↓ )べ甘さ 1 451 、 ★止ムトユ、 J-ハ,く『立dフハへ虫 プ ムユ?7ユ1 冫.x1 ね写φ↓百-'t.1
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サービスや介護保険サービスを得たい、等々、どんな不安や悩み、心配事でも結構です。

他機関と連携を取りながら相談にあたっていきますので、お気軽にご相談下さい。

(4)どのような手続きが必要か

特別な手続きは一切要りません。電話(042-320-1300)を1本入れていただくだけで結

構です。障害者センター内にある基幹相談支援センターにお出でいただくか、私たちがど

こか(ご自宅または近くのしかるべき所)に出向き、お話をお伺いします。お話の内容に

より、関係者と相談しながら、解決の方法を探っていきます。例えば、障害福祉サービス

を利用する方向が見えてくれば、適切な相談支援事業者にっなぎ、私たちの役割は終わり

ます。しかし、私たちは、その後も皆さんの様子を見守り、必要に応じて関わり合いを持

っていきますのでご安心下さい。

(5)難病者が障害者と認定されるには、どうすればよいのか

「障害者総合支援法」第四条「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であ

って政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」の障害者

の定義により、難病者は障害者と認定されました。認定を受けるための手続きについては、

国分寺市福祉保健部障害者相談室(電話:代表042-325-0111)にご相談・申請していただ

くことになります。

(6)医療、介護、福祉との関係は

皆様はこれまで、医療、介護、福祉の狭間、つまり、介護保険法と障害者総合支援法の

狭間で悩んで来られたことと思います。私たちは、一人ひとりのご要望を丁寧にお聴きし

ながら、時に介護保険サービスを、時に障害福祉サービスを利用できるように調整するお

手伝いをします。

また、一人ひとりのご要望に応じるためには、医療・介護・福祉の三者の協力が必要と

なります。そこで、私たちは、三者と連携を取りながら、よりよい体制が作れるようにし

ていきます。

(7)難病者の特性をどのように理解し、支援する方向性を持っているのか

皆様は、「治療方法未確立で、後遺症を残すおそれが少なくない疾病」をお持ちの方々で

す。また、「経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要す

るために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」をお持ちの方々と理解し

ております。私は、障害者センターの言語訓練に参加させていただき、皆様が様々な機能

の衰えと闘い、機能回復・維持に向かって大変な努力をなさっておられることを実感しま

した。私たちは、このような疾病特性をお持ちの皆さんであるということを理解し、皆様

の身近な存在になり、寄り添いながら相談支援に対処していきたいと思います。

私たちを、皆様がより生活しやすくなるように、ともに考える協力者としてご活用下さ

い。

お気軽に相談できる場として基幹相談支援センターをご利用いただければ幸いです。
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《難病医療法成立》

5月23日(金)に「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病医療法)が参議院を

通過して成立しました。助成対象を56から約300疾患に増やします(*)。助成を受け

られなかった難病が沢山ありましたが、救済されます042年ぶりの制度の見直しで、進

歩といえますが、すべて救済されるわけではありません。また自己負担が増える人もいま

す。来年1月から施行されます。

(*)国の疾病56疾患が、150疾患に増え、来年夏頃には約300疾患に拡大される

予定

毎月の自己負担の限度額は患者の症状と、(従来の所得額によるのではなく)市町村民税

額により区分されてきまります。原則月額千円～三万円の間です。医療費総額(10割)が

5万円以上の月が年間6回以上ある場合は、自己負担額が月一万円以上の限度額の患者に

たいして、「高額かつ長期」の患者として減額になります03年間の経過処置が考えられ

ています。入院時の食事は全額患者負担です03年間の経過処置として半額が患者負担に

なる予定です。

現行の「医療券」から「医療受給者証」へ名前が変更になります。都道府県が指定した医

療機関(病院、診療所、薬局、看護ステーション等)での医療サービスのみに対して助成

が得られます。対象疾病、医療受給者証の有効期間、所得区分等については、今後厚生労

働省令にて、示される予定です。

医療券 ～難病医療券が変わります～

さて、現在お持ちの「医療券」は9月30日で有効期限が切れます。例年であれば都のほ

うから継続の手続きをするようにとの書類がくるはずですが「難病の都医療券をお持ちの

方へ」 という文書を受け取ったものと思われます。現行の「医療券」は9月に有効期限が

切れ、来年の1月からは新制度に切り替わります。もし今、医療券の発行をお願いすると

10月1日から12月31日の有効期限の医療券になってしまい、来年の1月からの医療券(医

療受給者証)の発行を再度申請する必要があります。これを避けるため、10月1日から12

月31日の医療券は都のほうで自動的に発行し、9月末までに送付するというのが、先の文

書の趣旨です。ただし、保険証が変わたり、所得が減って負担限度額が減額になる見込み

の方は医療券に反映されるよう、なるべく早く(できたら6月末までに)障害者相談室に

手続きください。

来牟1月1日から有効の「医療受給者証」 (医療券)の申請は、9月末までに送られてく

る案内によってください。新たに「医療受給者証」を申請する方は9月末ころまでに国分

寺市役所の障害者相談室にご相談ください。

なお、「特殊疾病者福祉手当受給資格状況報告書」(現況届)については、国分寺市役所

よりの連絡のとおり、10月1日頃までに送付されろ案内に従ってください。
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《平成25年度 事業報告》

Ⅰ はじめに

平成25年度事業報告の中で第1に記すべき事として、自主事業の「言語教室」があり

ます。一昨年から始まった事業です05月から加藤久美言語聴覚士の指導を受けました。

会員の病状の進行に伴い、利用者が8名から5名の減少となり、市報掲載により7名にな

りました。また、利用者へのサポートとしてのボランティアも必要になってきました。第

2として9月24日(火)に、昨年に続き赤い羽根共同募金会から助成金をいただき、春

風亭べん橋゛さんと東京経済大学落語研究会の学生さん(2名)による落語。坂井容子さん

とお仲間による歌と演奏の会をいずみホールで開催。260名の方に参加いただき終始笑

いと和やかな歌の渦に満たされ、あっという間の楽しい時間でした。

この一年間、地域の中で、楽しく、元気になる、であいの場を基とし活動してきました。

Ⅱ 報告

1 定例会「であいの場」・・・難病者とその家族、市民が集い懇談や情報交換等おこなった

第1土曜日13時30分～15時30分障害者センター2階

役員会・・・5/16、6/2017/18、9/19、10/17、11/21、12/19、1/16、2/20,3/20,4/17

に開催(毎月第3木曜日13時30分～)

会報「であい」の編集・発行・会員及び関係団体等へ発送

82号(6月)、83号(9月)、84号(3月)

親睦、交流会

・新年のつどい・・・2/2会食・懇談とミニコンサート(ギター弾き語り)。障害者センター

34名出席

・野外レクレーション・・・ 11/7(相田みつお美術館)29名参加

自主事業「言語教室」毎月曜日10時～11時30分・・・指導一加藤 久美先生

健康教室・体操教室・誰でも出来る太極拳・・・障害者センター2階 多目的室

・健康教室:第3月曜日13時30分～15時30分・・・指導一藤井晶江先生

・体操教室:第1,2,4月曜日13時30分～15時30分・・・指導一岡本公子先生

7.国障連(国分寺障害者団体連絡協議会)関係

担当・・・会長一稲垣、朝倉「運動会・バスハイク企画実行委員会」委員

・6/1・・・バスハイク (鉄道博物館と足利フラワーパーク)一25名参加

・国障連総会・・・6/17(役員一稲垣、朝倉)

・理事会・各会代表者会議 ・喫茶コーナー運営委員会・・・毎月1回開催一朝倉

゜社会福祉法人「万葉の里」との懇談 ・バスハイク・運動会企画実行委員会・・・朝倉、

稲垣

8 その他

・東京難病団体連絡協議会加盟

・多摩立川保健所「北多摩西部地域保健医療協議会」出席・・・山内

2

3

4

5

6
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《平成25年度 決算報告》

平成25年4月1日～平成26年3月31日収入の部

支出の部

1

1

1

1

0l
1

豐叫 一79-

工頁目 25年度予算 決算額 内 訳

会費
72 000 75 500

年会費1,200円×62名、600円×1名、300円×1名
200円×1名

補助金

1 - "

190 000 190 000 国分寺市

助成金 82 000 so ooo
)

東京都赤い羽根共同募金(B型)

寄付お祝い138,655円、東京心障協力会70,000円
国障連活動費 70 000 100 000

ツ

寄付金 1 54 000
フ

208 655
)

交流会
90 000

ν
83 900

新年のつどい参加費500円×31名=15,500円
野外レクレーション会費等2,500円×27名=67,500円
クリスマス・忘年会費900円

国障連バスハイク25名X1,000円=25,000円
8,000円(通信費)、サンサン夢まつり事業2,000円、
国障連お楽しみ運動会200円×12名=2,400円
8,000円(通信費)、新緑祭り(ミニバザー)2,070円

行事費
1 43 000

ア

1 0

47 470

雑収入 42 多摩信用金庫利息等

繰越金 272382
)

272382
)

1 -““ -

 871382
)

1 057 949
) ν

項目 25年度予算 決算額 内 訳

学習費 5 000
ク

11938 講師謝社10,000円、お花1,840円、お茶98円

交流会 297125 285534 であいの場(7回)2,546円、Xmas&忘年会4,500円
野外レクレーション173,842円十通信費5,600円
総会9,178円(茶など)十車代20,000円
新年のっどい弁当35,000円十茶菓等6,968円十車代25,000

国障連運動会6,000円(12名参加)+6,545円(通信費)
サンサン夢まつり参加費3,955円、新緑祭り等3,120円
国障連バスハイク参加費25,000円(25人)+8,200円(通
信偲ぶ会4,000円、JA野川、府中キャンバス等17,800円

行事費 47600 74420
)

特別事業費 174,600 251474
)

159 260

いずみホール利用・備品料44,500円
謝礼110,000円、通信・運搬費74,904円、

パンフレット・チラシ22,070円

機関紙費
139 200

フ

機関紙93,660円、定期刊行物協会分担金3,280円・
発送費4,440円、ともしび22,880円、冊子35,000円

運営費 74000
ク

83914
ク

会議費 10 000
)

25388
) 会議費、役員会等

役務費 32 000 1 30350
1 2 役員活動費、ボランティア保険加入費

通信費 20 000
)

14170
ク 切手・葉書送料等・振込手数料等

事務用品費 10 000
)

 14 006
ク
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(注) 国障連・・・国分寺障害者団体連絡協議会

上記の通り報告します 会長 稲垣 恵美子O

監査の結′果、正確であることを認めます
計
事

会
監

飯野 惠子O

松尾 昭子O

飯野 浜子O

安部 文江O

《平成26年度 事業計画》

26年度事業計画は会則第2条「国分寺市に住む難病(特殊疾病)者(児)とその家族

及び難病者を支える市民により構成し、難病者やその家族とがかわり、交流を図りながら

市内難病者の医療と福祉をすすめることを目的とする。」を遂行することを念頭に予定いた

しました。難病者(児)やその家族が協力し支え合いながら、市民及び行政や福祉関連機

関との相互理解を一層深め、できるだけ自立運営を念頭に活動をします。

☆患者、家族と一般市民とが、互いにであい、親睦や情報交換等を目的とした「であいの

場」を開催します。第1土曜日13時30分から15時30分 障害者センター

☆会報「であい」を年3回(3・6・11月)発行し、会員と関係機関へ届けます。

「であいの場トに参加できない会員へは、情報や互いの心をっなぐ宅急便(文)です。

☆ 難病電話相談を受けます。 ・障害者センター「っぱさ」一電話:042-321-1136

☆ 学習会・講演会を開き、医療や福祉、制度などについて勉強をします。

☆ 国分寺市補助金を元に自主事業として「言語教室」を、毎週月曜日10時～11時30分

開催いたします。

☆交流事業として9月22日(月)「笑いと歌の会」事業、11月1日(土)に懇親会、

27年2月7日に「新年の集い」を行います。

☆ 東京難病団体連絡協議会の活動に積極的に参加し、難病者の生活安定と向上のために

仲間と手を取り合って、難病制度や医療福祉の学習等をして前進します。

☆ 国分寺市福祉保健部障害者相談室、健康推進課、国分寺市社会福祉協議会、多摩立川

保健所、社会福祉法人「万葉の里」及び関係団体と連携を深めていきます。

☆ 国障連の構成団体として役員を2名送り、諸活動に参加します。市の委託事業である

「バスバイク、運動会企画実行委員会」へ2名の委員を送り、それぞれ運営参加します。

☆ 障害者センター地域活動支援事業「つばさ」で行う難病者等を対象とした「健康教室」

等へ積極的に参加します。

☆ ほのぼのグループメールで親睦、情報交-80-いたします。

分担金
46000 50 000 国分寺障害者団体連絡協議会3,000円

東京難病団体連絡協議会io,ooo円

国分寺市社会福祉協議会3,000円、

社協歳末たすけあい2,000円

赤い羽根2,000円、市民活動広場4,000円

国分寺障害者福祉を進める会2,000円

国分寺障害者団体連絡協議会事務所分担金24,000円

事業費 10 000 io ooo 電話相談・訪問相談等゜

慶弔交際費 0 25 750 お祝い等

繰越金 77857 105 659
)

合計 871 382 1 057 949
ク )
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《平成26年度 予算》

平成26年4月1日～平成27年3月31日

1一81-

収入の部

項目 25年度 26年度 内 訳

会費 72 000
ク

72 000 年会費1200両\60名 “-

補助金 190 000
)

200 000
ク

国分寺市

助成金 so ooo 106 000
ク

東京都赤い羽根共同募金80,000円

活動費 70 000
ク

ioo ooo
ク

国分寺障害者団体連絡協議会

寄付金 54 000
)

54 000 寄付・お祝い44,000円・東京心障協力会10,000円

交流会 90 000
)

18 000
)

新年会会費15,000円・懇談会等3,000円

行事費 43 000 50 000 国障連バスハイクと運動会31000円十通信費16,000円、サンサン夢まっり3,000円

雑収入 O O

繰越金 272382 105 659
)

合計 871 382
)

705659

支出の部 一・

項目 25年度 26年度 内 訳

学習費 5 000
ク

10 000 講師謝礼・研修等(交通費含む)

交流会 297 125
ク

120 000 であいの場3,500円・総会33,000円・新年のっどい等66,000円

懇親会8,500円十通信費等9,000円

行事費 47600 47 600
ク

国障連運動会参加費・通信費10,600円、サンサン夢まっり10,000円

国障連バスハイク・通信費27,000円

特別事業

費

174 600
ク

240 000
)

笑いと歌の会講師料110,000円、会場・備品使用料45,000円

通信・事務費・40,000円、広報(チラシ等)30,000円、花代15,ooo円

機関紙 139 200 123 000 会報「であい」年3回発行100,000円、定期刊行物協会分担金3,200円

発送費6,000円、ともしび封入等10,000円、事務費3,800円

運営費

会議費

役務費

通信費

事務用品費

雑費

74 000 76 000
)

会議費 10 000
)

20 000
ク

役員会等

役務費 32 000
ク

31 000
ク

役員活動費 一

通信費 20 000
ク

15 000
〉

振込手数料・切手・はがき・送料等

事務用品費 10 000
)

10 000
)

伝票・コピー・ファックス用紙・インク等

雑費 2 000 O 書籍など ′

48 000
ク

国分寺障害者団体連絡協議会3,000円十事務所費24,000円

東京難病団体連絡協議会10,000円、市民活動広場2000円

国分寺市社会福祉協議会3,000円十社協歳末たすけあい2,000円

赤い羽根共同募金2,000円,国分寺障害者福祉を進める会2,000円

事業費 io ooo
フ

10 000
ク

電話相談・訪問相談等

繰越金 77857
)

31 059
)

705 659
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《平成25年度 言語リハビリ自主事業活動報告》

平成25年4月から平成26年3月25日

25年度は30回開催。参加人数は4月当初5名でしたが3月時点で10名となりました。

しかし、入院や病気の悪化などがあり出席者は最大で9名でした。今後共出入りがあると

思われますので、引き続き参加者募集の広報活動を行っていく。障害者センター多目的室

にて言語聴覚士加藤久美先生にご指導頂いた。

《平成25年度 言語リハビリ自主事業決算報告》

収入の部

支出の部

平成25年4月1日～平成26年3月31日

《平成26年度 言語リハビリ自主事業》

年32回開催します026年度は言語聴覚士 加藤久美先生と松井育世先生にご指導をお願い

することにした。利用者のサポート体制として見守りボランティアをお願いした。

《平成26年度 言語リハビリ自主事業予算》

182念″1
-82-

1ソb,りUO i

項目 25年度予算 25年度決算 内訳 ′

会費 60 000 79 000 1か月1,000円×79名

補助金 120 000
ク

120 000 国分寺市より

事務費 O 0 難病の会より入金

合計 180 000 199 000

項目 25年度予算 25年度決算 内訳

学習費 168 000 196 000
)

講師料(アドバイザー料を含む)

事務費 3 000
)

850 コピー代等

繰越金 g ooo 2 150 難病会に返金

合計 180 000
)

199 000
ク

収入の部 平成26年4月1日～平成27年3月31日

項目 25年度予算 26年度予算 内訳

会費 6 000
)

60000
ク

1か月1,000円X60名

補助金 120 000
)

120000 国分寺市

事務費 O 2 150
ツ

合計 180000
)

182 150
ク

支出の部

項目 25年度予算 26年度予算 内訳

学習費 168 000
)

175 000
)

講師料(アドバイザー料を含む)

事務費 3 000 7 150
ク

コピー、文具代

繰越金 O O 予備費
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年間スケジュール》《衾6年度難病の会

ホ変更等は会廠rであい」伝言板コーナー,Th?-r,3知らせします。注意してご覧ください!
83-

1ー

年・月 難病の会 国障連・その他

26 ・4 5日(土)・・・「であレ)の場」

5

11日(日)・・・定期総会

「であい」 85号発行

6 7日(土)国障連バスハイク参加

「であいの場」は、国障連バスハイクに振り替えし、お休み

7 5日(土)・・・「であレ\の場」

8 「であいの場」夏休み

9 22日(月)「笑いと歌の会」 (いずみホール13時)
リ

「であいの場」は、運動会に振り替えし、お休み

10 4日(土)・・・国障連運動会

19日(日)・・・障害者センターはばたけ!!サンサン夢まつり

11 「であいの場」は、1日(土)「懇親会」に振り替え。

「であい」 86号発行 こくぶんじまっり

12 「であいの場」は、福祉を進める会「障害者週間」催し物に参加。

13日(土)クリスマス忘年会

27・ 1 「であいの楊」お休み。

2 7日(土)・・・新年のつどい

「であい」 87号発行

3 7日(土)・・・「であいの場」

*「であいの場」=難病の会定例会 障害者センター地域活動支援センター「っぱさ」

障害者センター 13:30～15:30 ・健康教室 月曜日 13:30～15:30(懇談あり)

*「言語教室」=月曜日10:00～11:30

*会報「であい」 *総合相談窓口:難病者も相談の活用を!

皆さん、原稿をお寄せください! 「つばさ」電話:042-321-1136

*役員会は、第3木開催いたします。

*各事業は変更ががあることがありますので

「つばさ」へ確認してください。
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《平成26年度定期総会報告》

平成26年度役員

冫轟疏燕膚謙星1

半村登茂枝

飯野 浜子

飯野 惠子

河崎 喜代

細田 富夫

安部 文江

松尾 昭子

相談匙??-二中ウ 佳江
-

-

平成26年度の国分寺難病の会定期総会は平成26年5月11日(日)の1時から障害

者センター2階多目的室で開催された。会員31名の参加を得た。

来賓として、国分寺市長、国分寺市社会福祉協議会会長、市障害者相談室室長、万葉の

里理事長、社協 事務局長の方々がご出席下さり、それぞれ励ましの言葉を頂きました。

阿部司会のもと、稲垣会長が挨拶、細田議長を選出して、議題に入りました。平成25

年度の事業報告を稲垣会長が説明をし、決算報告を飯野恵子会計が説明、監査報告を安倍

監事が行い、了承を得られました。平成26年度の役員選出(案)を稲垣会長が説明をし

て、上図のように了承を得られました。平成26年度の事業計画(案)、予算(案)を稲垣

が説明した。会員の病状進行のため恒例の野外レク(交流会)は中止し、市民ともどもに

楽しめる「笑いと歌の会」の開催を中心活動としたい。また、言語教室はボランティアの

協力を得ながら、充実させていきたいとの話があり、それぞれ承認を得た。庶務担当役員

2名の定員に対して1名の欠員との説明があった。総会資料8ページ「言語教室」事業報

告支出の部で25年度予算は26年度予算の誤字であったと訂正された。

二部までの時間があったために、二人の市議会議員、障害者相談室室長、社協事務局長

からも「ともに協力して難病者のために頑張りましょう」 とのエールをいただけた。

二部として14時から、「歌って楽しむコンサート」を楽しみました。障害者センターを

利用している方々や前年度もおいでくださった方など60部用意した歌集は足りないほどで

した。福井正子さんの優しく透き通った声、前田佐智子さんの感情溢れる歌、滝田美津子

さんのピアノは皆さんを虜にしました。福井さんの用意した日本3美声鳥の音、昔懐かし

の生活の音に会場は耳をそばだてました。また、「母の日によせて」の歌は会場のお一人お

一人の胸深く思い出を呼び起こし、稲垣勲さんとのデュエット?にホロリとしたり、趣向

凝らした演出の1時間半はあっという間に過ぎました。総会時のミニコンサートも定例に

なり会員以外にも楽しみにされるようになったこと嬉しい限りでした。

長会l晶1

ム
;; 計

務

報

l 庶

飯

監事

《国障連主催バスハイク日程変更》

圀lヱ斥爬刻
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《会員近況》

総会と国障連バスハイクの案内はがきへのお返事に会員みなさまの近況が伺えました。

*週3回デイサービスに通っています。

*近所の「サンライフ国分寺」に1月中旬より入所しました。ミキサー食ですが食欲旺盛

です。

*ハイジ村は広々とした庭園で心が晴れますよ。パラのトンネルもきれいです。楽しんで

きてくださいね。

*脳梗塞をして字が上手く書けません。

*夫の世話で不安定な日々を過ごしています。介護保険のありがたさを感じていますよ。

私の病状はお陰さまで悪化することもなく過ごしております。

*足の痛みが強く、外出が厳しくなってきました。

*病気はお陰さまで寛解を維持しております。室内プールで水泳やアクアビクスを習って

筋カアップに努めています。

*病気は安定しています。元気で母の介護を続けていることができています。

* トイレが余りにも近いので・・・。もう少し様子を見ながら参加させていただきます。

*今年は花粉症も軽く過ごし、桜の花見も出来ました。バスハイク楽しみです。晴れると

いいな!

*バスハイクに誘っていただきありがとうございます。バスの乗り降りにかなり人手がい

りますが、遠慮なく参加させていただきます。

*北社市のハイジ村は楽しみに参加させていただきます。何時も企画がよく自分ひとりで

はなかなか行動ができませんので、参加できるのはありがたいことです。脊柱管狭窄症

とすべり症で相変わらず痛みとの共存です。ミニ盆栽の桜が咲きました。

*歩行訓練のため週2回プールに通っています。

*多摩スマイル吹奏楽団というところに参加しています。土・日はいろいろとやっていて

なかなか参加できずすみません。

*バスハイク、なかなか魅力的で参加したい誘惑にかられますが未だ筋力が充分ならず今

回も見送りです。

*足首の怪我が治らず歩行困難です。

*車酔いがひどいためバスハイクは残念!ハイジ村には行ってみたかったのに。

冫ご象
′商゛漫

 丙品fン竺≧
a

r..―.呻-・・-11-1■...................#,.1
――■番―■1■―――――-ナ―――――――――――・11自-―■り岬自り響■響―呵響■胃-・1嘱り自◆

1

1

1録音テープ:本誌の録音テープがありますので、ご希望の方は飯野恵子までお中し出ください。!

1 (042-323-2390)
1
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《講演会「国連障害者権利条約批准と関連諸法のポイント」を聞いて》

会員 細田富夫

平成26年3月23日(日)10時から12時にひかりプラザ2階会議室にて日本社会事業

大学特任教授の佐藤久夫先生の講演会が国分寺障害者福祉を進める会の主催で開催されま

した。先生は国連障害者権利条約に基づく国内法整備のため政府内につくられた障がい者

制度改革推進会議委員であり、同総合福祉部会長でした。先生は国分寺で、以前に講演会

をされています。国連の権利条約が批准されたので、障がい者制度改革推進会議は解散し

ています。現在は内閣府に30名の障害者政策委員会があり、先生はそこの委員です。

「障がい者制度改革」の経過としては2010年1月制度改革推進会議発足、2011年7月障

害者基本法改正、2012年6月障害者自立支援法の改正(障害者総合支援法)、2013年6月

障害者差別解消法制定、2014年1月障害者権利条約批准(2月に発効)となっています。

この間に民社党から自民党に政権の変更があり、国会の力関係もあり必ずしも、制度改革

推進会議で議論されたようにはなりませんでしたが、先生は7っの成果があると言ってい

ます。(洋:障害者、障がい者、障碍者のどれを使うかは講演者の資料にあわせた)

①障碍当事者参加による評価監視制度

国レベル及び地方レベルの政策委員会の設置

②権利擁護制度

障害者差別解消法の制定、障害者雇用促進法での差別禁止と合理的配慮義務、障害者虐

待防止法の制定

③障碍者の法的定義の拡大

④法律が定める理念の発展

基本的人権・個人の尊厳、どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保、障碍の

ない市民との平等、共生社会、選択、当事者参加、生活実態に基づく支援、医学モデル

からの脱却など

 障碍者権利条約の批准

4年ごとに国連に報告書、勧告を受けることもある

 各種文書:今後の障碍者政策の羅針盤となる

推進会議意見、骨格提言、差別禁止部会の意見、政策委員会の意見などの文書一

 障碍者団体の連携の発展

先生は2014年1月から「障がい者制度改革」の第2ステージといっています。当面し

なくてはいけないことは;

・法制度改革の続行

-総合支援法の検討規定(9項目) 施行(2013.4)後3年を目途に検討する

一差別解消法の基本方針・対応指針・対応要領の作成

ーその他

・データに基づくモニタリング

-権利条約・障害者基本計画・障害者福祉計画

-政策委員会・地方の合議制機関

先生のお話しを聞くと、まだまだやることは多そうです。

上記、総合支援法の検討規定の中に「障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方」が

あります。難病者としては注目したいと思い゛一86-1
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《社会福祉プログラム法》

会員 細田富夫

2014年4月13日(日)に「多摩メディカルキャンパスを良くする会」の総会と勉強会が

「あじさい館」で開催されました。このキャンパスには多摩総合医療センター、小児総合

医療センター、神経病院、府中療育センター等の都立の医療機関がありよす。「良くする会」

は、このキャンパスの見張り(ウオッチドッグ)としての役目を担っています。

都立病院には民営病院にはできない公的病院として役割があるというのが基本的な会の

主張で都立病院の民営化反対です。「良くする会」によれば都立病院は経営力の強化は求め

られているが、石原都政から変わったせいか、現在のところ民営化の話しはでていないそ

うです。旧府中病院の建物を壊して、その跡に府中療育センターを移転するという話しが

ありました。解体工事が始まっています。小児総合医療センターには設立当時から6゛)問題

がありそうです。

総会に先立って、社会福祉プログラム法についての講演会(勉強会)がありました。講師

は全国保険医団体連合会事務局の寺尾正之氏で、「社会保険制度改革の問題点～『プログラ

ム法』から見えてくるもの～」 と題して、批判的な観点から何が見えてくるかを講演して

います。

プログラム法の正式名称は「持続可能な社会制度改革の確立を図るための改革の推進に関

する法律」 といい、医療や介護、少子化対策などのおおまかな検討項目、改革の実施時期

と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしています。本法は昨年の12月5日に参議院

を通過し成立しました。

本プログラム法は2012年11月から2013年8月にかけて審議された「社会保証制度改革

国民会議」の報告書を踏まえて作られることになっていました。この「国民会議」は2012

年8月に成立した「社会保証制度改革推進法」に基づいて設けられました。消費税率引き

上げに伴う 「税と社会保証の一体の改革」の流れのなかで、税の使い道である社会給付を

どう見直すか、プログラム法は改革の工程表を示したものです。講演者は問題点を指摘し

ています。たとえば、自助、共助、公助のうち、自助・自立・自己責任のみを強調してい

る。受益者負担,応能負担をねらっている等です。この他、消費税の目的税化、社会保証

の機能強化は取り上げていません。具体的にどのようなことが検討項目にあがっているか、

イメージをつかむため一部列挙してみます。この通りになるかは不明。

・高齢者でも所得の高い人は自己負担を増やす原則

・70歳～75歳の医療費の自己負担額の引き上げ 1割から2割へ

・紹介状のない患者の大病院での自己負担アップ

・国民健康保険の都道府県への移管

・大企業健保の負担を重くする

・15年に実施する予定の介護保険制度の改革(介護の必要度が低い人向けのサービスを市

町村に移す。特別老人ホームへの入所基準を厳しくして(要介護3以上)給付を抑える)

・年金見直し(給付開始年齢の引き上げ),年金給付にマクロスライドを導入して給付削減
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伝言板
1

《各種ご案内》

000 多くの方からご寄付がありました
ー

ありがとうございます! ! 000

みなさまのご予定に加えてください。

*印の集いにつきましては別途ハガキでご案内します。

☆ 会費納入のお願い。

平成26年度会費の納入をお願いします。定例会や各種事業にご参加の折にご持参くだ

さるか、振り込みも可能です。

☆ 熱中症にご注意!

室温をこまめにチェックし、エアコンや扇風機等を活用! のどが渇かなくても水分補

給! 無理をせず、適度に休憩を! 日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを!

《編集しつつおもうこと・・》

本文3ページにも書かれていますが、国の難病対策の改革が進められていて、難病の医療費助成

制度が来年度から新しい制度に変わろうとしていると説明がありました。難病としての指定数が5
゛\、

Oから300に増えることは難病に苦しむ同士としても嬉しいことで、よう

らやく難病にも福祉の光が差し込んできたのかと感じます。が、それと引き換 .;1・?,I;:rp,ハー.

{葉えに、医療費の助成対象には所得区分の設定や指定医療機関での受診などの ゛丸8容?2
手続きが必要になるとのこと。これからは更にさまざまなニュ;スに耳を傾

け、であいの場やほのぼのメールなどで仲間同士の情報交換が大事になって

きますね。 (河崎)
会員さんの挿絵

発行人 : 障害者団体定期刊行物協会 東京都世田谷区砧6-26-21
編集人 : 国分寺難病の会 会長賢宜漬。ユ詰,謳1払電話090-8043-7434< 100円〉

1
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1

内 容 日 時 備 考

であいの場 7月5日(土)13時30分～

8月は夏休み
障害者センター多目的室

障害者納涼まつり

(すいか祭り)

7月27日(日)17時30分開会 本多農園

参力日申し込み:7月7日(月)まで

090-8043-7434(稲垣)

*笑いと歌の会 9月22日(月)

13時00分～

いずみホール

*国障連運動会 10月4日(土) けやきスポーツセンター

障害者センター

サンサン夢まっり

10月19日(日) 障害者センター

*懇親会 11月1日(土) 行先はハガキにてご連絡します。



言語教室

会員 細田富夫

息子と電話している時に「お父さん、お酒でものんでいるの?」 と言われま

した。お酒をのんでいるように、呂律が回っていないというのです。体のふら

つきもありましので、さては、小さな脳梗塞をおこしたのかなと心配して、脳

のMRI画像を取ってもらうために脳神経内科を受診しました。MRI検査の結果、

脳梗塞はないとのことでしたが、他の検査をして、思ってもいなかった、病名

を告げられました。脊髄小脳変性症という難病です。病気の進行はとめられな

いが、身体リハビリと言語リハビリをして、病気の進行を遅くしたほうが良い

との話しでした。病院でも入院すればリハビリ行ってはいますが、通院ではリ

ハビリは普通行っていません。また介護保険も利用できない状況でした。幸い

なことに、障害者センターで健康体操、身体リハビリ、言語リハビリのプログ

ラムがあり、そこに参加しました。ところが、2、3年前に、突然、障害者セ

ンターではリハビリはしないとのことで、身体リハビリ、言語リハビリは中止

となりました。

当事者としては、途方にくれて、継続をしてほしいとの声があがりました。難

病の会が、(一部市からの助成をうけて)無理を承知で、自主事業として、言語

リハビリを継続することになりました。当事者としては感謝しているところで

す。しかし、一部自己負担があること、交通費助成を受けられないこと等によ

り、安定的な参加者の参加を得られない状況にあります。

言語リハビリは障害者総合支援法の意思疎通支援事業の対象にはなっていませ

んが、厚労省の「意思疎通支援実態調査事業」によれば、意思疎通支援を必要

としながらも「支援の谷間」置かれた障害者の障害・症状のタイプのトップと

して「構音障害+運動障害コが上がっています。是非とも言語リハビリに対し

て支援を頂きたい。

難病は進行しているので、言語リハビルを受けていても、最近聞き返される

ことが多々ありますし、言語教室で発音は聞きづらいと仲間から指摘されるこ

ともあります。会合などで、発言したくない気持ちのこともあります。言語教

室に欠かさず参加して、少しでも楽しい会話ができ地域社会で生活できるよう

に頑張りたいと思いますので、ご支援をお願いしたい。
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難病当事者、難病者を抱えた方、 市民の方で構成されており、どなたでもご参加ください。

猛暑の夏、皆様いかがお過ごしでしようか。

ふるさとに帰りお祭り、懐かしい友人とお会いしたり、お孫さん

と過ごしたり・・・でしようか。体調にご注意いただき素晴らし

い夏休みをお過ごしください。

Y,、5i
″む・盪

1ゝユ

【言語リハビリ教室】

8月は夏休みです。メンバーは自宅で口の体操、声を出して新聞

などを読見上げ、リハビリに励んでいます09月2日(月)から

の教室が楽しみです。(゛--)

【であいの楊】

猛暑の8月は夏休みです。

ー

賓aフズンでコ(鬼?肩口Ⅰ311?3 -

{シ;*'#'と11、iミ;才i;}!!ヒニ゛i霞朕';&S炉;::i;11;;1冫31)11 二♂さI賢たオクー寝

1グ鯉纏碗喪忙堀製8余劣 v-′コ15

羽漉
・2でb瓢

y猷
ー

にタ
x-;

【笑いと歌の会】赤い羽根共同募金会助成事業

日H寺:9月22日(月)13時30分～16H寺

楊所:国分寺市立いずみホール

料金:無料 先着300名

出演者

一部:真打 春風亭柏枝と東京経済大学学生2名

二部:坂井容子と仲間たち

華岡昌夫(フルート)、広瀬俊之(ピア刀

田村恒彦・奈良共康(ギター)

スペシャルゲスト ジャズピアニスト 遠藤征志

後援:国分寺市、国分寺市社会福祉協議会、社会福

祉法人万葉の里、 国分寺障害者団体連絡協議会

国分寺市音楽連盟

国分寺難病の会:電話090-8043-7434

メール:ii-i a-emi@icam.home.lle.iD

グループメール:post-0107 2153 -ina-emi=j com.home.ne.jp@p ost.freeml.com
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《会員のつぶやき》

四私が以前勤務していた病院は、神経筋疾患の患者様が多くいらっしゃいました。長期間の入院

は難しいたぬ、数ケ月の入院期間で出来る限りの事を提供し、その後は外来でフォローしていま

した。若い方から年配の方までいらっしゃいましたが、皆さん退院後は不安がいっぱいで、特に

ご家族が悩んでらっしゃいました。月に1～2回の外来フォローでは、経過を見て必要な指導助言

が出来るだけで、もっと何とかしてあげたいと悩みながら仕事をしていました。その後、訪問リ

ハビリに携わりましたが、そこでは在宅で生活されている難病患者様とそのご家族の苦労を目の

当たりにしました。外出を控えて家に閉じこもりがちになり、人と話す機会も減って体力は低下

して言葉も不明瞭になり、落ち込む方もいらっしゃいました。ご家族は医師の説明が不充分で不

親切で悩みや不安も話せず、病気の事も分からない事が多かったようです。訪問中は言語リハビ

リとご家族のお話しを傾聴して出来る限りの事をしてきました。ある場所で、脊髄小脳変性症の

会が3ケ月に1回開かれ、その方も参加されていました。もっと頻繁にこういった会が開かれれ

ば良いのに・・・と何度も思いまし

た。その方とご家族は、同じ病気で闘う者同士、気持ちや不安などわかりあえるし、病気につい

ての情報や勉強を得られ、会に感謝しておられました。難病の方々が、在宅で安心して活き活き

と暮らせるように、難病患者様が定期的に集まれる場所は必要ですし、さらに、病気についての

理解を深め、不安を和らげる為にも、患者様やご家族向けの勉強会などを行う必要はあると感じ

ました。

4月から言語教室に携わっていますが、やはり感じるのは、同じ病気で闘う方々が顔を合わせ

てお互いを理解したり励ましたり心配したり話しを聞いたり相談したり、そのような事を行える

言語教室をこれからも協力して頑張っていきたいですし、日々努力している皆さまの力になっ

て、言語聴覚士として出来る事を懸命に行っていき、一緒に頑張っていきたいです。病気と一緒

に闘える仲間がいる事、理解してくれる人がいる事、相談に乗ってくれる人がいる事・・・とっても

大切な事です。

これからも、藤固先生と力を合わせて、頑張ります!皆さまも一緒に頑張っていきましょう!

区総合病院は外来のリハを受け付け゛ません。幸い患者会や保健所の助言で、体操と言語訓練がで

きる場所(障害者センター)に巡り合い、それ以来リハに励み、同じ病気の仲間とも仲良くなっ

て、今日まで続いています。

進行性の難病で仲間が脱落していくのを目の当たりにして、リハが続けられることを幸せに思い

ます。

ストレッチ体操は椅子に座ったままか、歩行器につかまって筋肉のトレーニングができますの

で、みなさんにもお勧めします。ストレソチ体操に続いて口の体操も行っています。舌をぺろりと

出したり、大口を開けたりするので知らない人には見せられません。

言語訓練を自主的(国分寺難病の会)に実施している例は珍しいということで、よく見学者が現

れ、わざわざ遠くから参加する人もいます。同じ仲間で定期的に顔合わせができることで孤独から

も救われます。今一番怖いのは「誤嘆」です。食事をしながらおしやべりをし、テレビを見たリす

ることは「喉」が動くので「むせる」危険があります。また食事の後に口の中をきれいにすること

も大事です。どうし、ても食べかすがのどの奥に溜まり誤嘱の危険性が高くなります。 リハで病゛気

の進行は止められませんが、筋力の保持や誤嘆防止にはずいぶんと役立っています。仲間から元気

かもらえるのも生きる力になります。皆さんもぜひセルフリハビリテーションに励んでください。
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皆さま、二んばんわ!毎日猛暑ですが、体調は大丈夫ですか?

さんからのメールを拝見しました。コ

私が以前勤務していた病院は、神経筋疾患の患者様が多くいらっしゃいました。長期間の入院は難しいため、数ケ月
の入院期間で出来る限りの事を提供し、その後は外来でフォローしていました。若い方から年配の方までいらっしゃ
いましたが、皆さん退院後は不安がいっぱいで、特にご家族が悩んでらっしゃいました。月に1～2回の外来フォロー
では、経過を見て必要な指導助言が出来るだけで、もっと何とかしてあげたいと悩みながら仕事をしていました。そ
の後、訪問リハビリに携わりましたが、そこでは在宅で生活されている難病患者様とそのご家族の苦労を目の当たり
にしました。外出を控えて家に閉じこもりがちになり、人と話す機会も減って体力は低下して言葉も不明瞭になり、
落ち込む方もいらっしやいました。ご家族は医師の説明が不充分で不親切で悩みや不安も話せず、病気の亀も分から
ない事が多かったようです。訪問中は言語リハビリとご家族のお話しを傾聴して出来る限りの事をしてきました。あ
る場所で、脊髄小脳変性症の会が3ケ月に1回開かれ、その方も参加されていました。もっと頻繁にこういった会が
開かれれば良いのに・・・と何度も思いまし

た。その方とご家族は、同じ病気で闘う者同士、気持ちや不安などわかりあえるし、病気についての情報や勉強を得
られ、会に感謝しておられました。難病の方々が、在宅で安心して活き;瓜きと暮らせるように、難病患者様が定期的
に集まれる場所は必要ですし、さらに、病気についての理解を深め、不安を和らげる為にも、患者様やご家族向けの
勉強会などを行う必要はあると感じました。

4月から言語教室に携わっていますが、やはり感じるのは、同じ病気で闘う方々が顔を合わせてお互いを理解したり
励ましたり心配したり話しを聞いたり相談したり、そのような事を行える言語教室をこれからも協力して頑張ってい
きたいですし、日々努力している皆さまの力になって、言語聴覚士として出来る事を懸命に行っていき、一緒に頑張
っていきたいです。病気と一緒に闘える仲間がいる事、理解してくれる人がいる事、相談に乗ってくれる人がいる事
・・・とっても大切な事です。

これからも、園先生と力を合わせて、頑張ります!皆さまも一緒に頑張ってぃきましょう!

長いメールをすみません。

1■■より

MLホームページ:htt : //hnsvt. freem1.com/hoi]obono-menber2014

自分に合った趣味イベントに参加して新しい仲間を見つけませんか?

WW freemI姉妹サイトIRORI(イロリ) ■■

http://ad.freeml.com/cgi-bii'i/sa.cg i ? i d=I9xGx
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様式第1号(市民活動団体提案事業)

平成26年度募集国分寺市提案型協働事業「提案書」

(国分寺市゛

収受

平成 26年7月15日

国分寺市長 井澤 邦夫 様

事務所の所在地 国分寺市東元町3-5-13

団 体 名 特定非営利活動法人

くらしの

代表者氏名 中村八郎

1

ー

次のとおり提案します。なお、会員名簿・担当者連絡先を除き公開を承諾します。

一97-

」1 提案事業名 『中高層集合住宅の防災対策の普及・促進』に関する基礎的

調査・研究事業(市内の中高層集合住宅の防災に係る実態把握と

課題に関する検討)

2 提案事業予算 561,587円

3 提案理由

当法人は、これまで市民の身近な安全安心に関わる防災及び防火・防

犯問題などの啓発・普及活動を独自に、あるいは市との協働事業等を通

じて取り組み、一定の成果を上げてきた。しかしながら、中高層集合住

宅の地震防災については社会問題化しているが、本市ではその実態が把

握できておらず、対策の普及状況も不明である。

中高層集合住宅の防災対策の普及は行政にとっても欠かせない課題

であり、市民生活の安全確保は当法人の事業目的でもあることから、今

般、,提案型協働事業として提案するものである。

中高層集合住宅の防災課題は住棟の形態、管理状況によって大きく異

なることから、以下の実態把握と整理分析に関する事業を実施する。

1)基礎的調査

A市内の中高層集合住宅について建物及び管理、住民活動に係る実態

をアンケート、聞き取り調査等を通じて把握・整理。

B現状における対策の内容について先進自治体へのヒアリング調査

等を通じて把握する。

2)防災対策の方向性と対策の内容

上記の基礎的調査を踏まえて、本市の中高層集合住宅における防災上

の諸実態及び課題を検討し整理する。



様式第2号-1(市民活動団体提案事業)

団体名 胛0法人 くらしQ麦全安心サポ7ター

一98-

①地域社会における住宅に係る防災上の社会問題について、②市内の中高層

集合住宅及び先進自治体等を対象に、③防災的観点からその実態(住棟及び管

理形態等、施策など)を調査・把握し、④地震時等に備えた防災対策の課題を

整理することにより、今後における当該住宅居住者・管理者等への防災対策の

啓発と普及に資するとともに、行政による中高層集合住宅に対する防災施策の
検討に寄与する。 ′

2 事業内容

(当該事業で

具体的に何を

行うか記入し

てください。)

1)基礎的調査

A市内の中高層集合住宅に係るアンケート(聞き取り調査も)等

ア)住棟の形態、規模等、イ)住戸数、推定居住者数、ウ)管理形態、居住

者組織及びコミュニティ活動、工)防災対策への取組状況

B先進自治体の対策内容についてのヒアリング調査等

ア)先進自治体の防災対策の内容と実施状況、イ)事前対策(耐震、エレベ

ーター対策、ライフライン停止、家具転倒防止など)と災害時対応の

啓発等

2)防災対策の前提となる当該住宅に関する実態及び課題の明確化

・本市の中高層集合住宅の実情に沿った防災上の諸実態及び課題を検討し

整理し、今後の対策に係わる基礎資料を得る。

3 事業計画

案(事業の実

施スケジュー

ルを記入して

ください)

1

A事業 t B事業 t まとめ (
4月 契約締結、担当課との事業計画協議(調整・決定)

5月
1 p

・調査準備

6月
r

7月 ▼アンケート実施
8月 ・回収及び追回収

巳

9月 ・聞き取り調査
◆

1 )

ヒアリング調査

10月
r 1

ビ集計整理等
r

の準備
r

(報告書作成)

11月 ・調査結果まとめ ■ヒアリング調査
〒

h2月 ・調査結果の整理 ・実態の分析

1月 ・防災課題の抽出

2月 ・市との調整、整理
r

3月



様式第2号-2(市民活動団体提案事業)

団体名 NPO法人 くらしの安全安心サポーター

・国分寺市内の中高層集合住宅

・4,710棟の非木造の住宅・アパート(平成24年時点)のうち中高層

集合住宅(4階建以上の共同住棟)の居住者団体又は管理者(A)

・但し、(B)現行対策に関する調査は都区内自治体

○アンケート調査→市内対象住棟(分譲230棟、賃貸約20棟を予定)

*)別記1

5 事業の実施場所I○ヒアリング調査→都心数区

口調査結果分析と報告書作成 →NPO事務所

4 事業の対象

(地域、対象者、対象

総人数等を具体的に)

6 役割分担

(具体的に)

〈提案団体が担う役割〉

A調査: 市内の該当住宅管理者(団体)へのアンケート調査等事業

→アンケート票、依頼文作成、送付及び回答集計、聞き取りの結果分析

と整理

B調査:先進自治体セアリング調査事業

→ヒアリングめ実施、記録作成、資料収集、まとめ

口対策の方向性と対策内容のとりまとめ→調査結果の分析、報告書作成

く市が担う役割〉

A調査:市内の該当住宅管理者(団体)へのアンケート調査事業

→依頼文作成協力、回収窓口

B調査:先進自治体ヒアリング調査事業

→対象団体(港、新宿、中野の3区を想定)への調査依蝉
口防災対策の方向性と対策内容のとりまとめ →報告書案の検討(調整)

・本市における中高層集合住宅の防災面の実態が明らかにできること。

(今後庁内でデータ管理を行なうことにより、データベースとして防災
7 成果指標等

(事;,i品奈イ,1対:二T豊二ぞご滌〒:契ゝ
・防災体制面で相対的に遅れている当該住宅居住者・管理者への防災啓

トや,目標)
発や防災対策の普及について、重要事項(課題)と方向性が整理できる

こと。

当NPOの目的とする災害等からの市民生活の安全安心の確保は、市の

防災対策と共通する。本協働事業による調査結果は市の防災対策の推進

にとって不可欠なデータであり、また今後、中高層集合住宅の防災普及

にとってNPOと市が連携して対応できる共通の基盤が形成できる。

8 市と協働する意

義及び必要性,協

働による相乗効果

9 事業実施後の展

開(事業終了後どの

ような展望があるか)

○当NPOとして、増大する中高層住宅の実態に即した居住者向け防災講

習会等の啓発、防災対策の普及活動が可熊になる。

○市は、国分寺市の実態を踏まえ、中高層住宅の管理者あるいは居住者

を対象とした具体的な防災啓発、及び必要に応じて対策の普及支援施

策の実施が可能になる。また災害時における(地域防災計画の)応急

対策の充実を図ることができる。
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*)別記1

日 アンケート方式による実籐調査(A調査)について

・対象とする中高層集合住宅のうち、3階住棟は小規模、個人管理者が大半である
ことから、今回の調査では除外する。(公営は3階住棟も含む)

・中高層集合住宅(4階建以上の共同住棟*)の実態調査については、実存する全
住棟を対象とすべきであるが、今後の施策普及の効果や把握の難易性を考慮し、
今回は、分譲住宅及O賃貸住宅のうち住民組織が結成されている住棟又は団地
(管理組合、自治会を同じくする住棟)を対象として実施する。

*現状、4階以上の共同住棟は概ね550棟存在するが、店舗等併用住棟、団地(複
数棟を1団地としてカウントする)等を勘案すると、アンケート実施対象は約
250棟又は団地と推定される。

* 中高層住宅抽出参考書:

(株)ゼンリン 住居表示地番対照住宅地図 国分寺市 2010年11月版
・実施方法

① アンケート実施対象:分譲住宅約230棟又は団地、公営賃貸住宅約20棟又
は団地の計約250棟又は団地

② 上記対象住宅(250票)へのアンケート票の送付・回収(郵送)

・これによる有効回収率は約65%(163票)を見込む

③ 未回収の35%(87票)に対して、再度、回答依頼書を送付(郵送)

・再依頼による有効回収票50%を見込む:(87×0.5)=43票

④ ③の未回収住棟又は団地(43)について、訪問聞き取り調査を実施する。
また、回収されたアンケート票で、すでに何らかの防災対策への取組みを行な

っている団体から約10団体を抽出し、取組みの状況等についてヒアリングを
実施する。:43団体+約10団体=53団体

-100-



様式第3号

(市民活動団体提案事業)

団体名NPO法人くらしの安全安心サポーター

提案事業収支予算書

(収入の部)

(支出の部)

-101-

区分 予算額 摘要

1 委託金 561,587円

合計 561,587円

区分

(人件費)

予算額 摘要

379,600円 人件費計

A.アンケート調査事業 260,800円

・調査住棟抽出:@1,200X8hX2人=

ig,200、・対象住棟の現状整理(地図、整

理表作成):@1,200X8hX2人=19,200,

・調査票の設計:@2,500X8hX2人=

40,000,・調査票印刷、送付:@ 1,200x3h

×4人=14,400

・未回収団体、活動団体ヒアリング調査(日

程調整・訪問調査):@1,200x2hx45団体

=108,000

・調査結果の集計整理:@2,500X6hX2

日×2人=60,000

B.先進自治体ヒアリング調

査事業
48,800円

・先進自治体視察:@1,200X4hX3回×2

人=28,800,・調査結果まとめ:@2,500X

4h×2人=20,000

口実態分析及び課題整理事務 70,OOO円

・防災課題と対策事項の検討:@2,500X

5h×2人=25,000、・対策の推進方策検討

@2,500X5hX2人=25,000,・報告書作

成:@2,500X4hX2人=20,000

(消耗品費) 50,000円

・ 事務用品費:io,ooo,・文献(書籍、

報告論文、住宅地図)購入費 40,000

(印刷製本費) 19,800円
・コピー用紙(A4版): @500(500枚)

×10=5,000、・コピー機インク,:@4,500
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(4色)×2セットーg,ooo,・ファイル(薄

紙、ハード):@150×20部十@400×7部

1-5,800

(郵送費) 48,134円

・票郵送料(約250団体(棟、往復):

1 @(82+82)×250票=41,000・再依頼

書送付(87団体)@82×87=7,134

(交通費) 62,000円

・アンケート関係聞き取り調査(53団体):

(バス・電車)@500x2人×53-53,000

: ・都心3区に出張(2人×3回、電車)

鉄道:@1,500X2人×3回=9,000

(通信費) 5,000円 ・電話料(聞き取り調査調整、53団体)

直接経費計 510,534円

(諸経費) (51,053円)

合計 561,587円



様式第4号(市民活動団体提案事業)

団体概要書

※枠の大きさは、字数制限を表すものではありません。枠を広げて必要な事項を記入してください。
ただし、簡潔に分かりやすく記入してください。

1

-

担当者連絡先

氏名 1
住所

フEメール1
1
ー

F嘴1リ1?

1
一

(役職)1

1
FAXI
一

I
1

1
一
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団体の名称

(フリカ゛ナ)トクテイヒエイリカット゛ウホウシ゛ン クラシノアンセ゛ンアンシンサホ゜ーター

特定非営利活動法人 くらしの安全安心サポーター

〒 185-0022

国分寺市東元町3-5-13

平成19年 12 月 13日

所在地

設立年月日

会員の状況
正会員数 14 人・ 団体

(内国分寺市民 11 人)
1 年会費 3,000円

賛助会員数 人

団体
年会費

活動目的

広く一般市民を対象として、「住まいとまちの安全・安心」を目指して啓

発活動を推進すると共に、住まいとまち(地域社会)の防災対策、防犯対策、

バリアフリー化に取り組み、広く地域住民の安全・安心なくらしづくりに貢
献することを目的とする。

活動内容・活動実績

(既に協働による委託

事業等の実績がある

場合には、委託事業

名、委託契約先名、

委託時期を記入して

下さい。)

・ 防災対策事業 木造住宅の耐震相談、家具転倒防止器具の設置及び相談
火災警報器の販売及び設置、

・ 防犯対策事業 相談及び防犯対策工事

・ バリアフリー化事業 相談及び手すりなど設置

・ 国分寺市耐震診断士創設に係る診断士の養成・認定事業

平成21年4月1日～平成23年3月31日 契約先:国分寺市

・ 木造住宅耐震診断士による地域耐震講習会の推進事業 ゛

平成23年4月1日～平成24年3月31日 契約先:国分寺市

・ 「国分寺市家具転倒防止器具助成事業」に係る器具取り付け作業委託

平成21年5月8日～平成24年3月31日 契約先:国分寺市



特定非営利活動法人 〈らしの安全安心サボーター 定款

第1章総則

(名称)

第1条 ごの法人は、特定非営利活動法人くらしの安全安心サポーターという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都国分寺市東元町三丁目5番13号に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、「住まいとまちの安全・安心」を

目指して啓発活動を推進するとともに、住まいとまち(地域社会)の防災対策、

防犯対策、バリアフリー化に取り組み、広く地域住民の安全・安心なくらしづ

くりに貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)地域安全活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は

援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事業を行う。

(1) 「住まいとまちの安全・安心」に関する市民啓発事業

(2)防災対策事業(災害危険の低減化)

(3)防犯対策事業一

(4)バリアフリー化事業

第2章会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以

下「法」 という。)上の社員とする。

(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

-104-



ー

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人

及び団体

(入会)

第7条 会員め入会について、特に条件(ま定めない。

2 会員として人会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書によ

゛り、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入舎を

認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付し

た書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)一

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失) l

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しべは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅

したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁

明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納人した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
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第3章役典

(種別及び定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事3人以上10人以内

(2)監事1人以上2人以内

・2 理事のうち1人を理事長、2人以上4人以内を副理事長とずる。

(選任等)゛

第14条 理iA'U監事は、.し含.!ラおいて選任す仝。2:
2 逼事ち、及び副雫事長は、理iの耳震と,ず烏。
3 役責のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以

内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等

以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならな

い。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることがで

きない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠け

たときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に

基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務軌行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある揚合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又
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゛は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、′遅滞゜

な←二れを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の～に該当する場合にぱ、総会の議決により、これを解任す

ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に

弁明の機会を与えなければならない。

(報酎等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章会議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借人金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第
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49条において同じ。)

(9)新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の
請求があったとき。

(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の楊合を除いて、理事長が梧集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、

その日から30目以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日蒔、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条総会は、正会員総数Q2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
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2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ

れた事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表

決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用

については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決

に加わることができない。

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなげれぱならな

い。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっ

ては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名

押印又ぱ署名しなければならない。′

(理事会の構成)

第30条 理事会ぱ、理事をもって構成する。.

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項-t-a>する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決し.た事項の執行に関する事項.

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(l)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面に

より招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14

日以内に理事会を招集しなければならない。
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3 理事会を招集するときは、会議の日時、楊所、目的及び審議事項を記載し

た書面により、開催の目の少なくとも5日前までに通知しなければならな

い。

(理事会゛め議長)′

第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第35条 埋事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあ.らかじめ通知し

た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なものとする,、

5 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決

に加わることができない。

(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、.出席者数及び出席:者氏名(書面表決者にあっては、その旨を

付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記

名押印又は署名しなければならない。

第5章資産

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2),入会金及び会費
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(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

第6章会計

(会計の原則)

第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、特定非営利活動“(こ係る事業会計のみとナる。

(事業年度)

第43条 この法人の事業午度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が

作成し、総会の議迭を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得な一い理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収

入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

きる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
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(予算の追加及び更正)

第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をずることができる。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関す゛

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、

総会の議決を経なけれぱならない。

2 決算上剰余金を生じたときぱ、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第49条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の

3以一ヒの多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を

除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解薮するときは、正会員総数の4分の

3以上の承諾を得なければならなバ。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな

らない。

(残余財産の帰属)

第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したと

きに残存する財産は、法第11条3項に掲げる者のうち、総会において議決した

者に譲渡するものとする。
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(合併)

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章公告の方法

(公告の方法)

第54条 この法人の公告は、この法人の掲示揚に掲示するとともに、官報に掲載しで

行う。

第9章事務局

(事務局の設置)

第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

閣第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第57条事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第10章雑劃

(細貝11)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。
?
t

酎貝1j

1 この定款は、この法人9成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16.条第1項の規定にかかわらず、この法
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r“

:)

e3

人(ノ),成立のF〕がら平成21年5月31T]ま一Cとずる.?,
-

こC・)法ノ、0・1没立当i刃の扇」ソトfぞ7二( ・宅I3f:ノi,見Cにかつ:フら- 二Q)圧人・/)フ〔ゞ5

Cハト1から平,成20年3月;3゛IF』までとずる、,

ニ(′〉己一人の設)5手・刀・ノ,)4j漂hト画プ乏ひ“1k芝f・、Ω(1、 4ラ4ユ長σ)規だI二′・ 力)1 ら・}“、 コ″゛″
z争

立総会の定めるどころによる、,

ニσ5・法んの設ゞL24.iぐ"Jヴ)人含今伎び2゛存(て、第8敢の矩′tにかlノ・,F-・?・十、欠に抛L1

る額とする。

(1)人会・金 正会員 (個人・団体) 10 0 0円

賛助会員(゛個人・団体) 1000円

(2)年含費 正会戦 (個人・団本) 30o 0(IJ

賛助会員(個人・団体[) 1[13 0 0  ) Fり(11゜]以上)

別.表 設立当初の役員

役職名

理事長

副 』:11l 11二 U

副理事長

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

氏名

保坂 光枝

中村 八郎

戸塚 一 直

井上 四郎

大島 佑介

延,旙きス
竹1・゛ 範子

保坂 和男

龍神 瑞穂

末浴秀耗
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平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
-

平成25年4月1日から平成26年3月31目
k5- e2-1b蓬k4コ代げン澤東冫← 駅
a'PJAlニフr自IrりⅡコ坑Q1μノ～

くらしの安全安心サポーター
単位:円

r
l
-

(経常収支の部)
Ⅰ 経常収入の部

1.会費収入
入会金収入
会費収入

2.事業収入
①市民啓発事業収人
②防災対策事業収人
③
④バリアフリー化事業収入
 提案型協働事業収入一
 国分寺市委託事業収入

3.補助金等収入
4.寄付金収人
5.その他収入

利息収入
保険金還付金

経常収入合計 (A)
Ⅱ経常支出の部

1.事業費

①市民啓発事業費
②防災対策事業費
③防犯対策事業費
④バリアフリー化事業費
 提案型協働事業費
 国分寺市委託事業費

2.管理費支出
給料手当

水道光熱費
什器備品費
保険料

事務所家賃
消耗品費
通信運搬費

印刷製本費(コピー)(リーフレット)
旅費交通費
支払手数料
会議費
決算(税理士)
租税公課
雑費

ー

肴目 7
1
―

39,000

30,000

68,000

17

137,017

19,990

-4s,ooo

3,834

3,460

11,366

100

300

10,000

70,000

???00

ー

金証

19,990

152,060
ー

1

137,017.

1

経常支出合計(B)
経常収支差額(A) - (B) = (C)

Ⅲその他資金収入の部(D)
Ⅳその他資金支出の部(E)

当期収支差額(C) + (D) - (E) = (F)
前期繰越収支差額(G)

(F) + (G)
(正味財産増減の部)
v正味財産増加の部

1,資産増加額
当期収支差額(再掲)

2.負債減少額

増加額合計
Ⅵ正味財産減少の部

1.資産減少額
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)

減価償却費
2.負債増加額

減少額合計
当期正味財産増加額または減少額

前期繰越正味財産
当期正味財産合計

170,624

1

1
ー

1
1

1

ー

ー

工々,050

0

0

135ふ川

O

B晧ml
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平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
-

-
一

平成26今4月1日から平成27年3月31日
特定非営利活勧法ス

くらしの安全安心サポーター

料目1
(経常収支の部)
Ⅰ 経常収入の部

1.会費収入
入会傘啄入
会費収入

2、事業収入
①市民啓発事業収入
②防災対策事業収入
③防犯対策事業収入
④バリアフリー化事業収入

3.補助金等収入
4.寄付金収入、
5.その他収入

利息収入
保険金還付金

経常収入合計(A)
Ⅱ経常支出の部

1.事業費
①市民啓発事業費
②防災対策事業費
③防犯対策事業費
④バリアフリー化事業費

2.管理費支出
給料手当
水道光熱費
什器備品費
保険料
事務所家賃
消耗品費
通信運搬費
印刷製本費(コピー)ωーフレット)
旅費交通費
支払手数料
会議費
広報費(ホームページ)
決算
租税公課
雑費

T
一

3,000

45,000

120,000

650,000

150,000

150,000

100,000

90,000

440,000

120,000

120,000

50,000

5,000

10,000

20,000

60,000

10,000

20,000

70,000

io,ooo

5,000

5,000

io,ooo

10,000

5,000

-

蚕訴
一

48,000

1,165,000

770,000

290,000

1

旦争
ラ勇使;

1

1,213,伍盟

経常支出合計(B)
経常収支差額(A) - (B) = (C)

Ⅲその他資金収入の部(D)
Ⅳその他資金支出の部 (E)

当期収支差額(c) + (D) - (E) = (F)
前期繰越収支差額(G)
次期繰越収支差額(F) + (G)

(正味財産増減の部)
Ⅴ正味財産増加の部

1.資産増加額
当期収支差額(再掲)

2.負債減少額
増加額合計

Ⅵ正味財産減少の部
1.資産減少額

当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)
減価償却費

2.負債増加額

減少額合計
当期正味財産増加額または減少額

前期繰越正味財産
当期正味財産合計

ー

135,591

0

O

0

L

1
1

1

01
O1

M践Ⅸ疫.

01
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提案型協働事業募集要項

(手成26年度募集)
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提案型協働事業とは

目的

①市民主権を基本とする自治(市民自治)を実現するために,市民等との協働を推進する。

②市民視点を活かした公共サービスの提供と,市民によるまちづくりを推進する。

制度

市民活動団体が自らの持つノウハウや市民発想による事業を市に企画提案し,「国分寺市協働

事業審査会」による審査・選考を経て,市が採択した事業を提案団体に委託して市と協働で実

施する。

募集について

未事業実施期間:平成27年4月1日以降から平成28年3月31日

素応募条件:1団体につき1事業まで

査応募資格:

以下の「1.または2.」,かつ下記「A～F」に該当する団体です。

1.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された法人であり,かつ2.

に掲げる(2)及び(3)に該当する団体であること。

2.国分寺市内に活動拠点又は連絡揚所があり,次のいずれにも該当する市民活動団体であるこ

と。

(1)代表者を含み3人以上の役員を置き,かつ,構成員に5人以上のア国分寺市民がいること。

(2)1年以上継続した活動を行っていること。

(3)団体の運営に関する衾則,規約に基づき運営され,予算・決算を適正に行っていること。

(4)前年度の決算書,活動報告書,直近年度の予算書,活動計画書があること。

※国分寺市民とは市内に住む者,市内で働く者,学ぶ者,希じくは公益的な活動を行う個

人をいいます。

△:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げ

る暴力団又は国分寺市暴力団排踪条例(平成24年条例第21号)第2条に掲げる暴力団

員等及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。

B:第三者に損害を与えた場合に,個人情報に関わる部分も含め,補償等に対応できる保険に加

入できること。

C:法人の揚台は最新の営業年度の法人税,法人市民税,法人事業税,消費税及び地方消費税を

滞納していないこと。団体の揚台は,代表者の最新の所得税,市民税を滞納していないこ

と。

D:宗教の教義の市教等を主たる目的としないこと。

E:政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反することを主たる目的としないこと。

F:特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公

職をいう。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれに反する

ことを目的としないこと。
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4提出期間:平成26年6月16日(月)から7月15日(火) ※土日祝を除く。

壷受付時間:午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)まで。

壷提出揚所:市民生活部協働コミュニティ課(市役所第3庁舎1階)に直接持参。

なお,受付時に提出書類一式を確認した上で受付いたします。書類の

る揚台や提出期限を過ぎた場合.台や提出期限を過ぎた場合,一切受付はいたしません.-

ます。

遂提出書類:

1 提案書(様式第1号)

2 企画書(様式第2号)

3 収支予算書(様式第3号)

4 団体概要書(様式第4号)

5 定款または規約

6 会員名簿(役員3人,市民5人以上が確認できるもの,確認のみで書類は返却します)

7 平成26年度予算関係書類及び平成25年度決算関係書類(団体全体のもの)

8 平成26年度法人市民税納税証明書(コピーで可,納税義務のない団体は不要)

9 その他市長が必要と認めるもの

10共同提案団体協定書兼委任状(共同提案団体で申込を行う揚台のみ)

なお,団体の活動がわかるパンフレットやチラシなとも提出して下さい。

また,提案書等の様式データは市ホームページ(h甘p:/ /www.city.kokubun ji.tokyo.jp)に掲載

されていますので,ダウンロードして作成してください。

※共同提案団体が提案を行う揚合,上記3～9の書類をすべての構成団体分作成し,提出してく

ださい。

4事前相談:平成26年7月8日までに提出 1号～4号)をご記入いただ

田こ協働コミュニティ課へご; お
-

ヒ い

※事前相談は,なるべく行うようにしてください。

でお願いし一

-

一

一

事業経費・積算基準について
も器溺゛私旅飄怜守4〃、体&椿W

協働事業の事業経費については,積算基準を用いて過不足のないように積算をして下さい。な

お,事業予算を超えた揚台,超過分の費用は団体負担となります。なお,提案金頷は最大で200

万円(既存事業の提案を除く)です。

恕諸経費(間接経費):

諸経費(間接経費)とは事業の遂行に間接的に必要となる費用のことで,事業実施にかがる直

接経費の10パーセント以内で計上できます。

団体内の打合せや担当課との協議,事業完了後の事業評価,会員の給与事務等に関する人件費

や事務所の光熱水費等は間接経費に該当します。

娠委託金の返還:

当該年度の事業終了時,委託金に余剰金が生じた揚台には戻入の手続きをして市に返還をして

いただきます。なお,諸経費は直接経費の実績頷に対する割合(最大で10%)で精算します。
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娠提案対象となる事業:

以下の要件をすべて満たしている事業が提案の対象です。

国分寺市内で実施される事業。

市民サービスの向上や地域課題を解決する事業で,かつ市の計画等に適合していること。

市民活動団体の先駆性,専門性,柔軟性等を活かした事業。

予算の見積もり等が適正であり,提案した市民活動団体が実施可能な事業。

ッ単年度で完了する事業であること。

※ただし,提案団体が過去に実施した,あるいは提案時点で実施している提案型協働事業

で,事業の継続性又は発展性が認められる事業については事業実施初年度から数えて3

回(年)まで事業を実施することができます(1年ごとに提案し,審査を受け採択され

る必要があります)。

既存事業(市が提案年度に実施している事業)の提案については事前に協働コミュニティ

課に連絡のうえ,事業担当課と協議すること。また,提案年度の事業予算を超えないこと。

1
 
2
 
3
 
4
 
5

6

ただし,次のいずれかに該当する事業は対象外です。

(1)営利を目的としたもの

(2)特定の個人や団体が利益を受けるもの

(3)宗教,政治,選挙活動に係るもの

(4)実施が伴わないもの

(5)国,地方公共団体及びその他の団体から,助成を受けているもの
(6)公序良俗に反するもの

(7)提案時点で既に協働事業で実施されている事業

ヒこ609ページに掲載じてⅡ型??こ・x・ に?

ださい。

共同提案について

複数の市民活動団体がそれそれの専門分野を組み合わせた事業を提案する揚合は「共同提案」

として事業提案を行うことができます。

協定書や契約の締結,委託金の授受等については責任の所在を明確にするため,代表団体を選

出し,「共同提案団体協定書兼委任状」を提出していただきます。

共同提案団体を構成するすべての団体は「応募資格」の要件に該当する必要があります。

※共同提案団体の代表団体は,別途単独で事業を提案することはできません。また,2っ以上

の代表団体を兼任することはできません。
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準算基積

【人件費】

人件費の時給単価については、その目安を下表A～Dの業務内容に応じて示します。

なお、「専門性を有する業務」の時絽単価については市の単価表又はハローワークの賃金情報
等の参考に積算してください。

【費目例】

事業に必要な経費の費目例を下表に示します。参考にして過不足のないように積算をしてく

ださい。なお、報償費(謝礼)は市の基準を目安にしてください。
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分類 業務内容 時給単価

A 一般事務的な業務 890円

B 専門性を有する業務 市の職種別賃金単価表やハローワークの
賃金情報等の客観的根拠を要する

C
企画立案・業務遂行を
責任をもって実施する業務 1,200円

D 意志決定、最高責任者 2,500円

項目 内容

人件費 事業実施に係る人件費

報償費
講師等謝礼

(時間単価)

大学教授,官公庁部長級,民間
企業最高管理層,著名民間専門
家,弁護士,医師,公認会計士

13,O○○円以内

大学准教授,短期大学教授,高
専教授,高校校長,官公庁課長
級,民間企業上級管理層,民間
専門家,不動産鑑定士,弁理士

11,500円以内

大学講師,短期大学准教授,講
師等,高専助教授,高校教頭,
官公庁課長補佐級,民間企業課
長級,税理士

10,O○O円以内

大学助手,短期大学助手,高専
講師,助手 9,000円以内

印刷製本費
チラシ・資料・報告書などの印刷費等(インク,用紙代等を含

む)

消耗品費 事務用品,文房具,活動材料費等

保険料 傷害保険、損害賠償保険、個人情報漏えい賠償保険等
諸経費

(間接経費)

協働事業実施に間接的に必要となる経費

(直接事業費)×10% 以内



審査・選考は,「国分寺市協働事業審査会」(識見者3名,市部長職3名の6名で構成)が行いま

す。第一次審査は書類審査,第二次審査(第一次審査通過団体のみ)はプレゼンテーション審査

で,審査基準に基づいて審査を行います。

査第一次審査(書類審査)

審査会が,下表の審査項目を判断基準に照らして提案書類の審査を行います。

第一次審査基準

台格点は以下のとおりです。

(台格点)≧(委曇人数)×(審査7項目)×(4点)

審査会委員が各審査項目において,下記1～6点で評価します。
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審査項目

1 事業の目的
市民や地域の二-ズ,社会問題や地域課題等を踏まえたものである

か。また,市が関わる必要性が認められるか。

2 独劃性・先駆性
提案は独劃的でかつ先駆性があり,今後の協働事業のモデルとなり

得るか。

3 実現可能性
実施体制,実施方法やスケジュールが具体的かつ台理的で,実現可

能性は高いか。

4 役割分担 団体と市との役割分担は明確かつ妥当か。

5 協働による効果
協働することで質の高いサービスが提供でき,また,相乗効果・波

及効果が期待できるか。

6 費用の妥当性 提案内容を実現するための妥当な経費見積りとなっているか。

7 事業遂行能力

団体には事業遂行上の問題を解決していくための専門性及び経験が

十分にあり,また市と一緒に事業を検討じ練り上げていく能力がある

と認められるか。

判断基準

6点 評価できる

5点 やや評価できる

4点 とちらかといえば評価できる

3点 どちらかといえば評価できない

2点 あまり評価できない

1点 評価できない



遂第二次審査(プレゼンテーション審査)

で台; した提案を対象に

提案団体には担当課同席のもと,事業内容について協働事業審査会に説明(プレゼンテーショ

ン)を行っていただきます。その後,提案した市民活動団体と担当課に対して協働事業審査会委

員が質疑を行います。

プレゼンテーション・質疑(回答時間を含む)は各10分で行います。

1
-

第二次審査基準

台格点は以下のとおりです。

(合格点)≧(委員人数)×.(審査7項目)×(3点)

審査会委員が各審査項目において,下記1～4点で評価します。

竺冫一"i
咥一二後囃翳
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審査項目

1 事業の目的
市民や地域の二-ズ,社舎問題や地域課題等を踏まえたものである

か。また,市が関わる必要性が認められるか。

2 独創性・先駆性
提案は独劃的でかつ先駆性があり,今後の協働事業のモデルとなり

得るか。

3 実現可能性
実施体制,実施方法やスケジュールが具体的かつ台理的で,実現可

能性は高いか=

4 役割分担 団体と市との役割分担は明確かつ妥当か。

5 協働による効果
協働することで質の高いサービスが提供でき,また,相乗効果・波

及効果が期待できるか。

6 費用の妥当性 提案内容を実現するための妥当な経費見積りとなっているか。

7 事業遂行能力
団体には事業遂行上の問題を解決していくための専門性及び経験

が十分にあり,また市と一緒に事業を検討し練り上げていく能力があ
ると認められるか。

判断基準

4点 評価できる

3点 とちらかといえば評価できる

2点 とちらかといえば評価できない

1点 あまり評価できない



応募数・審査結果状況について
一

平成19年度から平成25年度の応募数と審査結果状況をまとめました。

※平成23年度・24年度は募集を休止

口提案数

■一次審査通過

寵二次審査採択
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提案の採択について
銃《

第二次審査に台格した提案のうち,提案型協働事業全予算200万円の範囲内で高得点順に採択

します。

※ただし,既存事業に対する提案はこの限りではありません。

※事業提案額が高頷の揚合,得点順位が高くても不採択となり,提案頷が少額の下位の提案が

採択となる場合があります。

※事業の実施は,翌年度の市の予算が議介で可決された後となります。

提案事業の公表について

選考過程における公正性や透明性を確保するため,個人情報等には配慮のうえ(事務所の所在

地,代表者氏名は公表します),提案された協働事業の概要や団体名を市ホームページで公表しま

す。

また,第二次審査の開催時には,提案書類を来揚者に資料として配布します。

ーゴー



応募から事業報告・評価までの手続きについて

口復
ー 11lPlnI〆I1〆l―A勺rIIIIIFIIIl〆〆〆iJ〆ノIノ?ノIIノノ

\\1\?\\へ\\X～

平成26年6月16日

～7月15日

a'!"xr゛冬゛丑、(里て:y駿芝:;、″2、5翠よ竺 、,?
事業の企画検討p

提案書類作成

閾
》

担当課の割振り

%は了蒜―口、?調整会議
′鵜脳lぴ頑覇亜爾語護

U

●協働コミュニティ課が事務局と

して募集

●市報・口P掲載

●募集要項配市

●事業内容について検討

●団体と市の役割等について協議

●事業実施に向けて検討

平成26年8月20日

平成26年11月

平成27年4月以降

平成28年4月

平成28年5月

1禅鴨瞼

噌

(・蒜の層
転

蒼通ト

団体・担当課{電来る自己評価
返び相云扉価育病門

】馳禮1

●審査結果報告

●審査結果通知

●審査結果公表

●役割分担・事業内容の確定

●進捗状況・役割分担等を定期的に

確認・協議

●所定の様式に事業報告書を

記入し担当課へ提出確認・協議

●審査会による評価を行う担当課へ

提出確認・協議
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A)Q

これまでに実施した提案型協働事業(参考例)
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実施年度 事業名 団体名 担当課 事業概要

20年度

わかりやすい

市政FAQづく

り事業

市民テーブル

こくlS<んじ
総台情報課

提案当時の市ホームページに掲載して

いた「窓口Q&AJを全般的に見直しす

るとともに,庁内ヒアリングを行い,市

民から問い合わぜのあった項目を整理

分析し,FAQを作成する。1,000項目

を目標とじ,市民にとってわかりやすい

文章表現を追求する。

22年度

「生ごみ減

量・たい肥化が

市民の常識と

なる国分寺市

を目指して」事

業

5303の会 ごみ対策課

平成20年度,21年度に提案型協働事

業とじて実施した生ごみたい肥化装置

の精査及び晋及広報の事業成果を活か

し,引き続き誇及広報活動を行うほか,

生ごみたい肥化装置の試用者を募り,ア

ンケート・間き取り調査(念農業者)を

実施する。

23年度

木造住宅耐震

診断士による

地域耐震講習

会事業

NPO法人

くらじの安

全・安心サポ

ータ一

都市企画課

平成21年度,22年度の提案型協働事

業で養成した木造住宅耐震診断士を,市

民にとって身近な存在とするため,地域

の診断士として地域の状況に即した地

域耐震講習舎の開催等を行う。

26年度

本とつなぐ人

とまち一国分

寺ブックタウ

ン事業

西国図書室
協働コミュニ

ティ課

「市民による持ちより図書室」を市内に

点在さぜ,本を通じた市民の顔の見える

関係を構築することにより,地域コミュ

ニティを醸成することを目的とする。

図書室の活用方法等を検討するワーク

ショップ,図書室を中心としたまち歩き

等のイベントを実施し,図書室のP8等

に取り組ロ。

26年度
ママインター

ン事業

NPO法人

A「「owA「「O

W

文化と人権課

結婚・妊娠・出産等を機に離職したが働

きたいと思っている女性が,再就職に対

して不安を抱えている課題に対じ,家

事・育児と仕事の両立の具体的イメージ

をつかみ,キャリアに対する肯定感を高

め,再就職までのステップを具体化する

ことで,再就職への行動を起こぜる女性

を増やすことを目的とする。具体的な取

組みとして,キャリア講座,実践型ワー

クショップ,就業体験等を実施する。
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